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会議・面談状況 

ヤノ国務大臣、ギライガス公共基盤・産業・ 

商業大臣表敬訪問 

（平成 22 年 10 月 22 日） 

PPUC ウエハラ総裁との M/D 協議 

（平成 22 年 10 月 27 日） 

PPUC 会議室にて 

PPUC ウエハラ総裁との意見交換 

（平成 22 年 10 月 26 日） 

PPUC 会議室にて 

貞岡在パラオ特命全権大使への報告 

（平成 22 年 11 月 4 日） 

大使室にて 

M/D 署名式（旧国会議事堂にて）1 

（平成 22 年 10 月 28 日） 

左から PPUC オバク議長、ヤノ国務大臣、 

前田 JICA 団長 

M/D 署名式（旧国会議事堂にて）2 

（平成 22 年 10 月 28 日） 

左から PPUC オバク議長、ヤノ国務大臣、 

前田 JICA 団長 



マラカル発電所 

PPUC マラカル発電所ディーゼル発電機 

（平成 22 年 10 月 19 日） 

運転中の三菱 12KU30 型発電機（12 号機） 

PPCU マラカル発電所非常用ディーゼル発電機

（平成 22 年 10 月 19 日） 

左側 2 号機（運転中）。右側 1 号機（故障停止中）

PPUC マラカル発電所ディーゼル発電機 

（平成 22 年 10 月 19 日） 

オーバーホール中の三菱 12KU30 型発電機（13 号機）

PPUC マラカル発電所内中古発電機据付け予定場所

（平成 22 年 10 月 19 日） 

新潟原動機社製発電機用基礎工事（工事停止中）

PPUC マラカル発電所発電棟内状況 

（平成 22 年 10 月 19 日） 

手前はオーバーホール中の三菱 12KU30 型発電機の

シリンダヘッド。奥は故障停止中の Wartsilla 3 号機

マラカル発電所三菱 12、13 号機用ラジェーター

（平成 22 年 10 月 19 日） 

PPUC の自助努力により更新したラジェーター。左

端は保管中の新潟電動機社製中古エンジン用の

冷却塔 



アイメリーク発電所 

PPUC アイメリーク発電所ディーゼル発電機 

（平成 22 年 10 月 20 日） 

Pielstic 型発電機（手前から 3、4、5 号機） 

PPUC アイメリーク発電所ディーゼル発電機 

（平成 22 年 10 月 20 日） 

Pielstic 型発電 5 号機のシリンダヘッド解放作業

新アイメリーク発電所候補地（発電棟延長案）

（平成 22 年 10 月 26 日） 

発電棟を延長して新設発電設備（ 5 MW 2 基）を設

置する。 

新アイメリーク発電所候補地（燃料タンク下側案）

（平成 22 年 10 月 26 日） 

燃料タンク下側の空き地に発電棟を新設し、 

発電設備（ 5 MW 2 基）を設置する。 

PPUC アイメリーク発電所楊油埠頭 

（平成 22 年 10 月 26 日） 

新設発電設備（ 5 MW 2 基）の陸揚げ予定地 

楊油埠頭からアイメリーク発電所までの道路 

（平成 22 年 10 月 26 日） 

新設発電設備（ 5 MW 2 基）の陸送予定道路 
 



アンガウル・ペリリュー島発電所 

PPUC アンガウル島発電所 

（平成 22 年 10 月 23 日） 

左からデンヨー150 型（運転中）、中央デンヨー400SP

型（故障停止中）、右端 Caterpillar 型（故障停止中）

PPUC ペリリュー島発電所ヤンマー発電機 

（平成 22 年 10 月 24 日） 

左側が 1 号機（休止中）、右側が 2 号機（運転中）

PPUC アンガウル島発電所破損したデンヨー400SP 型

（平成 22 年 10 月 23 日） 

運転操作ミスのため過回転事故を起こしたもの。

PPUC ペリリュー島発電所制御室の状況 

（平成 22 年 10 月 24 日） 

制御室内は整理整頓が行き届いている。 

PPUC アンガウル島発電所燃料タンクと 

タンクローリー 

（平成 22 年 10 月 23 日） 

ディーゼル燃料はアイメリーク発電所から週 1 回

フェリーでアンガウル島に輸送される。 

PPUC ペリリュー島発電所発電棟全景 

（平成 22 年 10 月 24 日） 

奥が発電棟、手前が冷却水タンクと燃料油タンク



送変電設備－１ 

PPUC アイメリーク発電所 変電設備ヤード 

（平成 22 年 10 月 20 日） 

1986 年建設 34.5kV10MVA 2 回線で送出 

PPUC アイメリーク発電所 昇圧変圧器 

（平成 22 年 10 月 20 日） 

10MVA13.8/34.5kV 2 台 愛知電機 1986 年製

PPUC アイメリーク発電所 断路器～油遮断器

（平成 22 年 10 月 20 日） 

36kV 油遮断器 井上電機 1986 年製 

PPUC アイメリーク発電所 13.8kV 母線・ 

開閉器 Cub 

（平成 22 年 10 月 26 日） 

英国製（Brush Switchgear Limited） 

PPUC マラカル発電所 断路器～ガス遮断器 

（平成 22 年 11 月 3 日） 

36kV ガス遮断器 三菱電機 1994 年製 

PPUC マラカル発電所 変圧器 

（平成 22 年 11 月 3 日） 

10MVA 13.8/34.5kV 愛知電機 1994 年製 



送変電設備－２ 

PPUC アイライ変電所 変圧器、配電線引出し

（平成 22 年 11 月 1 日） 

34.5/13.8kV 10MVA 愛知電機 1986 年製 

2 回線引出し 

PPUC アイライ変電所 油遮断器 

（平成 22 年 11 月 1 日） 

36kV 油遮断器 井上電機 1986 年製 

PPUC アサヒ変電所 

（平成 22 年 11 月 1 日） 

34.5/13.8kV300kVA 3 単相器 1 台 

リクローザ付 1 回線引出し 

PPUC ガラード変電所 

（平成 22 年 11 月 1 日） 

34.5/13.8kV 25kVA 単相器 3 台 1 回線引出し 

バベルダオブ島 旧道沿いの PPUC34.5kV 送電線

（平成 22 年 11 月 1 日） 

旧道には草が茂り、ぬかるみ、凸凹等路面が悪い。

PPUC 海底ケーブル接続点（アイライ変電所側）

（平成 22 年 11 月 1 日） 

34.5kV 1 回線、13.8kV 1 回線を架空線から 

ケーブルへ接続 



略 語 表 
 

略語 正式名称 和文名称 

ADB Asian Development Bank アジア開発銀行 

CAD Computer Aided Design コンピューター支援設計 

CEO Chief Executive Officer 総裁 

CFO Chief Financial Officer 主任財務官 

COMPACT COMPACT of Free Association 自由連合盟約 

CUB Oil Circuit Breaker 油遮断器 

DC Direct Current 直流 

EA Environmental Assessment 環境アセスメント 

EDF10 10th European Development Fund 第10期欧州開発基金 

EIA Environmental Impact Assessment 環境影響評価 

EIS Environment lmpact Statement 環境インパクト声明 

E/N Exchange of Note 交換公文 

EQPB Environmental Quality Protection Board 環境保護局 

EU European Union 欧州連合 

F/S Feasibility Study フィージビリティ調査 

FIB Foreign Investment Board 海外投資局 

G/A Grant Agreement 贈与契約 

GEF Global Environment Facility 地球環境ファシリティ 

GEM Green Energy Micronesia グリーンエネルギーマイクロネシ

ア 
GM General Manager 本部長 

IEE Initial Environmental Evaluation 初期環境影響評価 

IPP Independent Power Producer 独立系発電事業者 

IUCN International Union for Conservation of Nature 
and National Resources 

国際自然保護連合 

JICA Japan International Cooperation Agency 国際協力機構 

M/D Minutes of Discussions 協議議事録 

MOS Ministry of State 国務省 

M/P Master Plan マスタープラン 

MPIIC Ministry of Public Infrastructure, Industries & 
Commerce 

公共基盤・産業・商業省 

NDBP National Development Bank of Palau パラオ国立開発銀行 

OCB Oil Circuit Breaker 油遮断器 

O&M Operation and Maintenance 運転保守 



略語 正式名称 和文名称 

PNMDP Palau 2020 National Master Development Plan パラオ国家総合開発計画 

PPR Palau Pacific Resort パラオパシフィックリゾート 

PPUC Palau Public Utilities Corporation パラオ電力公社 

P/Q Prequalification 事前資格審査 

PRR Palau Royal Resort パラオロイヤルリゾート 

PS Power Station 発電所 

PV Photovoltaic 太陽光発電 

RO-RO船 Roll-on/roll-off Ship ローロー船 

SCADA Supervisory Control and Data Acquisition 監視制御データ表示システム 

SHS Solar Home System ソーラーホームシステム 

SS Sub-Station 変電所 

UNDP United Nation Development Program 国連開発計画 
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第１章 調査の概要 
 
１－１ 要請の内容 

パラオ共和国（以下、「パラオ」と記す）の電力需要は、主要産業である観光産業の発展、年

率約 2 ％の人口増加、国民一人当たりの電力消費量の増加等により年率 4 ％程度増加しており、

現在の電力需要は約 10MW（ピーク時は 12～14MW 相当）である。 
 
パラオの電力事業は資源開発省の監督のもと、パラオ電力公社（Palau Public Utilities Corporation: 

PPUC）が実施しており、電力系統は、主として①首都マルキョクが存在するバベルダオブ島と経

済の中心地であるコロール島を結ぶ基幹送変電設備、②バベルダオブ島に位置するアイメリーク

発電所（定格出力 13.08MW、ディーゼル発電）、③コロール島に存在するマラカル発電所（同

17.7MW、ディーゼル発電）、④各需要地配電網により構成される。 
 
しかしながら、これら電力供給設備は発電機器の老朽化等による性能劣化が進み、実質供給可

能設備出力の低下（14MW 程度）及び設備予備力の不足（ほぼ 0 ％）が恒常化している。そのた

め本系統は、①発電機の脱落や超過需要による全島的な停電リスクの高まり、②需要に対応する

ための発電設備の酷使による更なる性能劣化の進展といった悪循環の形成など、電力の安定供給

にかかわる深刻な課題に直面している。事実、近年では発電機の焼き付きに起因する運転中止等

により 1 ～ 6 時間にわたる停電が散発する事態となっている。 
 
上記にかんがみ、パラオ政府はバベルダオブ・コロール系統の電力供給の安定化を図るべく、

2006 年に我が国に対し、主幹電力系統の増強計画の策定について協力要請を行った。本要請を受

け、JICA は 2008～2009 年に「パラオ国電力供給改善マスタープラン調査」を実施し、2010～2025
年を対象とした電力開発にかかるマスタープランを策定した。そこで本マスタープランにて優先

プロジェクトとして位置づけられた①新アイメリーク発電所（ディーゼル 5 MW×6 機＝30MW）

の建設、②アイメリーク・コロール地区送電系統の増強、③新アイメリーク変電設備及びコロー

ル変電設備の新設について、プレフィージビリティスタディ（Feasibility Study: F/S）レベルの調

査を実施した。本調査の結果を受け、パラオ政府は我が国に対し、上記発電所建設及び発電機供

与にかかる無償資金協力を要請した。 
 

１－２ 予備調査の内容 

１－２－１ 調査の目的 
本調査では上記を踏まえ、要請案件の必要性及び妥当性を再確認し、基本設計調査に向けた

対象コンポーネント設定にかかる予備的な検討と環境社会配慮の確認を行い、予備調査報告書

を取りまとめることを目的として、協力準備調査を実施した。 
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１－２－２ 調査団の構成 
名前 担当分野 所属 派遣期間 

前田 秀 総括 JICA 産業開発部技術審議役 Oct.21 – 29 

高田 健二 調査企画 JICA 産業開発部資源・エネルギーグルー

プ電力課 主任調査役 
Oct.21 – 29 

湯本 登 電源開発計画／

環境社会配慮 
株式会社エネルギー環境研究所 
代表取締役 

Oct.17 – Nov.5 

松村 昇 発電設備 
 

八千代エンジニヤリング株式会社国際

事業部 施設部参与 
Oct.17 – Nov.5 

杉原 洋 
 
 

送変電設備／ 
財務分析 
 

四国電力株式会社事業企画部海外事業 
プロジェクトコンサルティングチーム 
アシスタントマネージャー 

Oct.17 – Nov.5 

 
１－２－３ 調査日程 

調査期間：2010 年 10 月 17 日（日）～11 月 5 日（金） 
 前田団長、高田団員 湯本団員、松村団員、杉原団員 

10/17（日） 成田－パラオ（グアム経由） 

10/18（月） 09:00-09:45 JICA パラオ支所との打ち合わせ 
10:00-11:00 PPUC ウエハラ総裁との対処方針の確

認 
15:00-16:00 PPUC ウエハラ総裁との意見交換 

10/19（火） 08:20-11:00 マラカル発電所視察及び発電部門との

意見交換 
13:30-16:00 PPUC 送変電部門との意見交換 

10/20（水） 

 

08:00-11:00 PPUC 主任財務官との意見交換 
11:00-12:00 マラカル発電所視察及び大矢専門家と

の意見交換 
14:20-16:30 アイメリーク発電所視察 

10/21（木） 成田－パラオ（グアム経由） 
08:30-09:30 FIB との意見交換 
09:30-16:45 マラカル発電所発電部門及び PPUC 送変電部門との意見交換 
20:00-22:00 団内打ち合わせ（M/D ドラフト作成） 

10/22（金） 09:00-10:00 MOS 大臣及び MPIIC 大臣表敬 
10:30-11:30 在パラオ日本国大使館との意見交換 
13:30-14:30 Palau Energy Office との意見交換 
15:00-16:00 マラカル発電所視察 

10/23（土） 08:30-10:00 アンガウル島に移動 
10:30-12:00 アンガウル島発電所視察 
12:30-13:30 ペリリュー島に移動 

10/24（日） 10:30-12:30 ペリリュー島発電所視察 
15:00-16:00 コロール島に移動 
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10/25（月） 10:00-10:30 水力発電所候補地点（上水道設備）視察 
15:00-17:00 バベルダオブ島変電所・配電設備視察 

10/26（火） 09:00-10:30 PPUC ウエハラ総裁との意見交換 
13:00-16:00 アイメリーク発電所視察 

10/27（水） 09:00-11:00 団内協議（M/D、報告資料） 
13:00-14:00 PPUC ウエハラ総裁との M/D 協議 

10/28（木） 10:00-12:00 M/D 及び報告資料にかかる団内打ち合わせ 
13:00-14:00 PPUC、MPIIC、MOS による M/D 署名 
15:00-16:00 日本国大使館・JICA 支所への報告 

10/29（金） 

パラオ－成田 
（グアム経由） 

09:00-11:45 PPUC 送変電部門との意見交換 
13:00-13:30 PPUC ウエハラ総裁と環境社会配慮に

関する対応の意見交換 
14:00-15:00 PPUC 再生可能エネルギー部との意見

交換 
10/30（土） 資料整理 

10/31（日） 資料整理 

11/1（月） 07:45-16:00 PPUC 変電所・海底ケーブル視察 
16:00-16:45 PPUC 予備品管理調査 

11/2（火） 14:00-14:30 PRR 自家発電設備調査 

11/3（水） 09:00-10:00 EQPB との環境影響評価に関する意見

交換 
13:00-14:00 NDBP との再生可能エネルギー融資制

度に関する意見交換 
15:00-16:00 PPUC ウエハラ総裁との意見交換 
16:00-16:15 PPUC 送変電部門との意見交換 

11/4（木） 11:00-12:00 日本国大使館・JICA 支所への報告 

11/5（金） 

 

パラオ－成田（グアム経由） 

 
１－２－４ 主要面談者 
＜パラオ側＞ 
（１）国務省（Ministry of State: MOS） 

H.E. Victor M. Yano Minister 
Mr. Gustav N. Aitaro Director 

 
（２）公共基盤・産業・商業省（Ministry of Public Infrastructure, Industries and Commerce: MPIIC） 

H.E. Jackson R. Ngiraingas Minister 
 
（３）パラオ電力公社（Palau Power Utilities Company: PPUC） 

Mr. Demei Obak Chairman 
Mr. Kenneth Uyehara CEO & General Manager 
Ms. Jacqueline Alexander Chief Financial Officer 
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Mr. Lorenzo B. Mamis Manager, Power generation Division 
Mr. Jack Ngiraked  Malakal Power Plant: Superintendent 
Mr. Antipas Raymond Aimeliik Power Plant: Superintendent 
Mr. James Mengeolt Manager, Power distribution 
Mr. Raynate T.Bitas,REE System Control Division 
Mr. Tito Cabunagan Electrical engineer, Engineering Design & Planning 
Mr. Pons Mohor  Civil engineer 
大矢 秀夫 JICA 電力供給アドバイザー専門家 

 
（４）Palau Energy Office（MPIIC 傘下） 

Mr. Greg Decherong Director 
Mr. Nyk Kloulubak Energy Planner 
Mr. Tony Polack Energy Specialist 

 〔NORTH-REP 派遣（EU プロジェクト）〕 
 
（５）環境保護局（Environmental Quality Protection Board: EQPB） 

Ms. Portia K. Franz Executive Director 
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１－３ 調査概要 

（１）無償資金協力による協力範囲の検討結果 
１）新アイメリーク発電所への 5 MW のディーゼル発電機 2 台 

現状の発電機の更新または増設（付属資料 1 の M/D 参照） 
２）同発電機 2 台用の規模の建屋 

現時点では候補地点は 2 ヵ所ある。（M/D 参照） 
３）アイメリーク港から新アイメリーク発電所までの道路の増強（新規要望） 

すでに道路はあるものの機材の輸送のために増強をする必要性があるとされた。 
 

（２）発電所（5 MW、2 台）の必要性 
１）電力需要 

PPUC の最大電力需要は、最大で 16.5MW に達したが、石油価格の上昇に伴う電気料金

の高騰、プリペイドメーター導入（1,521 台、全需要家の 24％）に伴う節電意識の向上、

ホテル等における太陽熱温水器の導入等に伴い大幅に低下した。しかし現在はやや回復傾

向にあり、12MW 程度となっている。 
 

PPUC は今後の電力需要については、大統領の 2020 年までに 30％の省エネルギーを達成

するとの政策を踏まえ、今後 5 ヵ年間はゼロ成長、20 年間で年平均 1 ％程度とかなり保守

的な見通しをもっている。一方では、現在自家発電により電力供給を行っているパラオパ

シフィックリゾート（Palau Pacific Resort: PPR）が PPUC からの電力供給を申し込んでおり、

パラオロイヤルリゾート（Palau Royal Resort: PRR）も PPUC からの電力購入に切り替えた

いとの意向を有している。この 2 つのホテルが PPUC の需要家になると 1 MW 以上の最大

電力需要が上乗せされることになる。また、現在建設中のホテル（コロールとマラカル島

の中間にある中国資本のホテル）等 FIB の外国資本許可を得たホテルが 10 件あり、国際

経済の回復時にこれらのホテル建設が具体化すると電力需要は増加する見込みである。こ

のような状況を考慮すると、PPUC の最大電力需要は過去最高の 16MW 程度には回復する

可能性が高いものと考えられる。 
２）供給力 

PPUC の現在の供給力の状況を表１－１に示す。 
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表１－１ PPUC の供給力 

発電機 
定格出力

（MW） 
実効出力

（MW） 
累積運転

時間 
備考 

マラカル発電所 
Wartsila 1 2.0 1.0 57,609 高速機。スタンバイ用であるが常用機と

して運転中 
Wartsila 2 2.0 0 24,056 修理不能。撤去予定 
Wartsila 3 2.0 0 25,465 修理不能。撤去予定 
三菱重工 12 3.4 2.38 80,062 運転中 
三菱重工 13 3.4 2.89 86,854 定期点検中 
Caterpillar 1 2.0 （1.5） 10,569 高速機で本来は非常用電源として運用す

べき電源。現在、故障により運転停止中

Caterpillar 2 2.0 1.5 14,907 高速機で本来は非常用電源として運用す

べき電源。現在は常用機として運転中 
Alco 9 1.25 0.7 38,236 全電源喪失時の起動用電源 

小合計 17.70 9.97 ―  
アイメリーク発電所 
Pielstick 2 3.27 2.5 133,708 老朽化が進んでおり、実効出力及び発電

効率ともに大幅に低下している。運用上

も経済的にも、寿命に達していると判断

される。 
Pielstick 3 3.27 2.0 129,631 同上 
Pielstick 4 3.27 1.3 146,910 同上 
Pielstick 5 3.27 2.0 144,484 同上 

小合計 13.08 7.8 ―  
総合計 30.78 17.7 故障中の Caterpillar 1を除くと現時点の実

効出力は 16.97MW 
注：累積運転時間は、マラカル発電所 2010 年 10 月 19 日時点、アイメリーク発電所同 30 日時点の数値 

 
PPUC 発電機の供給力は表１－１に示すとおり老朽化が進んでおり、本来スタンバイ電

源として利用する高速機も常用電源として利用している。今後、5 ヵ年程度を見通すと、

常用電源として利用可能な電源は三菱重工製の 2 台（合計実効出力：5.27MW）のみであ

り（スタンバイ電源として利用可能な電源は Caterpillar 2 台及び Wartsila 1 号機（合計実効

出力 4 MW））、常用電源の補充が必要不可欠な状況である。このような脆弱な供給力を改

善するため、現在、新潟原動機製の中古発電機（5 MW、2 台）を調達済みであり、遅くと

も 2011 年夏ごろまでにはマラカル発電所構内で運転開始するものと見込まれる。この結果、

常用電源は三菱重工製発電機を含めて 15MW 程度に回復するが、定期点検及び需要の回復

傾向を考慮すると需要に対して供給力は依然として不足した状態にあり、我が国に要請が

あった 10MW の電源の増設は必要である。 
大統領は 2020 年までに再生可能電源を 20％にすることを目標としているが、この目標

達成のためには水力発電（ 3 カ所、合計出力 4 MW）、太陽光発電の大量導入が必要であり、

その達成には時間を要するものと考えられる。このため当面、実現可能性がある電源とし

ては、ディーゼル発電機以外の選択肢はない。 
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表１－２に最大電力需要が 15MW（現状の 12MW の需要に加え、PPR 及び PRR（合計 1
～1.5MW）に電力供給。その他ホテル開発等による電力需要の増加を見込む）を前提とし

た 2015 年ごろの電力需給バランスを示す（本無償資金協力要請の発電機を含む）。この表

に示すとおり、我が国に要請があった 10MW の電源の増設がないと供給力不足となる。 
 

表１－２ PPUC 電力需給バランス（2015 年ごろ） 

発電機 
定格出力

（MW） 
実効出力

（MW） 
備考 

マラカル発電所 
三菱重工 12 3.4 2.38  
三菱重工 13 3.4 2.89  
新潟原動機 1 5.0 4.0  
新潟原動機 2 5.0 4.0  
Caterpillar 1 2.0 1.5 高速機（スタンバイ） 
Caterpillar 2 2.0 1.5 高速機（スタンバイ） 
Wartsila 1 2.0 1.0 高速機（スタンバイ） 
Alco 9 1.25 0.7 全電源喪失時の起動用電源 

小計 24.05 17.97  
新アイメリーク発電所（本要請プロジェクト） 
1 号機 5.0 4.0  
2 号機 5.0 4.0  

小計 10.0 8.0  
合計 34.05 25.97  

最大ユニット（5 MW）定

期検査時 
29.05 21.97  

スタンバイ（予備力） 7.25 ▲4.7 最大ユニット 1 台（ 5 MW）脱落時に起動 
瞬動予備力（スピニングリ

ザーブ）（最大電力需要の

10％） 

▲1.5 太陽光発電等の出力低下、需要の一時的な変

動に対応するために必要な運転中発電機が

有する予備力 
常時供給力合計 15.77  

 

（３）要請内容の妥当性 
今回の要請内容は、アイメリーク発電所に 5 MW のディーゼル発電機 2 台とそれを収容す

る発電所建屋を建設するものである。発電規模については既述のように電力需給面からみて

妥当な規模と判断される。 
 
燃料については、JICA が実施したマスタープラン調査ではアイメリーク発電所に 5 MW の

発電機 6 台を導入することを前提にディーゼル油の代わりに重油の使用を計画した。しかし

ながら、マラカル発電所に新潟原動機製の 5 MW 発電機 2 台が設置されること、大統領の政

策に基づき 2020年までには再生可能エネルギー電源を 20％以上に高めることを考慮すると、

アイメリーク発電所の発電機増設は当面の間、2 台のみと見込まれる。このように発電規模

がマスタープランに比べて小規模にとどまり、重油使用に必要な新たな揚油設備の整備、重

油燃料の手当て等においてスケールメリットがなくなるため、アイメリーク発電所の現在の
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燃料設備を有効に活用できるディーゼル油の使用が妥当である。 
 
開閉所（変電所）及び送電設備については、既存のアイメリーク発電所の発電設備が更新

時期にあることを考慮すると、既存の設備（変圧器容量：20MW）を有効に活用することが

できるため新設は必要ない。 
 
新発電所建屋の設置場所については、要請ではマスタープラン調査に基づき、既設燃料タ

ンクの上（サイトＣ：100m×100m）を予定しているが、PPUC の直近の開発計画を踏まえる

と発電機 2 台を収容できる規模でよいため、「既設発電所建屋の一部を利用して隣接地に拡張

すること」及び「燃料タンクの横のサイト A」も有力な候補となる。これらのサイトは取付

道路及び土地造成がほとんど必要ないこと、PPUC の発電所用地内であることから、新規建

設に比べて発電所建屋建設費の低減が可能である。今後の基本設計調査においてこれらを含

めた検討をして適地の選定を行う。なお、PPUC はサイト C の用地をパラオ政府から取得す

るため政府の土地を管理している Palau Public Land Authority に譲渡申込書を提出済みとのこ

とである（マスタープラン調査時点ではサイト C は民有地とのことであったが、政府が PPUC
のための用地をすでに買収済みとのこと）。 

 
なお、ディーゼル発電機等の重量物は、海上輸送によりアイメリーク発電所の既設の揚油

埠頭に陸揚げされることになる。揚油埠頭から既設発電所までの構内道路は、アイメリーク

発電所建設以来 25 年を経過し、路面が荒れている。このため重量物の搬送のためには路面の

改修が必要と思われる。 
 

（４）PPUC の財務健全性 
PPUC の 2008 年度（2007 年 10 月～2008 年 9 月）決算は、営業損失（4.0 百万ドル）に加

え、地元銀行の倒産に伴う特別損失（0.86 百万ドル）及び燃料会社との係争案件の裁判所で

の敗訴に伴う特別損失（1.68 百万ドル）等があり、7.2 百万ドルの純損失を計上した。2009
年度は燃料費の低減に伴い営業損失は 3.0 百万ドルに減少し、純損失も 2.7 百万ドルに減少

した。2010 年度については現在集計途中であるが、純損失は 50 万ドル以下に減少する見込

みである。外島での営業損失が 70～80 万ドルあるため、これを考慮するとコロール島本島部

の収支はほぼ均衡状態になっている。2010 年度の決算が大幅に改善したのは、燃料費の低下

に加え、燃料費低減に伴う電気料金引き下げを遅らせるなどの措置を講じたためである。な

お、燃料費調整は以前は 3 ヵ月ごとであったが、2008 年 7 月からは 1 ヵ月ごとに調整を行う

ようにルール変更を行っている。また、大幅な赤字である外島の電力供給については、需要

規模に比べて著しく過大となっている発電機を小型の発電機に更新するとともに、リモート

コントロールを導入することにしている。さらに、EU の援助でアンガウル及びカヤンゲル

両島の発電設備を太陽光発電・ディーゼル発電ハイブリッドシステム化する計画である。こ

れらの一連の対策が実施されると外島での赤字はほぼ解消される見込みである。 
 
電気料金については、2008 年度は石油価格高騰に伴い 5 回の値上げを行い、前年度比 19％

引き上げた。これに対して、2009 年度は 8 回、2010 年度は 2 回の料金改定を行っており、料
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金水準は石油価格の低減に伴い低下している。電気料金の見直しについては、2009 年 10～11
月に見直し調査を実施した。電気料金引き上げに伴う需要減少等によりカスタマーベースが

20％縮小していることを考慮して、住宅用電気料金に対する特別低減料金（内部補助による

原価よりも安く設定している電気料金）の適用範囲を 500kWh／月以下から 50kWh／月以下

の需要家に限定することを 2010 年 3 月、9 月の役員会に提案したがまだ承認されていない。

この電気料金改定が認められると、維持管理費について十分な水準を確保できるようになる。 
 

（５）環境社会配慮 
新アイメリーク発電所建設に伴う環境影響については、マスタープラン調査において C 重

油を燃料とする 30MW の発電所建設を対象に環境影響調査が行われており、その結果では環

境に重大な影響を及ぼすことはないものと予測されている。今回の計画は、燃料設備の新設

がないこと、発電規模が 3 分の 1 に縮小されること、送変電設備の新設がないこと、発電所

建屋の土工量が大幅に減少することから、環境影響はより小さなものにとどまるものと考え

られる。 
 
PPUC は、環境影響評価（Environmental Impact Assessment: EIA）について発電所計画が具

体化してから環境許可の取得手続きを行うものと理解していたが、JICA の環境社会配慮ガイ

ドラインの考え方を説明し、土木技術者を環境許可の担当者に指名して準備を進めることを

約束した。 
 

（６）発電所の運転･維持管理体制 
１）PPUC の 2009 年度財務分析報告によれば、2007 年には台湾のソフトローン 7 百万ドルに

より、2 基の Caterpillar 発電機（合計出力 4 MW）を購入しており、2009 年度にはアイメ

リーク発電所の Pielstick 発電機 2 基のリハビリテーション及びマラカル発電所の三菱発電

機のラジエーター更新に 2.4 百万ドルを支出している。このように PPUC は発電設備の増

強やリハビリテーションのためにソフトローンや自己資金支出など、それなりに自ら資金

確保の努力を続けているが、アイメリーク発電所においても設備の老朽化により保守費用

が急増している。 
２）運転維持管理の技術面についてみれば、アイメリーク発電所及びマラカル発電所のメン

テナンス要員は、長年にわたり三菱、Pielstick、Wartsila、Caterpillar など多種エンジンの実

務経験を積んでおり、自己流ながらもかなりの熟練した技能を有している。 
３）新設発電機導入時には管理者及び運転保守要員に対して、系統だったエンジン基礎理論

と新設発電機の維持管理上の特性について適切に指導することにより、新型発電機につい

て正しい維持管理が実施されると期待される。 
４）運転維持管理技術者については、当面はフィリピン人機械技術者を雇用することでしの

いでいるが、将来に向けてパラオ人の技術者を養成することにしており、スカラシップ制

度を設けて人材育成に取り組んでいる。現在高校卒の 1 名を台湾に 2 年間留学させ、その

後米国に 2 年間留学させることにより大学卒の機械工学エンジニアを育成することにして

いる。引き続きスカラシップ制度により 2 名のエンジニアを育成することを検討中である。 
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第２章 パラオ電力セクターの状況 
 

２－１ 国家エネルギー政策 

２－１－１ パラオの電力政策 
1997 年に国家総合開発計画（Palau 2020 National Master Development Plan: PNMDP）で電力供

給設備の改善、拡張計画が策定され、これに基づく電力セクター開発が進められてきた。これ

に対して、現大統領は 2010 年 9 月に国家エネルギー政策に署名し、再生可能エネルギー及び

省エネルギーに重点を置いた政策を推進することにしている（詳細は「２－４－２ 国家エネ

ルギーポリシー」参照）。この政策の一環として、電力セクターの規制機関の設置、独立系発

電事業者（Independent Power Producer: IPP）による再生可能エネルギー開発等を検討中である。 
 
また、アジア開発銀行（Asian Development Bank: ADB）の支援等により水道・下水道事業の

国営事業から企業化による事業の健全化が検討されており、現在国会において同事業を単独で

企業化する案と PPUC の 1 事業部門とする案が検討されている。 
 
２－１－２ 電力供給の基本方針 

国家エネルギーポリシーにおいても、当面、化石燃料による電力供給と 2020 年までに電力

供給の 20％を目標とする長期的な再生可能エネルギー電力の開発を組み合わせることにより、

安定供給を図ることにしている。このため PPUC は、現在マラカル発電所に新潟原動機製の

5 MW ディーゼル発電機 2 基の導入を進めている。これに引き続き本要請プロジェクトである

5 MW ディーゼル発電機 2 台をアイメリーク発電所に導入する計画である。その後は、水力発

電、太陽光発電、バイオディーゼル発電等再生可能エネルギー開発により対応することにして

いる。また、電力供給力の整備とともに 2020 年までに 30％の省エネルギー達成をめざし、省

エネルギーにも取り組むことにしている。 
 

２－２ 電力セクターの現状 

２－２－１ 電力セクター全般 
PPUC がトビ諸島を除き、法律に基づき独占的に発電から送配電までの電力供給を行ってい

る。コロール･バベルダオブ地区以外のペリリュー、アンガウル、カヤンゲルの 3 つの島につ

いてはそれぞれ独立した系統により電力供給を行っている。コロール･バベルダオブ地区では、

マラカル発電所及びアイメリーク発電所の 2 つのディーゼル発電所及び送配電網により電力供

給を行っている。 
 
２－２－２ 発電設備 

PPUC の最大電力需要は 16.5MW に達したが、石油価格の上昇に伴う電気料金の高騰、プリ

ペイドメーター導入（1,521 台、全需要家の 24％）に伴う節電意識の向上、ホテル等における

太陽熱温水器の導入等に伴い大幅に低下したが、現在やや回復傾向にあり、12MW 程度となっ

ている。しかし、今後電力需要はわずかに増加し PPUC の最大電力需要は過去最高の 16MW 程

度には回復する可能性が高いものと考えられる。 
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パラオの人口が集中しているコロール・バベルダオブ地区に電力を供給している主力のマラ

カル発電所では三菱 12、13 号機だけが常用発電機として稼動しており、常用電力供給能力は

約 5 MW、アイメリーク発電所では老朽化した Pielstick 2、3、4、5 号機の 4 基の発電機が順次

修理・調整しながら交互に運転しており、常用電力供給能力は 6 MW 程度である。 
 
PPUC は電力の供給力不足を補うため本来非常用発電機として使用されるべき Caterpillar 1、

2 号機（実効出力各 1.5MW）を常用機としておおむね常時運転して辛うじて電力需要に応えて

おり、想定外の故障による発電機停止に対してはほとんど対応できない現状にある。そこで常

用発電機の電力供給能力を確保するために、急遽、新潟原動機製中古発電機の 2 基が購入され、

マラカル発電所に据え付けられつつある。 
 
一方、アイメリーク発電所の Pielstick 型 4 基の発電機は運転開始から 25 年を経過した。老朽

化が進み、故障が頻発しており、それぞれ出力を約 60％以下に押さえながら慎重に運転してい

る。しかし、燃料経済性が悪く、しかも数日ごとに故障・停止するため修理工事に追われ、そ

の上オーバーホール費用が急増している現状にある。経済性に優れた新型の発電機（ 5 MW×2
基）に更新すべき時期にきている。 

 
外島のペリリュー島、アンガウル島及びカヤンゲル島にはそれぞれ PPUC が運用している小

型発電所がある。これらの外島の小型発電所は電力需要が少なく、発電設備の容量が大きすぎ

ることからめ経済性が非常に悪いため、PPUC は小型発電機に更新する計画をもっている。 
 
２－２－３ 送変電設備 

PPUC の送配電線系統図を図２－１及び図２－２に示す。送電線の送電電圧は 34.5kV であり、

亘長が 74.5km ある。国内に 2 つある電源拠点のアイメリーク発電所及びマラカル発電所を相

互に連系しているほか、その中間にコロール島市街地等への供給拠点であるアイライ変電所を

連系している。また、アイメリーク発電所からは首都メレケオクを含むバベルダオブ島北部へ

供給するための送電線がバベルダオブ島の西岸に伸びている。しかしながら、そのバベルダオ

ブ島西岸の送電線が建設された場所は当時使用されていた道沿いであるが、現在は手入れされ

ずかなりの悪路となっているため、送電線の維持管理業務が困難となっている。これについて

PPUC は新道沿いへ移設する工事を自己資金で行うよう考えており、現在も部分的ながら工事

を設計し、予算を申請中である。 
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図２－１ PPUC 送配電線系統図（バベルダオブ島内） 

 

 

図２－１ PPUC 送配電線系統図（バベルダオブ島内） 

：34.5kV送電線

：13.8kV配電線
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：34.5kV送電線

：13.8kV配電線

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－２ PPUC 送配電線系統図（コロール島／マラカル島ほか） 
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主要な変電設備の製造年は、アイメリーク発電所、アイライ変電所で 1986 年、マラカル発

電所では 1994 年、アイメリーク発電所からバベルダオブ島北部へ伸びる送電線沿いのコクサ

イ変電所～アサヒ変電所では 1995～1996年、そこからさらに北部のガラルド変電所までは 1999
年であり、いずれも日本からの無償資金協力により建設されている。前回のマスタープラン調

査以降変更された設備構成はない。また、調査により送電線や変電設備の絶縁碍子ひだに塵埃

が湿気で付着している部分が見られた。設備の点検清掃が望ましいことは PPUC 側でも認識し

ているとのことであるが、1 回線設備であるため、設備停止を伴う作業が困難であるとの見解

である。しかし、2008 年前半には、アイライ変電所 1 台、アイメリーク発電所 2 台の変圧器の

オーバーホール点検を、製作メーカーに技術者の派遣を発注して実施している。設置以降初め

ての本格的な点検とのことである。 
 
送電線を停止するような大きな停電はほとんど発生していないが、最近では 2010 年 8 月に全

土が 7 時間にわたり停電した。原因はマラカル発電所内の非常用発電機遮断器の変流器の絶縁抵

抗不良により母線に地絡が発生したことによる。保護遮断すべき当該遮断器が遮断しなかったた

め昇圧変圧器の送電線遮断機にて遮断したが、アイメリーク発電所も全停となった。全停時に使

うべき非常用発電機がマラカル発電所の母線事故のため使えず、即時対応が困難となった。 
 

２－２－４ 配電設備 
配電線の配電電圧は 13.8kV である。国内でも重要なコロール島、アラカベサン島等へ供給す

る配電線はアイライ変電所とマラカル発電所の中間に位置し、双方の 13.8kV 母線と連系してい

るため、どちらからでも供給可能である。現在は双方が同じ程度の負荷を分担するよう切り分

けられている。また、マラカル発電所のマラカル島内向き配電線、及びアイライ変電所の空港

方面向き配電線はループ系統となっていないが、万一の変圧器等の故障時には 13.8kV 母線が健

全で運転電圧を満たせば、ほかからの逆送にて供給を受ける手段も考えられる。 
 
バベルダオブ島内への配電供給として、アイメリーク発電所以南の範囲ではアイライ変電所

の 13.8kV から空港方面へ供給する配電線と、もう一つ連系した変電所から伸びる配電線がある。

アイメリーク発電所以北の範囲では、アイメリーク発電所より伸びる 34.5kV 送電線に 8 変電所

が連系され、それぞれの周辺で配電線が分岐延伸している。首都メレケオク方面へはその一つ

のコクサイ変電所からの配電線で供給している。系統はそれぞれ 1 回線のツリー構成であり、

ループ構成でないため他回線からの逆送はできない（図２－１、図２－２、図 2－3 参照）。 
 
外島のペリリュー島での配電線は 13.8kV の架空線にて供給している。また、アンガウル島及

びカヤンゲル島では直埋めした 13.8kV 地中ケーブルにて供給している。 
 
図２－４にアイライ変電所、マラカル発電所の負荷とバベルダオブ島北部の負荷の平日、休

日の配分状況を示す。ここでアイライ変電所には空港周辺への配電線供給分を含む。アイライ

変電所とマラカル発電所の配電線が分担する負荷は平日、休日にかかわらず国内の 80～90％を

占めており、重要な供給拠点であることがわかる。最近の実績をみただけでも 10MW 近くの最

大需要が発生している。 
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2010年10月15日(金)
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(MVA)

日時 負荷合計

最大 9.64 1.12 10.70
平均 7.98 90% 0.90 10% 8.87
最大 8.63 1.45 10.04
平均 7.39 87% 1.14 13% 8.53
最大 8.52 1.47 9.91
平均 7.33 84% 1.37 16% 8.70

2010年10月16日(土)

2010年10月17日(日)

アイライSS
マラカルPS

配電線負荷合計

アイメリークPS北部
送電線負荷合計

2010年10月15日(金)

 
注: No.2 アイメリーク変電所（定格 0.075MVA）の負荷は単独で計測できず、上記に集計していない。 

図２－４ アイライ変電所・マラカル発電所負荷とバベルダオブ島北部負荷の配分状況 

 
PPUC では配電線の送電効率を改善するため、コンデンサを設置して力率を改善する対策を

独自に計画し、2010 年 9 月最終週から開始している。400kV のコンデンサをバベルダオブ島に
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はすでに 2 台設置し、コロール島には 11 月初旬完了予定で 4 台設置する計画である。また、需

要に対して大きすぎる変電所変圧器の容量を妥当なものとし、負荷率を高める取替作業も行っ

ている。 
 
配電線の停電頻度は半年に 1 回程度発生している。倒木や電柱への車の衝突などが主たる原

因で、2 ～ 3 フィーダーが影響を受けるが短時間で復旧対応している。 
 

２－２－５ ピーク電力需要の推移 
PPUC の電力需要は 2005 年までは年々増加していたが、その後、石油価格の急騰に伴う電気

料金の上昇、国際経済の低迷、省エネルギー対策の進展等により電力需要は急減し、2009 会計

年度の最大需要電力は図２－５に示すように 1998年度の水準を 10％下回る水準になっている。 

 
 

図２－５ 発電端最大電力需要の推移 

 
直近の 4 年間の月別の発電端最大需要電力の月別の推移を図２－６に示す。2008 年初めから

2009 年に石油価格の急騰に伴う電気料金の大幅値上げにより電力需要は急激に減少したが、

2010 年 6 月を底として最大電力需要は回復傾向を示している。 
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図２－６ 月別発電端最大電力需要の推移 

 

図２－７に発電端電力需要の日負荷曲線を示す。平日は昼間がピークとなっているが、朝 9
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時から 21 時まで長時間にわたり高原状に高い需要が継続している。一方、週末の日曜日につ

いてみると昼間の需要は低く、点灯時がピークとなっている。 
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図２－７ 発電端電力の日負荷曲線 

 
２－２－６ 発電電力量及び消費電力量の推移 

PPUC の発電電力量は 2005 年度までは年々増加していたが、2006 年度は長期の計画停電の実

施により減少した。2007 年度には回復したものの、2008 年以降は電気料金の高騰、国際経済

の低迷等に起因する電力需要の減少を反映して大幅に減少している。図２－８にマラカル発電

所とアイメリーク発電所の配電電力量の推移を示す。マラカル発電所の三菱 12 号機及び 13 号

機の運転開始前はアイメリーク発電所の発電電力量が圧倒的に多く、同発電所が PPUC の主力

電源となっていたが、三菱 12 号機及び 13 号機の運転開始後はマラカル発電所の発電電力量が

増加し、2008 年まではアイメリーク発電所を上回る電力量で推移した。2009 年及び 2010 年は

マラカル発電所の発電電力量が低下し、再びアイメリーク発電所の発電電力量がマラカル発電

所を上回る状況が続いている。 
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図２－８ マラカル発電所及びアイメリーク発電所の発電電力量の推移 
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図２－９に最近 4 年間の発電所別の発電電力量の推移を示す。マラカル発電所の発電電力量

が 2009 年 6 ～ 8 月に大幅に低下し、これを補うためにアイメリーク発電所の発電電力量が増加

している。このように PPUC はマラカル発電所にある発電効率の良い三菱 12 号機及び 13 号機

の運転を優先し、その発電電力量が低下した場合にはアイメリーク発電所の発電電力量を増や

すことで対応するという発電機の運用を行っている。 
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図２－９ マラカル発電所及びアイメリーク発電所の月別発電電力量の推移 

 

販売電力量は、図２－10 に示すように 2005 年以降 2009 年まで連続して減少していたが、2010
年度は増加に転じている。2010 年度の需要電力量を 2005 年度と比較すると、77％の水準にと

どまっている。部門別にみると、プリペイドカードによる支払いと住宅用需要の合計は 95％と

比較的堅調であるのに対し、商業部門は 60％の水準にとどまっており、商業部門の需要の落ち

込みが大きいことを示している。需要部門別の構成比をみると図２－11 に示すように商業部門

の比率が 37％と最も高く、その商業部門の大幅な落ち込みが電力需要全体の減少の最大の要因

となっている。 
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図２－10 需要部門別販売電力量の推移 
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図２－11 2010 年度の部門別販売電力量比率 

２－２－７ 電気料金 
電気料金については、2008 年度は石油価格高騰に伴い 5 回の値上げを行い、前年度比 19％

引き上げた。これに対して、2009 年度は 8 回、2010 年度は 2 回の料金改定を行っており、料

金水準は石油価格の低減に伴い低下している。2010 年 11 月から適用される電気料金は表２－

１に示すとおりである。 
 

表２－１ 電気料金表 

単位：セント／kWh 

料金区分 旧料金 新料金 
基本料金 住宅用：3 ドル／月 

業務用・官公庁用：11 ドル／月

同左 

住宅用 500kWh／月以下 25.2 23.1 
住宅用 501～2,000kWh／月 33.2 31.1 
住宅用 2,000kWh／月超 37.7 35.6 

業務用・官公庁用 37.7 35.6 

 
 

２－３ 電力需要予測 

２－３－１ 電力需要予測の方法 
PPUC は JICA が作成した長期需要予測以降、需要予測を公式には改定していない。 

 
２－３－２ 電力需要予測結果 

PPUC の非公式な需要想定によれば、経済成長、人口、観光客数（ホテル客室数は 1,100 室の

水準）が横ばいで推移すると予測されるため、今後 5 ヵ年間はゼロ成長、20 年間では年平均 1 ％

程度の増加と見込んでいる。このように低い需要予測の背景には、大統領の国家エネルギーポ

リシーが 2020 年までに 30％の省エネルギーの実現を目標としていること、プリペイメントメ

ーターの普及により節電意識が高まっていること、ホテル等において太陽熱温水器の普及が進

んでいることなどがある。 
 

一方、自家用発電機で電力供給を行っている PPR（最大電力需要 0.8MW）が、PPUC からの
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電力供給への切り替えを申請している。また、FIB が許可を発行したホテル事業のうち営業を

開始していないホテルが 10 ホテル（うち 1 ホテルは現在建設中）あり、国際経済が回復する

とホテル建設が増加する可能性がある。2010 年 12 月からデルタ航空が成田空港から週に 4 便

の直行便を運行することにしており、日本人観光客の増加が期待される。 
 
２－４ 電力開発計画 

２－４－１ 国家総合開発計画（PNMDP） 
1997 年に PNMDP で電力供給設備の改善、拡張計画が策定され、これに基づく電力セクター

開発が進められてきた。同計画では「パラオのすべての村落に対し、良質で効率的な価格で電

力を供給する。その結果、アイメリーク発電所の既存設備のオーバーホールや増設、マラカル

発電所の設備増設、コロール電力系統の改善、バベルダオブ島の未電化州への配電網の延伸、

外島部の発電所や配電系統の改善、省電力の推進、電力公社の財務効率を高める経営改善等を

可能とする収益の増加を図る」としている。 
 
2008 年には JICA により 2010 年から 2025 年を対象に「パラオ国電力供給改善マスタープラ

ン調査」（外島を除く）が策定された。このマスタープランによれば、標準ケースで 2025 年の

最大電力需要は 20.22MW、年間需要電力量は 129.5GWh と想定している。この需要に対応する

ためアイメリーク発電所に 30MW の発電所を建設すること、コロール島に新規の変電所を建設

すること、アイメリーク発電所に建設する新アイメリーク変電所とコロール変電所間に新たな

送電線を建設し、アイメリーク～コロール間の送電線の 2 ルート化を実現することを優先プロ

ジェクトとして提案している。 
 
２－４－２ 国家エネルギーポリシー 

2020 年を目標とする Energy Policy は、2010 年 9 月に大統領が署名し、議会が承認した。こ

の政策は、ミクロネシア諸国の共通の目標である GEM と整合性を持つ計画であり、2020 年ま

でに電力供給の再生可能エネルギー比率を 20％にすること、国全体のエネルギー消費について

30％の省エネルギーを目標としている。この政策を実施するため、Energy Act を制定し、エネ

ルギー政策及び PPUC の監督等に責任を有する Energy Administration を設立するとともに、大

統領府、上下院、PPUC、商工会議所、エネルギーオフィス、大学（カレッジ）からなる National 
Energy Committee（NEC）を設立することにしている 

 
再生可能エネルギーについては、住宅部門及び IPP による再生可能エネルギー投資を促進す

るため、低利融資と補助制度が必要であると指摘している。また、住宅等への再生可能エネル

ギー導入を推進するため、ネットメータリング及び系統連系の制度を整備することにしている。

IPP による再生可能エネルギー開発を支援するため、PPUC との標準買電契約書を作成すること

にしている。 
 
電力セクターについては、電力セクターの規制機関の設置、PPUC の費用の全額回収、民間

投資の促進を図ることにしている。長期的に安定したエネルギー供給を実現するために再生可

能エネルギーを推進することにしているが、当分の間は、電力の安定供給のために化石燃料に
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よる発電と再生可能エネルギーの利用促進を組み合わせて対応していくことにしている。PPUC
のロス率を平均的な水準に低下させるため、毎年 5 ％のロス低減を図ることとしている。 

 

２－４－３ 電力開発プロジェクト 
発電設備については、現在マラカル発電所に新潟原動機製の 5 MW のディーゼル発電機 2 基

を建設中である。これに引き続き、本件要請の 5 MW ディーゼル発電機 2 基をアイメリーク発

電所に建設する予定である。国家エネルギーポリシーの再生可能エネルギー比率 20％を達成す

るため、以前にフィリピンのコンサルタントが作成した報告書に基づき水力発電所を 3 ヵ所（合

計出力 4 MW）、太陽光発電の導入〔各種援助案件及び住宅用ルーフトップ太陽光発電

（Photovoltaic: PV）等〕を進める予定であり、さらにジャトロファを原料とするバイオディー

ゼル油利用も検討段階である。オーストラリアの会社がバイオマスガス化発電所、米国の会社

が風力発電所を IPP として建設する計画を有している。 
 
太陽光発電については、EU により 2008 年 12 月に新首都駐車場に設置された 100kW の PV

発電所は PPUC に移管され PPUC が運転･管理している。台湾の援助で 2008 年 11 月に国立病院

駐車場に設置された 150kＷの PV 発電所は、技術的な問題が残っており、台湾人技術者が引き

続き調整中である。今後、技術的問題が解決すれば PPUC に移管される予定である。台湾の援

助で教育省に設置される 60kW PV は系統に連系せずに自家用発電設備として利用する計画で

ある。日本政府の環境プログラム無償資金協力により空港に設置される 180kW の PV 発電所は、

PPUC により運転管理される予定である。このような大型の発電設備とは別に、NDBP は、

UNDP/GEF の支援を受けて、住宅及び商業施設の太陽光発電導入を補助制度と低利融資を通じ

て支援する制度を創設しており、2010 年 12 月にパイロット段階として 4 軒の住宅と 2 軒の商

業施設に太陽光発電を設置する予定である。このような住宅や商業施設への太陽光発電導入を

支援するため、ネットメータリング導入に関する法案が国会で審議中である。 
 
また、3 つの外島のディーゼル発電所については、ディーゼル発電機が需要に対して過大で

効率が悪いため、2011 年初めに小型のディーゼル発電機に切り替える予定で入札を行っている。

これらの 3 つの外島については EU が太陽光発電・ディーゼル発電ハイブリッドシステムの導

入を支援する計画である。 
 
送電設備については、バベルダオブ島のアイライ変電所から新首都に建設する変電所までの

東海岸送変電設備整備（East coast backbone system）を米国の自由連合盟約（COMPACT of Free 
Association: COMPACT）資金を利用して建設する計画である。バベルダオブ島西部の送電線に

ついては旧道に沿って敷設されている送電線を継続的な維持管理を行うため、COMPACT 道路

沿いに移設することにしている。将来的には、アイメリーク発電所から海底ケーブルによりコ

ロール島の T ドックまで送電する計画を有している。 
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第３章 要請プロジェクトサイト周辺の状況 
 

３－１ マラカル、アイメリーク発電所周辺における電力需給状況 

３－１－１ 対象地域における電力需給の現状 
2010 年 9 月の発電端最大需要電力は電力需要の回復傾向を反映し 12.7MW となっている。こ

れに対し、PPUC の実効出力はマラカル発電所が現在故障のため運転停止中の号機を含めて

9.97MW、アイメリーク発電所が 7.8MW の合計 17.67MW であるが、故障中の号機（マラカル

発電所の Caterpillar 1 台）及び定期点検中の号機（マラカル発電所の三菱 13 号機）を除くと

13.28MW である。このように故障中の発電機及び定期点検中の発電機に起因する出力減を考慮

すると、現在は予備力ゼロで運転可能な発電機をすべて稼動してようやく最大電力需要に対応

できる状況となっている。また、PPUC の系統に接続せずに自家発電装置で電力供給を行って

いるホテルに PPR と PRR の 2 つがあり、両ホテルの最大電力需要を合計すると約 1.5MW 程度

の需要規模となる。このうち、PPR（最大電力需要 0.8MW 程度）は、PPUC の系統への接続を

申請中である。 
 
３－１－２ 対象地域における将来の需給状況の予想 

PPUC の電力需要は石油価格の急騰及び国際経済の低迷を背景に減少傾向になったが、2010
年 7 月以降増加基調に転換している。パラオの最大の産業である観光についてみると、パラオ

観光庁（Palau Visitor Authority）によれば、2010 年 1～ 9 月の三四半期の外国人観光客数は前年

同期の 54,655 人から 18％以上増加して 64,702 人となっている。パラオの外国人観光客数とし

て最も多い日本人観光客（外国人観光客の 3 分の 1 程度）については、2010 年 12 月からデル

タ航空が成田空港から週に 4 便の直行便を運航することが決まっていることから、増加するこ

とが期待されている。 
 
PPUC は今後の電力需要について、経済、人口増加、観光客数が横ばいで推移するとの前提

条件のもとに、今後 5 ヵ年はゼロ成長、20 年間で年率 1 ％の成長を見込んでいる。最大需要電

力について PPUC の需要想定と同じ比率（ 1 ％／年）で増加すると仮定して、「パラオ共和国電

力供給改善マスタープラン調査」（マスタープラン調査）の需要予測結果（ベースケースの補

正後の需要予測結果）と比較すると、図３－１に示すように足元における需要の低迷を反映し

て大幅に下方修正されている。PPUC の予測をマスタープラン調査と 2015 年時点で比較すると、

7.57MW 程度、2020 年時点で 9.42MW 程度下回っている。 
 
このように PPUC の電力需要は、現在は 12.7MW とマスタープラン調査等と比較すると低水

準にあるが、需要が回復基調にあること、未接続のホテルから接続申請がなされていること、

新規のホテル開発の動きもあることから、至近年に 15MW 程度まで回復する可能性が高いと想

定される。 
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図３－１ PPUC 予測とマスタープラン調査予測の比較 

 

PPUC の発電所の廃止計画をマスタープラン調査と比較すると、マラカル発電所の 2019 年に

廃止を見込んでいた Wartsila 2 号機及び 3 号機がすでに廃止されている一方、2008 年に廃止を

見込んでいた Alco 9 号機は継続使用とする計画になっており、同発電所の既設設備の実効出力

はマスタープランと比較して合計 3.98MW 低い水準になる。 
 
新規の電源開発については、マスタープラン調査では 2013 年に 10MW（ 5 MW× 2 基）、2014

年に 10MW（ 5 MW× 2 基）の開発を予定している。これに対して、PPUC は 2010 年にアイメ

リーク発電所に台湾のソフトローンを利用して 5 MW ディーゼル発電機 1 基の設置を計画して

いたが、この計画を中止し、現在マラカル発電所に 5 MW に新潟原動機製中古ディーゼル発電

機 2 基を建設中である。この発電機増設に引き続き本件要請プロジェクトの 5 MW 発電機 2 基

をアイメリーク発電所に設置する計画である。このように 2015 年までの電源開発については、

マラカル発電所及びアイメリーク発電所の両発電所の開発を合計するとマスタープランと同

規模の開発を予定しているが、2010 年に運転開始を予定していた 5 MW 発電機 1 基の開発が中

止されたため、新規の電源開発量はマスタープランを 5 MW 下回る見込みである。 
 
需要予測値の下方修正とマラカル発電所の Wartsila 2 号機及び 3 号機の繰上げ廃止、アイメ

リーク発電所の 5 MW 発電機建設計画の中止及び新規電源開発計画等を勘案すると、PPUC の

2015 年時点の電力需給バランスはマスタープランとほぼ同水準となっている。このように電力

需要見通しの下方修正を考慮してもマスタープランに沿った新規電源開発が必要である。 
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表３－１ 電力供給力のマスタープランと PPUC 計画との比較（2015 年時点） 

発電所・発電機 マスタープラン PPUC 計画 差異 
マラカル発電所 
三菱重工 12 3.09 2.38  
三菱重工 13 2.90 2.89  
Wartsila 1 1.64 1.0  
Wartsila 2 1.64 廃止  
Wartsila 3 1.64 廃止  
Alco 9  0.7  
Caterpillar 1 1.54 1.5  
Caterpillar 1 1.54 1.5  
新潟原動機 1  4.0  
新潟原動機 2   4.0  

小計 13.99 17.97 3.98 
アイメリーク発電所 
Mak-Cat 4.88 中止  
新規発電機 1 4.95 4.98  
新規発電機 2 4.95 4.98  
新規発電機 3 4.98   
新規発電機 4 4.98   

小計 24.74 9.96 ▲14.78 
合計 38.73 27.93 ▲10.80 

 

３－２ 対象地域における周辺の社会経済状況 

３－２－１ 社会状況 
ADB のパラオの Fact Sheet によれば、2007 年から 2009 年の人口増加率は 0.6％で、2009 年

の人口は 20,300 人となっている。人口の約 3 分の 1 はフィリピン人を中心とする外国人労働者

である。1994 年 10 月に米国から独立して以来、同国との間で COMPACT を締結し、財政支援

（1994～2009 年の 15 年間に 7 億ドル）を受ける一方、国防と安全保障権限を米国に委ねてい

る。COMPACT は、2010 年 9 月に更新され、米国から 2023 年までに 2.5 億ドルの財政支援が行

われることが決まった。今回の延長では、米国は毎年度の予算執行について合同監視委員会を

設けてチェックを行うことにしている。 
 

３－２－２ 経済状況 
ADB のパラオの Fact Sheet によれば、2008 年の人口一人当たりの GDP は、8,133 ドルとなっ

ている。GDP の成長率をみると 2007 年が 2.1％、2008 年が▲ 1 ％、2009 年が▲ 3 ％となって

いる。産業構造をみると 2005 年時点で第一次産業のシェアは 3.4％、第二次産業が 19.0％（う

ち過半が建設業）で、第三次産業が 77.6％となっている。主要な産業は観光であり、海外から

の観光客は日本人が最も多く、次いで台湾人、韓国人となっている。漁業に関しては、台湾資

本を中心とした外国漁業企業がパラオ近海で操業権を取得して、日本、台湾、中国にマグロを

輸出している。 
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３－２－３ 行政等 
大統領制で、国会は上下両院（上院 14 人、下院 16 人）で構成されている。16 の州があり、

州ごとに州知事及び州議会がある。現大統領の政策は、「開発」分野を最優先に「教育」「環

境」「福祉」政策を重視している。行政組織は大統領のもとに、財務省、公共基盤・産業・商

業省（MPIIC）、自然資源・環境・観光省、教育省、保健省、司法省、国務省（MOS）、社会・

文化省の 8 省がある。 
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第４章 プロジェクトの妥当性 
 
４－１ 要請の背景・経緯 

パラオの電力需要は、主要産業である観光産業の発展、年率約 2 ％の人口増加、国民一人当た

りの電力消費量の増加等により年率 4％程度増加しており、現在の電力需要は約 10MW（ピーク

時は 12～14MW 相当）である。 
 
パラオの電力事業は資源開発省の監督のもとに PPUC が実施しており、電力系統は、主として

①首都マルキョクが存在するバベルダオブ島と経済の中心地であるコロール島を結ぶ基幹送変電

設備、②バベルダオブ島に位置するアイメリーク発電所（定格出力 13.08MW、ディーゼル発電）、

③コロール島に存在するマラカル発電所（同 17.7MW、ディーゼル発電）、④各需要地配電網によ

り構成される。 
 
しかしながら、これら電力供給設備は発電機器の老朽化等による性能劣化が進み、実質供給可

能設備出力の低下（14MW 程度）及び設備予備力の不足（ほぼ 0 ％）が恒常化している。そのた

め本系統は、①発電機の脱落や超過需要による全島的な停電リスクの高まり、②需要に対応する

ための発電設備の酷使による更なる性能劣化の進展といった悪循環の形成など、電力の安定供給

にかかわる深刻な課題に直面している。事実、近年では発電機の焼き付きに起因する運転中止等

により 1 ～ 6 時間にわたる停電が散発する事態となっている。 
 
上記にかんがみ、パラオ政府はバベルダオブ・コロール系統の電力供給の安定化を図るべく、

2006 年に我が国に対し主幹電力系統の増強計画の策定につき協力要請を行った。本要請を受け、

JICA は 2008～2009 年に「パラオ国電力供給改善マスタープラン調査」を実施し、2010～2025 年

を対象とした電力開発にかかるマスタープランを策定し、本マスタープランにて優先プロジェク

トとして位置づけられた①新アイメリーク発電所（ディーゼル 5 MW× 6 機＝30MW）の建設、

②アイメリーク・コロール地区送電系統の増強、③新アイメリーク変電設備及びコロール変電設

備の新設についてプレ F/S レベルの調査を実施した。本調査の結果を受け、パラオ政府は我が国

に対し上記発電所建設及び発電機供与にかかる無償資金協力を要請した。 
 

４－２ PPUC 発電所の現状 

４－２－１ 既存施設の現状と課題 
PPUC が運用している発電所には、コロール・バベルダオブ地区に電力を供給している主力

のマラカル発電所とアイメリーク発電所のほか外島のペリリュー島、アンガウル島及びカヤン

ゲル島の小型発電所がある。それぞれの発電所の概要を以下に示す。 
 
（１）マラカル発電所 

１）マラカル発電所はパラオ人口の集中しているコロール地区のマラカル島にある PPUC
の主力発電所であり、ここに所属する発電機の仕様と状況を表４－１に示す。マラカル

発電所で現在常用発電機として稼動しているのは三菱 12、13 号機（実効出力合計

5,300kW）だけであり、本来非常用発電機として使用されるべき Caterpillar 1、2 号機（実
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行出力各 1,500kW）が、現在三菱 13 号機のオーバーホール中ということもあるが、電力

の供給力不足を補うため常用機としておおむね常時運転されている。当面マラカル発電

所の安定的な常時電力供給能力は 5,000kW 程度である。常用発電機の電力供給能力を確

保するために急遽購入が決定された新潟原動機製中古発電機の 2 基（実効出力合計

8,000kW と見なされる）が、無事据え付けられ安定して稼働できれば、電力供給能力は

約 13,000kW に向上する。Caterpillar 1、2 号機は本来の非常用発電機としてスタンバイ

させる。 
 

表４－１ マラカル発電所発電設備一覧 

発電機 
名称 

機関形式
定格出力 
（kW） 

実効出力

（kW） 
シリンダー

数 
回転数 
（rpm）

据付年 発電機状況 

Wartsila 1 12V200 2000 1000 12 1200 1998 非常用であるが

常用機として運

転中 
Wartsila 2 12V200 2000 12 1998 故障し使用不能

撤去予定 
Wartsila 3 12V200 2000 12 1998 同上 
三菱 12 12KU30A 3400 2380 12 720 1998 主力常用機とし

て運転中 
三菱 13 12KU30A 3400 2890 12 720 1998 主力常用機とし

て運転中 
10 月 11 日から 1
ヵ月間のオーバ

ーホール中 
Caterpillar 1 3516B 1825 1500 16 1800 2006 非常用であるが

現在常用機とし

て運転中 
Caterpillar 2 3516B 1825 1500 16 1800 2006 同上 
Alco 9 251E-V12 1250 700 12 1982 ブラックアウト

スタート電源用

新潟 1 16V28HLX 5000 (4000) 16 720 (2011) 据 付 工 事 中

（2011 年稼動予

定） 
新潟 2 16V28HLX 5000 (4000) 16 720 (2011) 据 付 工 事 中

（2011 年稼動予

定） 
 

２）三菱 12 号機及び 13 号機の状況 
12 号機はクランクピン削成工事を 2010 年 2 月に実施した。工事業者はシンガポール

の Golten 社で No.3 クランクピンを 2 mm、No.4 クランクピンを 12mm 削成した。また、

13 号機も 2009 年 9 月にクランクピン削成工事を Golten 社とフィリピンの Meclon 社が

実施しており、No.5 クランクピンを 4 mm、No.6 クランクピンを 8 mm 削成している。

また、12 及び 13 号機両機の老朽化したラジエーターは新品に交換されている。 
これらの工事後、両機は約 80％出力で当面安定して運転されてきたが、このほど JICA

フォローアップ協力によりスペアパーツが供給されたことにより、2010 年 10 月 11 日か
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ら 7,500 時間経過時の定期オーバーホール工事が開始された。 
オーバーホールの工事期間は 1 ヵ月を予定している。全シリンダのシリンダカバー開

放検査、吸排気弁開放手入れ、燃料弁抜き出し手入れ、ピストン抜き、クランクピン軸

受け開放検査、ピュリファイヤー開放手入れ等の工事を実施した。 
３）Wartsilla 1、2、3 号機の状況 

3 台のうち運転可能なものは 1 号機だけであり、2 号機、3 号機はいずれもクランクケ

ースの足出しの大事故により運転不能となっている。1 号機は定格出力 2 MW、常用出

力 1.7MW であるが、出力を 1 MW に押さえスタンバイとして運用している。 
2 号機の足出し事故は 2006 年 5 月に発生し、3 号機は 2010 年 3 月に発生した。3 号機

は 2006 年にクランクピン軸を交換している。PPUC は 2 号機、3 号機の再生を諦め、撤

去することにしている。 
４）Caterpillar 1、2 号機の状況 

現在 1 号機、2 号機は発電機の状況により交互に運転を行っている。この種の高速回

転の発電機は本来非常用発電機として使用されるものであり、定格出力は 1.825MW で

あるが、1.6MW 程度で常用機として連続運転している。 
５）Alco 9 号機の状況 

老朽化しているが Blackout Start 用として使用している。定格出力は 1.25MW であるが、

現在の可能出力は 500～600kW 程度である。 
６）新設の中古新潟発電機（5MW×2 基）の状況 

発電機の形式は 16V28HLX 型、16 シリンダーである。日本企業の工場で約 1,700 時間

運転しただけの中古発電機である。工事契約では 2010年 10月末運転開始となっている。 
主機エンジンと発電機は基礎上にバネで支えられる共通台板で結合する形式ではな

く、それぞれを基礎に直接固定的に結合する形式である。また冷却水冷却方式はラジエ

ーターではなく冷却塔方式で新品が搬入されている。変圧器は台湾製 13KW、

13.8kV/6.6kV の新品である。 
据付場所は、既設発電建屋内で Alco 9 号機の隣のスペースである。補機類の設置場所

のため建屋を一部増築する。現在、地盤を掘り込み、コンクリート基礎設置工事を待っ

ているところである。しかし地盤掘り込み後、地下水が出てきたため基礎工事は停止し

たままとなっている。PPUC は 2011 年 2 月ごろには工事完了を期待しているが、現状を

みる限り不可能であり、工事再開時期、運転開始時期は現状では見通しが立たない。 
補機類、冷却塔、変圧器、盤類はすでにマラカル発電所構内に搬入されている。重量

の大きい主機エンジン（約 60t）と発電機は別船で運送中され、2010 年 11 月上旬にコロ

ール港に到着する。 
７）燃料調達 

マラカル発電所のディーゼル発電機の燃料は、現在グアムの石油会社 Blue Bay Co.と
契約しており、価格は 1 米ガロン当たり 2.5043 ドルである。石油会社のターミナルから

タンクローリーで毎日 3 ～ 4 回輸送している。Blue Bay Co.との契約は 2011 年 2 月に切

れるので、次期契約の石油会社として Mobil、Shell、Blue Bay にパイプラインの設置を

条件に引き合いを出す予定である。 
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（２）アイメリーク発電所 
アイメリーク発電所はパラオ最大のバベルダオブ島のアイメリーク地区にある PPUC の

主力発電所である。 
１）アイメリーク発電所は Pielstick 2、3、4、5 号機の 4 基の発電機それぞれを順次修理・

調整し、交互に運転して、マラカル発電所とともにコロール・バベルダオブ地区の電力

供給を担っている。電力供給能力は実効出力合計 7,800kW であるが、4 基の発電機が揃

って運転できることはほとんどなく、どれか 1 基は保守作業のため停止しているので安

定的な常時電力供給能力は 6,000kW 程度である。マラカル発電所の常時電力供給能力は

約 5,000kW であるから、その 1.2 倍である。2009 年 10 月～2010 年 9 月の発電量につい

ても、マラカル発電所の 37,699,670kWh に対し 45,375,400 kWh と 1.20 倍である。すなわ

ちアイメリーク発電所は老朽化しているとはいえ、実質的に PPUC の第 1 位の主力発電

所の地位にある。ここに所属する発電機の仕様と状況を表４－２に示す。 
 

表４－２ アイメリーク発電所発電設備一覧 

発電機 
名称 

機関形式 定格出力

（kW） 
実効出力

（kW） 
シリンダー

数 
回転数 
（rpm） 

据付年 発電機状況

Pielstick 2 10VPC2VMK2 3,270 2,500 10 450 1986 常用機とし

て運転中で

あるが、老朽

化が進み、出

力・燃料経済

性も低下し、

寿命と判断

できる。 
Pielstick 3 10VPC2VMK2 3,270 2,000 10 450 1986 同上 
Pielstick 4 10VPC2VMK2 3,270 1,300 10 450 1986 同上 
Pielstick 5 10VPC2VMK2 3,270 2,000 10 450 1986 同上 

 

２）Pielstick 2、3、4、5 号機の状況 
Pielstick 2 ～ 5 号機の 4 基の発電機は 1986 年に設置された。定格出力は各 3.27kW で

あるが、老朽化が進み、現状はそれぞれ 2 MW 程度で運転されている。燃料経済性も低

下しており、燃料効率は据付当時の 13.8 kWh/gal から 11～13kWh/gal 程度に悪化してい

る。 
各号機についてそれぞれ 4～5 年ごとに実施される定期的オーバーホールの費用が年

を追うごとに増加している。1991～1995 年では平均 100,000 ドル、1995～2002 年では平

均 120,000 ドル、2004～2007 年は 500,000 ドル以上に急増している。 
修理記録をみると、各発電機とも故障が頻発しており、数日ごとにどれかの発電機を

停止して修理作業を実施している。現に本調査時においても、第 5 号機 L 側 No.4 シリ

ンダーにピストン焼き付き事故が発生したため、急遽発電機を停止しピストン抜き工事

を実施していた。 
すなわち、Pielstick 2 ～ 5 号機は老朽化が進み、それぞれ出力を 60％以下に押さえな

がら慎重に運転をしているが、燃料経済性が悪いうえ数日ごとに故障停止するため修理
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工事に追われている。その上オーバーホール費用が急増している現状にあり、経済性に

優れた新型の発電機（ 5 MW×2 基）に更新すべき時期がきたといえる。 
３）新設発電設備（ 5 MW×2 基）設置場所の調査 

マスタープランでは新設発電設備をアイメリーク発電所燃料タンクの上側のサイト C
を想定したが、新設発電設備は 5 MW×2 基のみであり、設置に要する広さは 20m×60m
（発電棟及びラジエーターなど室外機器用スペース）と想定できるので、上記のサイト

C 以外に経済性と利便性に優れ、さらに効果的な設置場所を選定すべく調査した。調査

を行った候補地を図４－１に示す。 
 

 
出典：JICA 調査団 

図４－１ 新アイメリーク発電所建設候補地 

 

Ａ．候補地－1：燃料タンク下側（マスタープランのサイト A 近傍） 
緩やかな斜面を切り土で整地して発電棟を新設する。設置場所としての広さの 20m
×60ｍを確保でき、既設道路に接しており地盤整地工事も容易であることから経済

的である。 
Ｂ．候補地―2：既設発電棟の Pielstick 2 号機に隣接して設置 

発電棟の一部を増改築し、現在使用されていない Pielstick 1 号機用のスペースとそ

れに隣接するメンテナンススペースを使用する。 
Ｃ．候補地―3：燃料タンク上側（マスタープランのサイト C） 

土地の広さは十分であるため、将来発電を拡張する場合を想定すればこれが最適で

ある。しかし斜面は大きく切り土の工事量が多く、取付道路工事も必要である。設

備拡張がない場合は不経済である。 
 

 
C 案 

 
A 案 

 
B 案 

候補地-3 
候補地-2 

候補地-1 
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４）燃料調達 
アイメリーク発電所のディーゼル発電機の燃料については Shell と契約しており、価

格は 1 米ガロン当たり 2.51 ドルである。アイメリーク発電所は既設の発電設備運転用の

燃料を陸揚げする桟橋を所有している。燃料油タンカーが既設桟橋から 50ｍほど沖に係

留し、桟橋のドラムに収納している耐圧ホースにてタンカーから荷役している。桟橋か

ら既設タンクまでは既設パイプラインにて接続されている。 
 

（３）ペリリュー島発電所 
１）ペリリュー島はパラオの南側の外島であり、人口は約 900 人である。 

ペリリュー島発電所は PPUC が運用している小型発電所であり、ここに設置されてい

る発電機を表４－３に示す。 
 

表４－３ ペリリュー島発電所発電設備一覧 

発電機 仕様 状況 

ヤンマー型 1 号機 
6 シリンダー型 
定格出力 937.5kVA（750kW）

720rpm、60Hz 

運転可能。ただし調査当日は運転スケジ

ュールにより、運転停止中 

ヤンマー型 2 号機 
6 シリンダー型 
定格出力 937.5kVA（750kW）

720rpm、60Hz 

115～200kW（15～27％）の低負荷にて運

転中 

デンヨー500SP 500kVA（力率 80％、400kW）
潤滑油に燃料が混入する不具合があるた

め、運転停止中 

 

２）PPUC ペリリュー島発電所では、現在ヤンマー型 1 号機及び 2 号機が稼動しており、

デンヨー500SP 型は不具合のため停止している。また、ペリリュー島発電所の職員は全

部で 13 人、経験年数は１～19 年である。発電所内部の整理整頓、清掃は行き届いてお

り、管理状態は非常に良好である。 
ペリリュー島発電所は 2000 年 6 月から 2010 年 9 月までの 10 年間で稼働時間 85,520

時間、合計停止時間はわずかに 28 時間 30 分という非常に安定した運転を行っている。

海外青年協力隊員の話によれば、ペリリュー島では今までほとんど停電はなかったとの

ことである。 
３）調査時（2010 年 10 月 24 日）にはヤンマー型 1 号機は 145kW（20％）の低負荷（その

うち 20～30kW が所内負荷）で運転しており、エンジンのシリンダー出口排気温度が 190
～245℃、ターボチャージャー入り口温度が 245～285℃の低温であった。低負荷運転に

よるターボチャージャーの汚れを洗浄するため、8 時間ごとにブロア側をケミカル洗浄、

タービン側を水洗浄している。 
４）発電機の負荷が通常 15～27％程度の低負荷であるため、カーボン固着を防ぐため 8 時

間ごとに発電機が 50％負荷で運転するように、1 時間のダミーロードを負荷させること

にしている。しかし、ダミーロードの運転は 8 時間ごとに 1 時間の運転であり、これを

もとに試算すると発電電力量の約 20％がダミーロードで消費されている計算になる。 
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５）今までのペリリュー島発電所の最大出力は、2006 年 12 月 27 日の 260kW（35％）であ

るから、出力に余裕のある 2 台のエンジンを低負荷でそろそろと運転してきたため、大

きな事故を起こさずにこられたということになる。しかし、その反面非常に不経済な設

備であるといえる。 
６）ヤンマー型 1 号機、2 号機はそれぞれ建屋外の昇圧変圧器（1,000kVA、440V/13.8kV）

と直結し、変圧器負荷側遮断器にて配電への接続を切り替える。それらの変圧器、遮断

器等の設備は 2000 年に設置されたもので状態は良い。メンテナンスにはコロールの

PPUC の本部から人員が来ている。 
７）デンヨー500SP は運転室配電盤内に設置された遮断器にて、No.1 変圧器あるいは No.2

変圧器の電源側でヤンマー型 1 号機、2 号機それぞれの端子と合流して接続され、どち

らの変圧器からでも配電線へ接続可能な回路構成としている。 
８）燃料は毎週火曜日に 4,000 ガロンずつアイメリーク発電所からタンカーにより輸送さ

れ、島内では PPUC のローリーで埠頭から発電所に輸送されている。 
９）PPUC はペリリュー島の発電所の不採算性を改善するため、PPUC の自己資金によりデ

ンヨー500SP を撤去し、小出力発電機１基に更新する計画をもっている。 
 
（４）アンガウル島発電所 

１）アンガウル島は外島ペリリュー島のさらに南側に位置し、人口は現在 189 人である。

アンガウル島発電所は PPUC が運用している小型発電所であり、ここに設置されている

発電機を表４－４に示す。 
 

表４－４ アンガウル島発電所発電設備一覧 

発電機 仕様 状況 
デンヨー150 型 定格出力 150KVA（120kW）

440V、60Hz 
デンヨー400SP 型（ 1 号機）の足出し

事故発生後、急遽他所から持ち込まれ

デンヨー400SP 型（ 1 号機）の場所に

設置されている。 
現在 37～45kW（30～38％）の低負荷

で運転中。 
デンヨー400SP 型（ 1 号機） 定格出力 313KVA（250kW）

440V、60Hz 
起動時に過回転となり足出し事故を

発生し、運転不能。 
建屋外に搬出されている。 

デンヨー400SP 型（ 2 号機） 定格出力 313KVA（250kW）

440V、60Hz 
足出し事故を発生し、運転不能。 
建屋内にそのまま設置されている。 

CaterpillarSP- 4 型（ 1 号機） 定格出力 238kVA（190kW）、

1200rpm、440V、60Hz 
故障し運転不能状態。（詳細不明） 
建屋外に搬出されている。 

CaterpillarSP- 4 型（ 2 号機） 定格出力 238kVA（190kW）、

1200rpm、440V、60Hz 
カム軸駆動装置とガバナーが取り外

されている。 

 
２）PPUC アンガウル島発電所では、現在デンヨー150 型発電機だけが稼動している。 

デンヨー400SP 型（ 1 号機）、デンヨー400SP 型（ 2 号機）及び CaterpillarSP- 4 型（ 1
号機）は運転不能状態である。CaterpillarSP- 4 型（ 2 号機）はカム軸駆動装置とガバナ
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ーの部品を取り付ければ、当面使用可能と思われる。 
３）PPUC はアンガウル島の発電所の不採算性を改善するため、PPUC の自己資金により小

出力発電機を設置する計画をもっている。ペリリュー島発電所の責任者の話では、100kW
発電機 2 台を購入し、アンガウル島発電所建屋内に設置する予定であり、その際デンヨ

ー400SP 型（ 2 号機）、CaterpillarSP- 4 型（ 2 号機）を撤去するが、デンヨー150 型はそ

のまま置いておく予定である。 
４）アンガウル島発電所の従業員は全部で 6 人、運転員は 4 人の 3 シフト制で通常運転要

員 1 人が運転監視している。燃料の島内輸送は PPUC のローリーによる。アンガウル島

には毎月 1 回アイメリーク発電所からフェリーで輸送される。 
５）発電機の出力は運転室配電盤内に設置された遮断機を経由し、建屋外に設置された昇

圧変圧器に接続されている。変圧器負荷側の遮路器を経由して島内配電線に接続されて

いる。島内配電は 13.8kV の地中ケーブルによっている。 
 

（５）カヤンゲル島発電所 
１）カヤンゲル島発電所はパラオ北端の外島カヤンゲル島にある PPUC が運用している小

型発電所であり、ここに設置されている発電機を表４－５に示す。 
 

表４－５ カヤンゲル島発電所発電設備一覧 

発電機 仕様 状況 
デンヨー150 型（ 1 号機） 定格出力 150KVA（120kW） 

440V、60Hz 
26～30kW（30～38％）の低負荷

で運転中。 
1 号機と 2 号機を交互運転。 

デンヨー150 型（ 2 号機） 定格出力 150KVA（120kW） 
440V、60Hz 

同上 

 

２）カヤンゲル島への燃料は毎月 1 回アイメリーク発電所からフェリーで輸送される。

PPUC はアンガウル島の発電所の不採算性を改善するため、既設発電機を PPUC の自己

資金により小出力発電機に更新する計画を持っている。 
 
４－２－２ マラカル、アイメリーク発電所の電力供給源としての役割 

マラカル、アイメリーク発電所は、パラオの人口が集中しているコロール地区とパラオ最大

の島であり、マルケオク新首都のあるバベルダオブ島に電力を供給している。 
マラカル、アイメリーク発電所による全発電電力のうちコロール地区には約 80％が供給され、

バベルダオブ島への電力供給は新首都への人口移動が進んでいないため電力供給量は約20％で

ある。 
 
2010 年 9 月の月間発電実績はマラカル発電所が 2,478,819kWh（36％）、アイメリーク発電所

が 4,399,190kWh（64％）であり、アイメリーク発電所の発電電力の大部分がコロール地区に送

電されている。また現状からは、老朽化したアイメリーク発電所が電力供給源として極めて重

要であることがわかる。 
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４－３ 要請内容の確認 

４－３－１ 要請施設内容の確認 
パラオの要請内容は下記のとおりである。 
 

（１）土地準備及び 2 基の 5 MW ディーゼル発電設備用建屋の建設 
設置場所：マスタープラン調査で提案されたアイメリーク発電所のサイト C 
 

（２）2 基の 5 MW ディーゼル発電設備及び補機類の設置 
燃料：ディーゼル油燃料使用 

 
４－３－２ 要請施設規模の妥当性 
（１）電力需要 

PPUC の最大電力需要は、最大で 16.5MW に達したが、石油価格の上昇に伴う電気料金

の高騰、プリペイドメーター導入（1,521 台、全需要家の 24％）に伴う節電意識の向上、

ホテル等における太陽熱温水器の導入等に伴い大幅に低下した。しかし現在はやや回復傾

向にあり、12MW 程度となっている。（「図２－６ 月別発電端最大電力需要の推移」参照） 
 

PPUC は今後の電力需要については、大統領の 2020 年までに 30％の省エネルギーを達成

するとの政策を踏まえ、今後 5 ヵ年間はゼロ成長、20 年間で年平均 1 ％程度とかなり保守

的な見通しをもっている。一方では、現在自家発電により電力供給を行っている PPR が

PPUC からの電力供給を申し込んでおり、PRR も PPUC からの電力購入に切り替えたいと

の意向を有している。この 2 つのホテルが PPUC の需要家になると 1 MW 以上の最大電力

需要が上乗せされることになる。また、現在建設中のホテル（コロールとマラカル島の中

間にある中国資本のホテル）等 FIB の外国資本許可を得たホテルが 10 件あり、国際経済

の回復時にこれらのホテル建設が具体化すると電力需要は増加する見込みである。このよ

うな状況を考慮すると、PPUC の最大電力需要は過去最高の 16MW 程度には回復する可能

性が高いものと考えられる。 
 

（２）供給力 
PPUC の現在の供給力の状況を表４－６に示す。 
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表４－６ PPUC のコロール・バベルダオブ地区の供給力 

発電機 
定格出力

（MW） 
実効出力

（MW）

累積運転

時間 
備考 

マラカル発電所 
Wartsila 1 2.0 1.0 57,609 高速機。スタンバイ用であるが常用機と

して運転中 
Wartsila 2 2.0 0 24,056 修理不能。撤去予定 
Wartsila 3 2.0 0 25,465 修理不能。撤去予定 
三菱重工 12 3.4 2.38 80,062 運転中 
三菱重工 13 3.4 2.89 86,854 定期点検中 
Caterpillar 1 2.0 （1.5） 10,569 高速機で本来は非常用電源として運用す

べき電源。現在、故障により運転停止中 
Caterpillar 2 2.0 1.5 14,907 高速機で本来は非常用電源として運用す

べき電源。現在は常用機として運転中 
Alco 9 1.25 0.7 38,236 全電源喪失時の起動用電源 

小合計 17.70 9.97 ―  
アイメリーク発電所 
Pielstick 2 3.27 2.5 133,708 老朽化が進んでおり、実効出力及び発電

効率ともに大幅に低下している。運用上

も経済的にも、寿命に達していると判断

される。 
Pielstick 3 3.27 2.0 129,631 同上 
Pielstick 4 3.27 1.3 146,910 同上 
Pielstick 5 3.27 2.0 144,484 同上 

小合計 13.08 7.8 ―  
総合計 30.78 17.7 故障中の Caterpillar 1 を除くと現時点の

実効出力は 16.97MW 
注：累積運転時間は、マラカル発電所 2010 年 10 月 19 日時点、アイメリーク発電所同 30 日時点の数値 

 
PPUC の発電機器は表４－６に示すとおり老朽化が進んでおり、本来スタンバイ電源と

して利用する高速機も常用電源として利用している。今後、5ヵ年程度を見通すと、常用電

源として利用可能な電源は三菱重工製の 2 台（合計実効出力：5.27MW）のみであり〔ス

タンバイ電源として利用可能な電源は Caterpillar 2 台及び Wartsila 1（合計実効出力 4 MW）〕、

常用電源の補充が必要不可欠な状況である。このような脆弱な供給力を改善するため、現

在、新潟原動機製の中古発電機（ 5 MW、2 台）を調達済みであり、遅くとも 2011 年夏ご

ろまでにはマラカル発電所構内で運転開始するものと見込まれる。この結果、常用電源は

三菱重工製発電機を含めて 15MW 程度に回復するが、定期点検及び需要の回復傾向を考慮

すると、需要に対して供給力は依然として不足した状態にあり、我が国に要請があった

10MW の電源の増設は必要である。 
大統領は 2020 年までに再生可能電源を 20％にすることを目標としているが、この目標

達成のためには水力発電（ 3 ヵ所、合計出力 4 MW）、太陽光発電の大量導入が必要であり、

その達成には時間を要するものと考えられる。このため当面、実現可能性がある電源とし

ては、ディーゼル発電機以外の選択肢はない。 
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表４－７に最大電力需要が 15MW（現状の 12MW の需要に加え、PPR 及び PRR（合計 1
～1.5MW）に電力供給、その他ホテル開発等による電力需要の増加を見込む）を前提とし

た 2015 年ごろの電力需給バランスを示す（本無償資金協力要請の発電機を含む）。この表

では、マラカル発電所の新潟原動機 5 MW 発電機及び本件要請の 5 MW ディーゼル発電機

の実効出力については、寿命の長期化等に配慮して定格出力の 8 割を日常運転の出力とし

ている。PPUC のように系統規模が小さな電力系統の需給バランスを考える際には、最大

単機容量の発電機が 1 台定期点検により運転停止中に、運転中の最大単機容量の発電機が

事故により系統から脱落する事態においても安定的に電力供給を行える供給力をもつ必

要がある。さらに、給水ポンプの起動時等に生じる瞬時の需要増及び太陽光発電の出力の

変動に対応するため、運転中の発電機の瞬動予備力として最大電力需要 15MW の約 1 割程

度を見込むことが望ましいと考えられる。このような点を考慮して需給バランスを考える

と、表４－７に示すとおり、2015 年ごろの最大電力需要が 15MW 程度に回復するものと

想定すると常時供給力は 15.77MW とほぼ最大電力需要とバランスする見込みであり、我

が国に要請があった 10MW の電源の増設がないと供給力不足となる。 
 

表４－７ PPUC のコロール・バベルダオブ地区の電力需給バランス（2015 年ごろ） 

発電機 
定格出力

（MW） 
実効出力

（MW） 
備考 

マラカル発電所 
三菱重工 12 3.4 2.38  
三菱重工 13 3.4 2.89  
新潟原動機 1 5.0 4.0  
新潟原動機 2  5.0 4.0  
Caterpillar 1 2.0 1.5 高速機（スタンバイ） 
Caterpillar 2 2.0 1.5 高速機（スタンバイ） 
Wartsila 1 2.0 1.0 高速機（スタンバイ） 
Alco 9 1.25 0.7 全電源喪失時の起動用電源 

小計 24.05 17.97  
新アイメリーク発電所（本要請プロジェクト） 
1 号機 5.0 4.0  
2 号機 5.0 4.0  

小計 10.0 8.0  
合計 34.05 25.97  

最大ユニット（ 5 MW）定期

検査時 
29.05 21.97  

スタンバイ（予備力） 7.25 ▲4.7 最大ユニット 1 台（ 5 MW）脱落時に

起動 
瞬動予備力（スピニングリザ

ーブ）（最大電力需要の 10％） 
▲1.5 太陽光発電等の出力低下、需要の一時

的な変動に対応するために必要な運転

中発電機が有する予備力 
常時供給力合計 15.77  
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４－３－３ F/S による仕様の妥当性 
今回の要請内容は、アイメリーク発電所に 5 MW のディーゼル発電機 2 台とそれを収容する

発電所建屋を建設するものである。発電規模については既述のように電力需給面からみて妥当

な規模と判断される。 
 
燃料については、JICA が実施したマスタープラン調査ではアイメリーク発電所に 5 MW の発

電機 6 台を導入することを前提にディーゼル油の代わりに重油の使用を計画した。しかしなが

ら、マラカル発電所に新潟原動機製の 5 MW 発電機 2 台が設置されること、大統領の政策に基

づき 2020 年までには再生可能エネルギー電源を 20％以上に高めることを考慮すると、アイメ

リーク発電所の発電機増設は当面の間、2 台のみと見込まれる。このように発電規模がマスタ

ープランに比べて小規模にとどまり、重油使用に必要な新たな揚油設備の整備、重油燃料の手

当て等においてスケールメリットがなくなるため、アイメリーク発電所の現在の燃料設備を有

効に活用できるディーゼル油の使用が妥当である。 
 

４－３－４ 送配電状況 
現在、アイメリーク発電所には昇圧変圧器として、13.8kV から 34.5kV への 10MVA 変圧器が

2 台設置されている。また、その変圧器の発電機端と構内 13.8kV 母線を接続する電力ケーブル

及び遮断器の容量も約 14MVA のものが 2 系列ある。変圧器の製造年は 1986 年で約 25 年経過

しているが、40 年以上使用している実績も多い。したがって、既存の発電機の実効出力が 8 MW
程度であるところに定格 10MW の発電機を新設する今回のケースの場合、既存の変電設備を有

効に活用することが可能であり、増設は不要である。 
 
アイメリーク発電所はバベルダオブ島北部への供給拠点であるが、一方で、コロール島方面

へ配電供給しているアイライ変電所、マラカル発電所と 34.5kV の送電線で連系している（アイ

メリーク発電所～アイライ変電所の間の送電容量は 30MVA あまり、アイライ変電所の変圧容

量は 10MVA）。そのため、万一マラカル発電所が使用できない事態となっても、国内の需要（最

大 16MW）がアイメリーク発電所の実効出力で賄うことができる。かつ、マラカル発電所側の

末端電圧に問題がなければ、アイメリーク発電所から国内全体へ送電することが可能性である。

したがって、送電線等の増設も不要である。 
 
アイメリーク発電所内に新設される発電機からの電力を昇圧変圧器へ送るためには、発電所

構内 13.8kV 母線へ接続する設備として、電力ケーブル及び保護装置を具備した遮断器が必要で

ある。設備構成の設計では、新規発電機（建屋）の位置、既設配電盤室の新設スペース、既設

発電機を接続している遮断器や 13.8kV 母線を将来撤去することを考慮した新設位置・接続方法、

発電機の制御装置の設置位置、スペースを考慮した操作性等を総合的に勘案する必要がある。

また遮断器の性能（通電容量、遮断性能等）、ケーブルの仕様（通電容量、布設環境条件）等

個々の設備の仕様検討が必要である。 
 

４－３－５ 燃料陸揚げ施設状況 
アイメリーク発電所は既設の発電設備運転用の燃料を陸揚げする桟橋を所有している。既設
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燃料油荷役設備は既設発電機がディーゼル油焚きエンジンであるため、ディーゼル油専用の荷

役設備である。タンカーが既設桟橋から 50ｍほど沖に係留し、桟橋のドラムに収納している耐

圧ホースにてタンカーから荷役する。桟橋から既設タンクまでは既設パイプラインにて接続さ

れている。新アイメリーク発電設備もディーゼル油焚きエンジンであるから、本設備をそのま

ま使用する。 
 

４－３－６ 燃料タンク、パイプライン等周辺設備状況 
アイメリーク発電所には既設の発電設備運転用の燃料を貯蔵する 74 万ガロンタンクが 8 基

あり、容量は十分である。燃料を陸揚げする桟橋から貯蔵タンクまでは既設パイプラインにて

接続されており、新アイメリーク発電設備これらのタンク及びパイプラインをそのまま使用す

る。 
 

４－３－７ 既設送電設備の運営維持管理状況 
アイメリーク発電所構内の 13.8kV 開閉設備は、アイメリーク発電所の設備と同様に発電部門

（Power Generation Division）が管轄している。また、昇圧変圧器等の変電設備の保守作業は送

配電部門（Power Distribution Division）が担当し、その運転保守計画は計画部門（Engineering, 
Design and Planning Division）が担当している。 
 

アイメリーク発電所の変電設備の製造年は 1986 年でまだ使用可能な経過年数である。昇圧

変圧器は 2008 年前半に製造メーカーへ発注し、本格的な細密点検を実施している。また、油

遮断器の分解点検は PPUC の社員自身で行っている。現地調査の結果でも主回路はおおむね問

題のない状態であり、変電所の毎月の巡視、下草刈り等の保守業務も問題なく実施している。 
 
発電所構内 13.8kV 開閉設備配電盤は発電所開設当初からの英国製であり、一部故障した遮断

器を交換した部分もあるが、これについても問題なく使用できている。 
 
PPUC 技術員は自社内研修、米国機関提供の研修等を受講してきており、PPUC が保有する技

術レベルについても問題ないと考えられる。 
 
変電所において、ひだの下に湿気等で塵埃が付着した絶縁碍子がいくらか見られた。以前ア

イメリーク発電所遮断器のブッシングが表面リークにより欠け、取り替えたことがあるが、ひ

だの塵埃が原因と考えられている。これについては、碍子等の設計にどの程度の耐塩設計を考

慮していたか、あるいは環境条件が当初設計の想定どおりであったかなどを再確認するとよい

と考えられる。また、PPUC では回線数が少なく設備停止が困難との見解であるが、周期的な

細密点検・清掃のために短時間の設備停止への理解を得るための周知広報と個別停電対策を検

討するとよいと考えられる。 
 

４－３－８ 適正規模・仕様の検討結果 
今回の要請内容は、アイメリーク発電所に 5 MW のディーゼル発電機 2 台とそれを収容する

発電所建屋を建設するものである。この新発電所の合計出力 10MW は発電規模として既述のよ
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うに電力需給面からみて妥当な規模と判断される。 
 
また、前述のとおり現在のアイメリーク発電所の既設 Pielstick 2 ～ 5 号機が老朽化し、故障

が頻発している。メンテナンスコスト、燃料経済性からみて更新する時期にきていることから、

アイメリーク新発電所の発電設備が設置されれば、旧アイメリーク発電所の既設 Pielstick 2 ～ 5
号機は順次発電を停止することになる。すなわち実質的にアイメリーク発電所の主体が新発電

所に更新されることになる。既設 Pielstick 発電機（3.27MW×4 基）の合計発電容量は 13.07MW
であり、これに替わる新発電所の合計発電機容量が 10MW では、かなり縮小された設備になる

が今後の電力需給面からみて前述のとおり 10MW は妥当な規模と判断される。 
 
我が国製の出力 5 MW クラス発電機としては、三菱 KU30A 型及び新潟 V28HLX 型の 16 シリ

ンダー型または 18 シリンダー型が数多く製造されており、このほかに 12 シリンダー型のダイ

ハツディーゼル 12DK36 型があり、発電機の機種選定の幅が広い。 
 
PPUC マラカル発電所には我が国が供与した発電機として三菱 12KU30A 型発電機（12 シリ

ンダー型 3.4MW×3 基）があり、また PPUC の自助努力により購入した新潟 16V28HLX 型発電

機型発電機（16 シリンダー型 5MW×2 基）を据付中である。新発電所に設置する発電設備は、

予備品・部品の共通性、PPUC 運用維持管理要員の慣れからみて、これらの発電機と同じ形式

のものを選ぶことが合理的といえる。 
 
発電設備の小出力化を考慮する場合は、実質的に上記の形式のなかからシリンダー数を減ら

した 12 シリンダー型の三菱 12KU30A 型または新潟 12V28HLX 型を選定することになるため、

単機容量が 3.4～3.5MW で 2 基の合計出力が約 7 MW となる。この発電機容量では既設 Pielstick
発電機（3.27MW×4 基）の合計発電容量 13.07MW の約半分であり、これを更新する新発電所

の合計発電機容量としては小規模にすぎるものであり、前述の需給バランス上からも不足であ

る。 
 
さらに、ディーゼルエンジンは、シリンダー数を減らせばエンジンの一部部品の数が少くな

るもののエンジン構造の大部分は共通であり、また発電機、補機類、電気部品、配管、据付工

事はほとんど同じ規模であり、建屋の建設費も同じであるから、新発電所全体の建設コストに

はほとんど差が出ないといえる。その一方で、発電容量が不足すれば、発電機に無理な運転を

強いるケースが多くなり発電機の消耗が進み、結局発電設備の寿命を短くすることになる。す

なわち、発電設備全体をみたコストと運用維持管理のバランスからも、新発電所としては合計

出力約 7 MW では妥当とはいい難い。 
 
次に、新発電設備の合計出力 10MW として発電機台数の組み合わせについて、“ 5 MW×2 基”

案と“3.4MW×3 基”案を比較検討する。 
 
一般的に、電力需要の変動幅が大きい場合、発電機の単機容量を小さくし台数を増やす方式

が、供給側からみて発電機の運転台数を調整し経済的運用ができるという長所がある。しかし
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発電機台数が多くなるため、設備が複雑で大きくなり建設費が高くなるという短所がある。 
ディーゼル発電機の単機容量については、一般的に島嶼国の電力系統においては系統容量の

3 分の 1 から 4 分の 1 とすることが望ましいとされている。前述のように今後 5 年間のうちに

はパラオの需要電力が 16MW まで回復すると見込まれ、かつ新発電所を加えた場合の PPUC の

実効出力合計 25.97MW、常時供給能力 15.77MW であることを考慮すれば、単機容量は 5 ～

8 MW 程度が適正となる。 
 
PPUC はアイメリークの新発電設備 10MW のほかに、マラカル発電所に常用発電機として三

菱 12、13 号機（3.4MW×2 基）、新潟 1、2 号機（ 5 MW×2 基）を所有し、これらの組み合わ

せで需要側の変動に十分対応できると判断できることからアイメリークの新発電設備は 5 MW
のディーゼル発電機 2 台とするのが妥当である。 

 
４－４ 要請プロジェクトの経済性 

2009 年 9 月の PPUC 決算によれば PPUC 1 年間の運転維持管理費（Operation Expenses）22,966,000
ドルのうち、燃料費（Generation fuel、潤滑油費を含む）が 15,185,000 ドルを占めており、これは

運転維持管理費の 66.2％にあたる。 
 
前述のように現在 PPUC がアイメリーク発電所でベースロード用に運用している 4 基の

Pielstick ディーゼル発電機は、据付け以来 25 年を経過して老朽化が進み、低負荷運転を余儀なく

されることもあり、マラカル発電所に比べて燃料消費率が高くなっている。 
 
新アイメリーク発電所に燃料消費率の優れた 5 MW 発電機 2 基を新設することにより、アイメ

リーク発電所の 4 基の既設 Pielstick ディーゼル発電機と代替し、燃料費を節減することが PPUC
の経営改善に直結することは明らかである。 

 
ここでは、新設 5 MW 発電機 2 基によりアイメリーク発電所の 4 基の既設 Pielstick ディーゼル

発電機に代替させたとし、年間燃料費の低減効果について下記のように試算する。 
 

（１）新発電機の燃料消費率及び発電効率 
新アイメリーク発電所に新設される 2 基の 5 MW ディーゼル発電機は燃料消費率として、

220g/kWh を期待できる。 
ディーゼル油の比重＝0.85、1 米ガロン＝3.785 リットルであるから、 
燃料消費率：B＝220（g/kWh）＝0.22/0.85（l/kWh）＝0.2588（l/kWh）＝0.2588/3.785（gal/kWh） 
       ＝0.06838（gal/kWh） 
発電効率：E＝1/0.06838（kWh/gal）＝14.624（kWh/gal） 

 
（２）ディーゼル油燃料の価格 

2010 年現在 PPUC が購入しているディーゼル油の価格は、マラカル発電所は、1 米ガロン

当たり 2.5043 ドル／米 gal（Blue Bay Co.、Guam より購入）アイメリーク発電所は、1 米ガ

ロン当たり 2.51 ドル／米 gal（Shell より購入、輸送費込み）である（PPUC、GM より聴取）。
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新発電所はアイメリーク発電所に設置されるから、新発電所の燃料費 1 米ガロン当たり 2.51
ドル／米 gal とする。 

1 米ガロンは 3.785 リットルに相当するから、 
ディーゼル油価格＝2.51 ドル／米 gal＝2.51 ドル／3.785 l＝0.6631 ドル／l 
ディーゼル油の比重＝0.85 であるから、 
ディーゼル油の 1 kg 当たりの価格＝0.6631 ドル／0.85kg＝0.7801 ドル／kg 

 
（３）新設 5 MW 発電機 2 基による年間燃料費の低減効果 

表４－８に示すとおり、新設 5 MW 発電機 2 基によりアイメリーク発電所の 4 基の既設

Pielstick ディーゼル発電機に代替させたとし、2009 年 10 月～2010 年 9 月までと同じ発電量

と仮定すれば、年間燃料費の低減効果は 1,349,373 ドルとなる。これは 2009 年度 PPUC の燃

料費 15,185,000 ドルの 8.8％、運転維持管理費 22,966,000 ドルの 5.9％にあたり新発電所の経

済効果が非常に大きいことは明らかである。さらに、燃料消費量の節減は年間 1,730t にもな

り、温室ガス排出量低減にも効果がある。 
 

表４－８ 新設 5MW 発電機 2 基による年間燃料費の低減効果 

 
マラカル発電所 

アイメリーク 
発電所 

新アイメリーク発電所 

発電機 三菱×2 
Wartsila×1 
Caterpillar×2 
Alco×1 

Pielstick×4 
 

新 5 MW×2 

2009 年 10 月～2010 年 9 月の年

間発電量 
W（kWh） 

37,699,670 45,375,400 45,375.400
（アイメリーク発電所の既設

発電機の代替として同じ発電

量と見なす） 
2009 年 10 月～2010 年 9 月の年

間燃料消費量 Q（gal） 
2,650,504 3,640,369 Q＝B×W＝0.06838× 

45,375.400＝3,102,770 
燃料価格 P（ドル／gal） 2.5043 2.51 2.51
2009 年 10 月～2010 年 9 月の平

均燃料消費率 
B＝Q/W（gal/kWh） 

0.07030 0.08032 0.06838

2009 年 10 月～2010 年 9 月の平

均発電効率 
E＝W/Q（kWh） 

14.224 12.465 14.624

2009 年 10 月～2010 年 9 月の年

間燃料コスト C＝P×Q（ドル） 
6,637,765 9,137,326 7,787,953

新アイメリーク発電所による

年間燃料費節減 （ドル／year） 
  9,137,3260－7,787,953 

＝1,349,373 
新アイメリーク発電所による

年間燃料量節減 （gal/year） 
  3,640,369－3,102,770 

＝537,599 
（537,599×3.785×0.85 
＝1,730ton/year） 
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４－５ 対象地域の妥当性 

パラオの要請によれば、新発電所設置場所をマスタープラン調査に基づき PPUC アイメリーク

発電所地域を候補地としている。アイメリーク発電所地域は広大で新規の発電設備を設置する広

さは十分確保できるうえに、大規模な既設の燃料貯蔵タンクを保有し、資材陸揚げ港が近く陸送

道路もあることから、新発電設備を設置するには好適地であるといえる。 
 
また、開閉所（変電所）及び送電設備については、既存のアイメリーク発電所の発電設備が更

新時期にあることを考慮すると、既存の設備（変圧器容量：20MVA）を有効に活用できるため、

多くの新設は必要ないという有利さもある。基本的には、新設発電機を既設発電所構内の 13.8kV
母線へ接続するための主回路及び開閉設備の増設、既設配電盤の改造のみが必要である。 

 
現在の送配電線系統構成に基づく供給信頼度の検討においても、新規電源はアイメリーク発電

所に設置することが望ましい。国内需要の大半を占めるコロール島を中心とする 13.8kV 配電系統

全体への供給は、マラカル発電所のほかアイライ変電所から可能である。このアイライ変電所は

34.5kV 送電線でアイメリーク発電所及びマラカル発電所の双方に連系されているため、それらに

電源を分散配置しておれば、いずれかの発電所で不具合が発生しても供給を継続することが可能

である。現在マラカル発電所で発電機増設工事が進められていることから、次のステップとして

はアイメリーク発電所への設置が相応しいと考えられる（図２－３参照）。 
 
また、パラオ国内全土への供給を考えた場合は、供給拠点はアイライ変電所、マラカル発電所

及びアイメリーク発電所となるが、アイメリーク発電所～アイライ変電所の間の 34.5kV 送電線の

送電容量も 30MVA あることから、国内需要を賄える程度の電源を分散配置しておけば、もしい

ずれかの発電機で不具合が発生しても、国内全土への供給を継続することは可能である。現在、

全停用発電機、高速機がすべてマラカル発電所に配置されているが、そのうち１台の高速機をア

イメリーク発電所に配置すれば、万一のマラカル発電所の母線事故時にもアイメリーク発電所か

ら早期に復旧できる可能性が高まると考えられる。 
 
一方の PPUC の主力発電所のマラカル発電所には、PPUC の自助努力によりすでに新潟原動機

社製の 5 MW 中古発電機 2 基の据付工事が始まっており、残る構内スペースには新発電所を設置

する余地は十分に残っていないという問題がある。 
 
新発電所建屋の設置場所については、要請ではマスタープラン調査に基づき、アイメリーク発電

所の既設燃料タンクの上側（サイトＣ：100m×100m）を予定しているが、PPUC の直近の開発計画

を踏まえると発電機 2 台を収容できる規模でよいため、「既設発電所建屋の一部を利用して隣接地

に拡張すること」及び「燃料タンクの横の候補地－１」も有力な候補となる。これらのサイトは取

付道路及び土地造成がほとんど必要ないこと、PPUC の発電所用地内であることから、発電所建屋

建設費の低減が可能であるため、今後の基本設計調査において適地の選定を行う必要がある。 
 
なお、PPUC はサイト C の用地をパラオ政府から取得するため政府の土地を管理している Palau 

Public Land Authority に譲渡申込書を提出済みとのことである（マスタープラン調査時点ではサイ
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ト C は民有地とのことであったが、政府が PPUC のための用地をすでに買収済みとのこと）。 
 

４－６ 計画施設の妥当性 

マスタープランでは新設発電設備をアイメリーク発電所燃料タンクの上側のサイト C を想定し

たが、新設発電設備は 5 MW×2 基のみであり、設置に要する広さは約 20m×60m（発電棟及びラ

ジェーターなど室外機器用スペース）と想定できるので、上記のサイト C 以外に経済性と利便性

に優れ、さらに効果的な設置場所を選定すべく調査した。（図４－１参照） 
 

Ａ．候補地－１：燃料タンク下側案（マスタープランのサイト A） 

緩やかな斜面を切り土で整地して発電棟を新設する。設置場所としての広さの約 20m×60m を

確保でき、既設道路に接しており地盤整地工事も容易であることから経済的である。 
 
Ｂ．候補地―２：既設発電棟の Pielstick 2 号機に隣接して設置、建屋改造案 

発電棟の一部を増改築し、現在使用されていない Pielstick 1 号機用のスペースとそれに隣接す

るメンテナンススペースを使用する。発電設備と運転制御室を既設と新設が近接し、また既設

の天井走行クレーンのガーダーを延長すればクレーンをそのまま使用できるので、運転維持管

理上の利点がある。一方、既設 Pielstick 1 号機用コンクリート基礎及び建屋内作業スペースの

コンクリート床の掘削、既設発電棟の改造と拡張、既設燃料ドレン再利用設備の移設が必要で

ある。 
 
Ｃ．候補地―３：燃料タンク上側（マスタープランのサイト C） 

土地の広さは十分であるため、将来発電を拡張する場合を想定すればこれが最適である。しか

し斜面は大きく、切り土の工事量が多く取付道路工事も必要である。設備拡張がない場合は不

経済である。 
 

マスタープラン調査における提案では、アイメリーク発電所に 5MW ディーゼル発電機を 6 基

設置できる施設を考慮していたが、上記検討のとおり新発電所は 5MW ディーゼル発電機を 2 基

設置するのみで今後の電力需給面からみて設備の増設は必要ないことから、新発電所の計画施設

として、5MW ディーゼル発電機 2 基とその関連補機を設置できるだけの最小限の施設とするこ

とが建設コストを低減させるうえから、候補地－1 または候補地－2 が適当であると判断できる。 
なお、パラオ側はアイメリーク発電所全体の運用管理面からみて、既設設備と新設設備の運転

制御室を近接できる候補地－2 を強く希望している。 
 
候補地 A または候補地 B については基本設計段階でより詳細な調査及び概略設計を行い、最適

地を選定することが妥当である。 
 

４－７ 概略事業費の検討 

プロジェクト事業費については、類似プロジェクトを参考にして概略計算を行い、その結果を

表４－９に示す。ただし基本計画調査段階で、施設建設場所、機材仕様をより詳しく検討した上

で見直すものとする。 
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表４－９ プロジェクト事業費概算 

項目 内容 費用（千円） 
施設建設費 発電棟、電気室建設費 

（土地造成、既設建屋改造を含む） 
278,000

発電設備据付費 5 MW×2 基ディーゼル発電機 
補機類 
操作盤など盤類、電気設備 
製作、輸送、据付費 
（既設機器移設を含む） 

1,344,000

実施設計・施工監理 143,000
合計  1,765,000

 

４－８ 想定される工程・工期 

想定される全体工程と工期を表４－10 に示す。 
従来の実績からみて、大略、公換公文（Exchange of Note: E/N）締結後入札・契約まで約 5 ヵ月、

契約後工事完成・引渡しまで約 16 ヵ月と想定される。 
 
E/N 締結時期については、今後の事前調査、基本設計調査等の実施及び評価等に関わり、我が

国政府の政策等により決定されるものであるから、現時点では想定が困難である。 
 

表４－10 想定される全体工程・工期 

年 1 2 
月 6 12 18 24

E/N 締結 ◎    

G/A 締結   ◎    

詳細設計承認     ◎    

P/Q       ◎    

入札、契約 ◎      

土木建屋工事 
機器調達据付 

              →▽  

 →▽ 

完成引渡し    ▼ 

４－９ 調達事情 

発電機、補機類、電気設備など重要機器類は品質の安定した日本製使用を原則とし、その他施

設・機器・設備については機能的・品質的に適当であれば第三国の機材を使用することは経済的

な面からも妥当であると判断できる。 
 
新設発電設備（ 5 MW×2 基）の輸送方法については、約 60t の発電機を陸揚げできるのはコロ

ール港のみであり、コロール港からアイメリーク発電所まで陸送する場合、途中マラカル橋を渡

ることになり、事実上陸送は不可能である。 



－ 46 － 

アイメリーク発電所の既設 Pielstick エンジンの据付時は、コロール港で発電機を輸送船からバ

ージに乗せたトレーラー上に降ろし、バージを曳航してアイメリーク発電所の燃料陸揚げジェッ

ティに接岸させ、そのままトレーラーを陸揚げしてサイトに陸送しており、バージ輸送はフィリ

ピン業者が実施した。 
 
今回調査において、上記アイメリーク発電所の燃料陸揚げジェッティと陸送道路を調査したが、

ジェッティにはバージからトレーラーを陸揚げできる斜面もあり、また陸送道路は傾斜も少なく

上記方式を踏襲することは可能と判断できる。ただし基本設計調査において水深調査、バージの

輸送法など輸送業務専門家による詳細調査を行う必要がある。 
また、ディーゼル発電機等の重量物は、海上輸送によりアイメリーク発電所の既設の揚油ジェ

ッティに陸揚げされることになる。揚油ジェッティから既設発電所までの構内道路は、アイメリ

ーク発電所建設以来 25 年を経過し、路面が荒れている。このため重量物の搬送のためには路面の

改修が必要と思われる。ただし基本設計調査において、確認のため道路の地盤強度及び道路補修

方法などについて専門家による詳細調査を行う必要がある。 
 

４－10 相手国負担事項 

本プロジェクト実施に伴う、相手国負担事業は以下のとおりである。 
 

（１）アイメリーク発電所内に本プロジェクト発電所建設敷地の確保、敷地整備 
 
（２）アイメリーク燃料油楊油桟橋から新アイメリーク発電所サイトまでの陸送道路の補修・整

備 
 
（３）アイメリーク発電所発電棟内ピールスティック 1 号機基礎上機材の撤去 
 
（４）アイメリーク発電所発電棟内燃料ドレン精製設備の撤去 
 

ただし、（３）及び（４）は既設発電棟を改造して新発電設備を設置する場合である。（サイト

B）サイト A に新発電棟を建設する場合は不要となる。 
 

４－11 プロジェクトの裨益効果 

本件要請プロジェクトの裨益効果は次のとおりと想定される。 
 

（１）安定した電力供給の確保（電力需給バランスの確保） 
パラオの経済発展、国民生活にとって安定した電力の供給は必要不可欠である。本要請案

件は、パラオの電力供給の拠点となっているアイメリーク発電所の老朽化して寿命に達して

いる発電機の代替電源を確保するものであり、同国の安定した電力供給を確保するために必

要不可欠である。安定した電力供給のためには、最大電力需要に対して定期点検の計画的な

実施及び適正な供給予備力を考慮した発電設備を有する必要がある。この点を検証するため

には、最大需要電力（kW）に対して、最大単機容量（ 5 MW）が定期点検のために供給力と
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してカウントできない状況において、最大単機容量（ 5 MW）の発電機が系統から脱落して

も、（瞬動予備力も考慮して）安定的な供給を継続できるか否かを定量的に評価することが必

要である。 
 
（２）予防保全的な維持管理体制の確立 

現在、PPUC は老朽化した発電設備、発電能力の不足により、ディーゼル発電機メーカー

が推奨する定期点検を実施できずに無理な発電機の運転を続けてきたため、発電設備の寿命

を短くし、かつ、重大なトラブルを引き起こして多額な維持管理費を必要とするという悪循

環に陥っている。本件要請の発電機が導入されると適正な電力需給バランスが確保されるた

め、発電機メーカーが推奨する頻度での定期点検を計画的に実施することができるようにな

り、発電設備の寿命の長期化、維持管理費の低減を実現することができる。この点を定量的

に評価するためには、PPUC のディーゼル発電機ごとにメーカーが推奨する定期的な点検が

行われているか否かを確認することが必要である。 
 
（３）発電効率の向上による経済性の向上と温室効果ガス排出量の削減 

現在使用中のアイメリーク発電所の Pielstick ディーゼル発電機を本件要請の発電機に更新

すると発電効率が向上するため、ディーゼル油使用量が減少して PPUC の燃料費支出が抑制

され経営改善に寄与するとともに、ディーゼル油の燃焼に伴う二酸化炭素の発生量も削減さ

れ、地球温暖化対策にも寄与する。この点を評価するためには、発電機の燃料効率を Pielstick
ディーゼル発電機の効率と比較し、燃料効率が当初の計画どおりに高効率で運転されている

ことを確認することが必要である。 
 
４－12 プロジェクトの自立発展性 

（１）料金徴収及び運転資金面 
2007 年度の PPUC の電気料金の回収率は政府関係機関の未収料金を除くと、発行済みの請

求書に対して 96％が回収されており、開発途上国のなかでは非常に高い回収率となっている。

5 百万ドルに達する政府機関の未収電気料金のうち、最大の未払い部門である水道･下水道部

門については経営の健全化のため政府事業から国営企業化するための法案が国会で審議中で

ある。この国営企業化が行われると水道料金等の徴収が実施されるようになり、電気料金の

支払いも行われるようになる見込みである。 
 

PPUC の総合ロス率は近年 20％程度で推移している。このうち、発電所の所内ロスが 6 ％

程度あり、ノンテクニカルロスが 8 ％程度である。ノンテクニカルロスの主要な原因は街路

灯の電気代（コロール州政府のみが支払っており、他の州は街路灯の電気代を支払っていな

い）と違法接続である。電力メーターについてはプリペイドメーターの導入を進めており、

PPUC の顧客の 24％がプリペイドメーターに切り替えている。このように違法接続防止対策、

未収金対策も進められている。 
 

PPUC の収支状況は 2010 年度には大幅に改善し、コロール・バベルダオブ地区については

ほぼ収支が均衡する状況となっている。最大の赤字要因となっている外島の電力供給につい
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ても、需要規模に見合った小型のディーゼル発電機への切り替えを行うことにしており、赤

字幅の縮小が見込まれている。 
 

このように PPUC の経営状況は改善しつつあり、プロジェクトの運営について運転資金面

で問題が生じる恐れはない。 
 

（２）運転・維持管理 
PPUC は我が国の三菱重工製のディーゼル発電機をはじめ、多数のディーゼル発電機を長

年にわたり運転・維持管理してきており、日常の運転・維持管理に関して不安はない。ただ

し、これまで供給力の不足からメーカーが推奨する定期点検の周期等を遵守せずに重大な供

給支障事故を発生させてきた経緯があるため、本要請案件の実施にあたっては、予防保全的

維持管理の概念を PPUC の経営幹部から現場の運転員に至るまで徹底することが必要である。 
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第５章 プロジェクト実施体制 
 
５－１ 主管庁及び運営機関 

エネルギー政策に関する責任省庁は MPIIC であり、電気事業については PUC 法（1994 年制定）

に基づき PPUC が独占的に事業を実施している。 
 
５－１－１ 公共基盤・産業・商業省（MPIIC） 

MPIIC の組織図を図５－１に示す。エネルギー政策については、同省の公共事業局のエネル

ギーオフィスが担当している。しかしながら同オフィスは、再生可能エネルギー及び省エネル

ギー政策に専念しており、電気事業については、電気料金の設定を含めて PPUC に委ねられて

いる。 
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図５－１ MPIIC 組織図 

 

５－１－２ PPUC 
（１）PPUC の組織 

PPUC の組織を図５－２に示す。PPUC は 5 人（現在は 2 名欠員で 3 名で構成）の役員で

構成する役員会のもとに、総裁（Chief Executive Officer: CEO）兼総支配人（GM: General 
manager）が経営を行っている。2009 年 12 月に、大統領のエネルギー政策を実行するため

再生可能エネルギー部が新設されている。 
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（２）PPUC の技術水準 
PPUC は、エンジニアをフィリピン人の契約社員に依存しているが、日常の発電、送変

電設備の運転・維持管理についてはパラオ人のテクニシャンが実施している。 
 
PPUC の発電所の運転維持管理の技術面については、アイメリーク発電所及びマラカル

発電所のメンテナンス要員は、長年にわたり三菱、Pielstick、Wartsila、Caterpillar など多種

エンジンの実務経験を積んでおり、自己流ながらもかなりの熟練した技能を有している。 
 
PPUC 内の送変電設備に関する主な担当部署は、系統計画や設備管理は Engineering 

Design & Planning Division、系統運用、接続関連は、System Control Division、設備保守業務

は Power distribution がそれぞれ担当しているが、それぞれの部門で今後の設計、運転保守

に必要な技術水準を有している。 
 
設備保守部門については、毎月の変電所巡視清掃作業や予備品管理等の定常業務を抜か

りなく実施しているほか、送配電線事故復旧対応や油遮断器等の自社点検等技術を要する

業務についても問題なく行っている。また、特殊な技術を要する主要変圧器の点検は日本

と同様に製作メーカーに外注し実施している。 
 
系統計画部門については、国内の信頼性向上等のための系統計画を自発的に行う技術を

有しており、新発電機を設置した場合の発電機構内の設備構成についても当該の部門が設

計できる。 
 
系統運用部門については、これまでも需給状況、負荷配分、送電容量等を管理、検討し

てきており、発電機設置後の運用形態についても検討する技術を有している。 
 

（３）PPUC の財務状況と課題 
PPUC の 2008 年度（2007 年 10 月～2008 年 9 月）決算は、営業損失（4.0 百万ドル）に

加え、地元銀行の倒産に伴う特別損失（0.86 百万ドル）及び燃料会社との係争案件の裁判

所での敗訴に伴う特別損失（1.68 百万ドル）等があり、7.2 百万ドルの純損失を計上した。

2009 年度は燃料費の低減に伴い営業損失は 3.0 百万ドルに減少し、純損失も 2.7 百万ドル

に減少した。2010 年度については現在集計途中であるが、純損失は 50 万ドル以下に減少

する見込みである。外島での営業損失が 70～80 万ドルあるため、これを考慮するとコロ

ール島本島部の収支はほぼ均衡状態になっている。2010 年度の決算が大幅に改善したのは、

燃料費の低減に加え、燃料費低減に伴う電気料金引き下げを遅らせる等の措置を講じたた

めである。なお、燃料費調整は、以前は 3 ヵ月ごとであったが 2008 年 7 月からは 1 ヵ月

ごとに調整を行うようにルール変更を行っている。表５－１に PPUC の収支の推移を示す。 

 
電力計のプリペイドメーターへの切り替えについては、米国内務省の支援のもとに進め

られており、6,433 需要家のうち 1,521 需要家の切り替えが完了し、普及率は 24％に達し

ている。 
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PPUC は電気料金の見直しについて、2009 年 10～11 月に調査を実施した。電気料金引き

上げに伴う需要減少等により同社のカスタマーベースが 20％縮小していることを考慮し

て、住宅用電気料金に対する特別低減料金（内部補助による原価よりも安く設定している

電気料金）の適用範囲を 500kWh／月以下から 50kWh／月以下の需要家に限定することを

2010 年 3 月、9 月の役員会に提案したがまだ承認されていない。この電気料金改定を早期

に実現し、発電機等の予防的な保全措置を計画的に実施する財源を確保することが緊急の

課題である。また、政府の未払い電気料金が 5 百万ドルに達している。主要な未払い部門

は水道･下水道部門、空港、病院、政府ビルである。この政府機関の未払い金解消も同社

のキャッシュフロー改善のための緊急の課題である。最大の未払い部門である水道･下水

道部門については経営の健全化のため政府事業から国営企業化するための法案が国会で

検討中である。 
 

表５－１ PPUC 収支状況 
（単位：千ドル） 

会計年度 2005 2006 2007 2008 2009 
1. 営業収入 15,777 17,718 19,721 24,102 19,962
（1）電気事業 15,074 17,483 19,709 24,123 20,010
（2）その他 415 321 308 317 463
（3）未収電気料金 289 ▲86 ▲296 ▲338 ▲511
2. 営業支出 19,652 22,404 22,527 28,139 22,965
（1）発電等燃料費 12,657 15,530 16,182 21,758 15,185
（2）発電所維持管理費 2,445 2,355 2,029 2,076 3,343
（3）送配電維持管理費 1,166 1,059 787 847 828
（4）一般管理費 838 787 940 944 921
（5）技術サービス 190 166 118 115 151
（6）減価償却費 2,357 2,506 2,471 2,400 2,538
3. 営業収支 ▲3,875 ▲4,687 ▲2,806 ▲4,037 ▲3,003
4. 営業外収益 1,277 673 ▲36 ▲3,208 304
5. 純収支 ▲2,598 ▲4,013 ▲2,842 ▲7,245 ▲2,699

 

５－２ 運営体制と活動状況 

５－２－１ 運営体制 
本要請案件の実施は、CEO/GM がプロジェクト全体の責任者となり、発電部門のマネージャ

ーが発電所建設の責任者になる見込みである。発電部門の責任者は、アイメリーク発電所の建

設工事、マラカル発電所の三菱重工製ディーゼル発電機 12、13 号機の建設工事、現在建設中

の新潟原動機製ディーゼル発電機 2 基の建設工事を経験しており、本プロジェクトを円滑に実

施するために必要な経験と知識を有している。 
 

５－２－２ 活動状況 
PPUC は、現在の CEO/GM が就任以来、精力的に懸案事項の解決を図っている。財務面では

石油価格の下落にも助けられて収支は大幅に改善しており、外島の電力供給を除くとほぼ収支
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は均衡する水準まで改善している。発電能力の増強については、アイメリーク発電の 2 号機及

び 3 号発電機の修繕工事、三菱重工 12、13 号機のラジエーターの更新、三菱重工 12 号機、13
号機のオーバーホール等既設の発電機の整備を実施済みである。2009 年会計年度決算報告によ

れば、このような積極的な発電設備の整備に伴い、改良設備投資は前年度比 61％増の 3.3 百万

ドルに増加している。さらに、マラカル発電所に新潟原動機製の中古ディーゼル発電機（ 5 MW）

2 基の建設工事を進めている。さらに、長期的な観点から再生可能エネルギー開発に取り組む

方針で、社内に再生可能エネルギー部を新設している。 
 

５－３ 財政･予算 

PPUC の 2009 会計年度の総収入は 20 百万ドルと、石油価格の低下に伴う電気料金の引き下げ

及び電力需要の減少により前年度より 16％減少した。支出は燃料費の減少に伴い前年度の 28 百

万ドルから 23 百万ドルに減少した。2009 会計年度の支出に占める燃料費の比率は 66％となって

いる。燃料費、減価償却費及び管理費以外の支出としては、発電所維持管理費が 3.3 百万ドル、

送配電部門の維持管理費が 0.83 百万ドルとなっている。 
 
５－４ 要員･技術レベル 

運転維持管理の技術面についてみれば、アイメリーク発電所及びマラカル発電所のメンテナン

ス要員は、長年にわたり三菱、Pielstick、Wartsila、Caterpillar など多種エンジンの実務経験を積ん

でおり、自己流ながらもかなりの熟練した技能を有している。 
新設発電機導入時には管理者及び運転保守要員に対して、系統だったエンジン基礎理論と新設

発電機の維持管理上の特性について適切に指導することにより、新型発電機について正しい維持

管理が実施されると期待される。 
 
新アイメリーク発電所の運用維持管理においては、発電機の運転中に故障すれば修理作業を行

うといった従来の手法から、いわゆる予防保全的運用維持管理に発展させることが今後の課題と

なる。 
 
予防保全実施のために運転維持管理の諸計画を立て、状況判断、決定、実施の指示、確認を正

しく行う、知識、経験、判断、指導能力を備えた運転維持管理技術者を確保する必要があるが、

現状はパラオ人技術者には適格者が見つからず、フィリピン人機械技術者を雇用することでしの

いでいる。 
 

５－５ 維持管理体制 

５－５－１ プロジェクトの実施体制 
PPUC Power Generation Division（発電部）は PPUC の General Manager に直属する 8 つの

Division の 1 つである。Power Generation Division の Manager は Mr. Lorenzo B. Mamis で、マ

ラカル発電所に常駐し、マラカル発電所とアイメリーク発電所を統括している。 
 

マラカル発電所の運転とメンテナンスについては、Superintendent の Mr. Jack Ngiraked が実質

的な責任者であり、マラカル発電所員は Superintendent を含め全員で 18 名である。マラカル発
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電所の運転監視員は 3 シフト制で、1 チーム 2 名が 8 時間勤務である。シフト要員は Shift 
Supervisor 2 名を含め 10 名である。メンテナンスチームの Power Plant Mechanics は Supervisor 1
名を含め 4 名、Power Plant Electrician は 1 名である。フィリピン人は 1 名だけで、あとは全員

パラオ人である。 
 
アイメリーク発電所は Superintendent の Mr.Antipas Raymond が発電所長であり、マラカル発

電所員は発電所長を含めは全員で 23 名である。アイメリーク発電所の運転監視員も 3 シフト

制で、1 チーム 2 名が 8 時間勤務であり、シフト要員は Shift Supervisor 1 名を含め 10 名である。

メンテナンスチームの Power Plant Mechanicsは Supervisor 1名を含め 5名、Power Plant Electrician
は 1 名である。 

 
運転維持管理技術者については PPUC の組織表には発電部長を補佐する高級技術者

（Engineer）を配置しているが、実態は空席である。マラカル発電所にはこのほど Superintendent
の下位にある運転保守担当のエンジニアとして若いフィリピン人の Mr.Lebrio Lebrilla を採用し

た。アイメリーク発電所には Superintendent の下位にある運転保守担当のエンジニアはいない。 
 
運転維持管理の技術面についてみれば、アイメリーク発電所及びマラカル発電所のメンテナ

ンス要員は、長年にわたり三菱、Pielstick, Wartsila, Caterpillar など多種エンジンの実務経験を積

んでおり、自己流ながらもかなりの熟練した技能を有している。例えば、アイメリーク発電所

においては、実際にこれだけの老朽化した発電機を、とにもかくにも動かし続けることは並大

抵ではない。運転記録、補修記録の管理、整理の状況からみても運転維持管理はかなり整備さ

れている。上記 5 号機のピストン焼き付き事故に対する保守要員の動きにはかなりの熟練度が

見て取れた。 
 
ディーゼル発電機の運用に伴い、必ず部品の損耗、消耗が発生するが、ディーゼル発電機の

部品は特殊かつ高価であり PPUC にとって購入は容易ではない。したがって、新アイメリーク

発電所の運用維持管理においては、発電機の運転中に故障すれば修理作業を行うという従来の

手法から、いわゆる予防保全を行うことが今後の課題となる。予防保全は、発電設備の運転状

況を正しく把握して運転計画を立て必要予備品の準備を整え、計画的運用を行い大きな故障を

未然に防ぎ、発電機部品の消耗を減らして運用維持管理費の節減を行うことである。予防保全

実施のために運転維持管理の諸計画を立て、状況判断、決定、実施の指示、確認を正しく行う

ことができる知識、経験、判断、指導能力を備えた運転維持管理技術者を確保する必要がある。 
 
運転維持管理技術者については、当面はフィリピン人機械技術者を雇用することでしのいで

いるが、将来に向けてパラオ人の技術者を養成することにしており、スカラシップ制度を設け

て人材育成に取り組んでいる。現在高校卒の 1 名を台湾に 2 年間留学させ、その後、米国に 2
年間留学させることにより大学卒の機械工学エンジニアを育成することにしている。引き続き

スカラシップ制度により 2 名のエンジニアを育成することを検討中である。 
 
また、2010 年 4 月から 1 年間の予定で、JICA は大矢専門家をアドバイザーとして派遣して
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おり、PPUC マラカル発電所及びマラカル発電所において発電設備維持管理に関する技術指導

を実施している。PPCU 側は大矢専門家の派遣期間延長を希望している。 
 
運営維持管理の人材育成は一時的な取り組みでは効果が上がらず、長期的に計画性をもって

着実に続けなければならない。特にエンジニアクラスは運営維持管理の要であるから、常に技

術の向上と経験の蓄積に努めさせ、それを伝承できるよう切れ目なく後継者を育成していく必

要がある。したがって、PPUC が取り組んでいる、若手エンジニアの採用と中国での研修等を、

今後も継続的に実施することを期待する。 
 

５－５－２ 類似プロジェクトの維持管理状況 
表５－２に本プロジェクトに類似した JICA 無償資金協力（調査を含む）による中速ディー

ゼル発電所の数例を選びその維持管理状況について概要を示す。 
 
類似のプロジェクトにおいてもそれぞれ運用・維持管理に問題がみられたが、それらの改善

のため JICA スキームの我が国での研修、ソフトコンポーネント、及びコンサルタントによる

座学講義、実地教育が問題の改善に効果を上げている。 
 

表５－２ 類似プロジェクトの運用維持管理状況 

プロジェクト名 発電設備の運用維持管理 
 問題点 対策 結果 
１．カンボジア国シエムリア

ップ発電所 
重油焚き中速ディーゼル 
三菱 12KU30 型 3.5MW×3 台 
（合計 10.5MW） 

エンジニア及び運用・維

持管理要員がすべて新

人で、重油焚き中速ディ

ーゼルの経験者がいな

かった。 
 

１．エンジニアの我が国短期

技術研修 
２．3 ヵ月間のソフトコンポ

ーネントによるエンジニア

及び運用・維持管理要員対象

の座学講義と、実地教育の徹

底 

良好 

２．カンボジア国プノンペン

C 5 発電所 
ディーゼル発電設備重油燃料

転換 
重油焚き中速ディーゼル 
三菱 16KU30型 5MW×2台（合

計 10MW） 

エンジニア及び運用・維

持管理要員が、ディーゼ

ル油使用の経験しかな

く、重油焚きディーゼル

の経験者がいなかった。

2 ヵ月間のソフトコンポー

ネントによる管理者、エンジ

ニア及び運用・維持管理要員

対象の座学講義と、実地教育

の徹底 

良好 

３．ツバル国フナフチ発電所 
ディーゼル油焚き中速ディー

ゼル 
ダイハツ 6DK20 型 600kW× 3
台（合計 1,800kW） 

エンジニア及び運用・維

持管理要員が、小型高速

ディーゼルエンジンの

経験しかなかった。 

コンサルタントによる 1 ヵ

月間の管理者、エンジニア及

び運用・維持管理要員対象の

座学講義と、実地教育の徹底 

良好 

４．ソロモン国ホニアラ発電

所 
ディーゼル油焚き中速ディー

ゼル 
三菱 14KU30 型 4.2MW×1 台 
新潟 12CX32 型 4.2MW×1 台 

三菱 14KU30 型エンジン

の長時間高出力連続使

用による疲弊・損耗 

フォローアップ調査による、

緊急部品供給及び管理者、エ

ンジニア及び運用・維持管理

要員の技術指導 
 

良好 
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５．シエラレオネ国フリータ

ウンキングトム発電所 
重油焚き中速ディーゼル 
三菱 16KU30 型 5 MW×1 台 
新潟 18HXL 型 5 MW×2 台を 
2010 年 3 月引渡した。 

三菱 16KU30 型エンジン

の故障・劣化が甚だし

い。 
運用維持管理体制・能力

に問題があると判断さ

れる。 
上級管理者及び技術者

の能力向上が必須であ

る。 

管理者、エンジニア及び 
運用・維持管理要員対象の座

学講義実施 
据付工事、運転中の OJT 実施 
NPA上部責任者に対し、運

用・維持管理体制改善を指導 
運用・維持管理能力向上技術

プロジェクトを実施予定 

新潟発電機の

運転維持管理

は改善されつ

つあるが、未

だ不十分であ

る。 
技術プロジェ

クトで徹底指

導 す る 要 あ

り。 
６．リベリア国モンロビア市

LEC クルタウン発電所 
カミンズ K50 型×5 台（2009
年（モンロビア電力予備調査） 

内戦で発電設備がすべ

て破壊され、ディーゼル

発電技術者が離散し中

堅技術者不足 
現状は高速ディーゼル

発電機のみで運転中 

（提案） 
若手技術者のリクルート、海

外留学、研修などによる人材

育成 
中速ディーゼル発電機に関

する技術指導 

改善を期待 

 
 

５－６ 運営維持管理に関する人材育成、研修内容 

ディーゼル発電機の運用に伴い、必ず部品の損耗、消耗が発生するが、ディーゼル発電機の部

品は特殊かつ高価であり PPUC にとって購入は容易ではない。したがって、新アイメリーク発電

所の運用維持管理においては、発電機の運転中に故障すれば修理作業を行うという従来の手法か

ら、いわゆる予防保全を行うことが今後の課題となる。 
 
予防保全は、発電設備の運転状況を正しく把握して運転計画を立て必要予備品の準備を整え、

計画的運用を行い大きな故障を未然に防ぎ、発電機部品の消耗を減らして運用維持管理費の節減

を行うことである。予防保全実施のために運転維持管理の諸計画を立て、状況判断、決定、実施

の指示、確認を正しく行う、知識、経験、判断、指導能力を備えた運転維持管理技術者を確保す

る必要がある。 
 
運転維持管理技術者については、当面はフィリピン人機械技術者を雇用することでしのいでい

るが、将来に向けてパラオ人の技術者を養成することにしており、スカラシップ制度を設けて人

材育成に取り組んでいる。現在高校卒の 1 名を台湾に 2 年間留学させ、その後米国に 2 年間留学

させることにより大学卒の機械工学エンジニアを育成することにしている。引き続きスカラシッ

プ制度により 2 名のエンジニアを育成することを検討中である。 
 
また、2010 年 4 月から 1 年間の予定で、JICA は大矢専門家をアドバイザーとして派遣してお

り、PPUC マラカル発電所及びマラカル発電所において発電設備維持管理に関する技術指導を実

施している。PPCU 側は大矢専門家の派遣期間延長を希望している。 
 
運営維持管理の人材育成は一時的な取り組みでは効果が上がらず、長期的に計画性をもって着

実に続けなければならない。特にエンジニアクラスは運営維持管理の要であるから、常に技術の

向上と経験の蓄積に努めさせ、それを伝承できるよう切れ目なく後継者を育成していく必要があ



－ 57 － 

る。したがって、PPUC が取り組んでいる、若手エンジニアの採用と中国での研修等を、今後も

継続的に実施することを期待する。 
 
発電所は極めて複雑なシステムであるから、エンジニアだけではなく管理者も含めできるだけ

多くの要員が系統だった技術的知識をもち、ある程度理論を理解しておくことが重要である。し

たがって管理者、エンジニア、テクニシャン、運転員を対象に、一定期間座学講義を行うソフト

コンポーネントは効果的であると考えられる。 
 
また、PPUC 送変電設備保守部門では、基本的に社内で技術教育を行っているが、米国内務省

（the Department of the Interior : DOI）が年に 2 ～ 3 回提供する Pacific Linemen Training（PLT）の

研修等も受講している。内容は運転、点検、トラブルシューティング、復旧対応等全般であり、

必要な技能は習得していると考えられる。 
 

５－７ 技術支援の必要性 

ディーゼル発電所を確実に運用できるか否かは運用維持管理次第であり、それは管理者、エン

ジニア、テクニシャン、運転員の意識と技術レベルによって決まる。現在のところ PPUC は維持

管理体制と人材確保に努力しているが、新発電所において予防保全を実施するためにさらに運用

維持管理の改善が必要である。すなわち、発電所は極めて複雑なシステムであるから、エンジニ

アだけではなく管理者も含め、できるだけ多くの要員が系統だった技術的知識をもち、ある程度

理論を理解しておくことが重要である。新設発電機導入時には管理者及び運転保守要員に対して、

系統だったエンジン基礎理論と新設発電機の維持管理上の特性について、一定期間の座学講義を

行うソフトコンポーネントなどできちんと指導することにより、新型発電機について正しい維持

管理が実施されると期待される。また、運用維持管理技術者に我が国の発電設備メーカーによる

運転、取扱い、維持管理指導の集団研修を受講させることが効果的と考えられる。 
 
PPUC 送変電設備保守部門としては、現在基本的な教育体系は整っていると考えているが、更

なる研修を提供してもらえる機会があるとすれば、実践的な経験を積むことのできる研修を整備

したいと考えている。特に変圧器、開閉器等は日本製がほとんどであるので、日本のメーカーの

技術者から習得したいとの要望がある。加えて発電部門と同様に、例えば 1 回線しかない設備で

あっても定期的な点検を行う手法等、予防保全的な運用方法・設備設計の技法を習得することが

有効と考えられるため、そうした研修も PPUC 設備の更なる信頼性向上のために効果的であると

考えられる。 
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第６章 環境社会配慮 
 
６－１ 環境社会配慮の必要性の有無 

６－１－１ パラオの環境関連法令 
パラオでは環境保護法（Environmental Quality Protection Act）に基づいて事業者が開発行為を

行う際には、環境保護委員会（Environmental Quality Protection Board: EQPB）の環境許可を取得

することが義務付けられている。火力発電所の建設に関連する主要な環境規制としては、EIA
に関する規制（Environmental Impact statement regulations）と大気汚染防止規制（Air pollution 
control regulations）がある。 
 
６－１－２ 環境に関する行政組織 

環境行政を担当する組織として環境保護法に基づき、7 名の委員で構成される EQPB が設置

されている。EQPB は、環境許可について審査発行を行うとともに、環境モニタリングを通じ

た監視も行っている。通常環境モニタリングは事業者に行わせるが、EQPB 自身が検査するこ

ともある。 
 
６－１－３ 初期環境影響評価（IEE）・環境影響評価（EIA）の実施体制・実施フロー 

EQPB は環境許可の申請を審査し、IEE（パラオでは環境アセスメント（EA）と称している）

を必要とするか否かを決定し、必要と判断した場合には事業者に環境アセスメント書を作成さ

せる。EQPB が環境アセスメント書を要求する対象事業は、原則として次のとおりである。 
・国有地及び州有地の利用 
・国及び州の資金の利用。ただし、以下の場合を除く。 

－申請者がまだ承認、採択、資金供与されていない将来計画及びプロジェクトの F/S 及び

計画調査。ただし、申請者は、F/S 及び計画調査において環境の要因と代替案について

特に考慮しなければならない。 
－未開発の不動産の取得 

・国または州の土地利用委員会によって保護区に指定されたあるいは指定される可能性のあ

る土地の利用 
・パラオの海水及び淡水の水質規制により指定された沿岸海域または湿地に直接あるいは間

接的に影響をもたらす利用 
・パラオ歴史保存オフィスにより歴史的遺跡として指定された土地の利用 
・EQPB が環境に重大な影響をもたらす恐れがあると判断した行為 
 
環境アセスメント書に記載する内容は、次のとおりである。 
・申請者の特定 
・アセスメントを実施した機関または組織の特定 
・開発事業の技術、経済、社会、環境側面についての概略説明 
・影響を受ける周辺環境の概要（適切な位置とサイトの地図を含む） 
・主要な環境影響と考えられる代替案の概要 
・環境影響緩和策の提案（ある場合） 
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EQPB は環境アセスメント書を、関係各省の意見や利害関係のある地元コミュニティに配布

して意見を聞き、フルスケールの EIA が必要か否かを判断する。EQPB が環境に重大な影響を

もたらす恐れがあると判断した場合には、事業者に環境影響評価書（パラオでは環境影響ステ

ートメントと称している）の作成を指示する。環境に対する重大な影響の有無を判断する基準

は次のとおりである。 
・環境影響の重大性を判断する際には、影響の総量及び開発行為による全般的かつ累積した

影響を考慮する。 
・環境の有益な利用に対する制約 
・長期的な環境政策または目標及び環境保護法及び同法に基づく各種規制及び関連する判例

において示されているガイドラインに反すること。 
・コミュニティの経済的又は社会的資産に対する重大な影響 
・公衆衛生に対する重大な影響 
・人口の変動、公共施設及びインフラ等の重大な二次的な影響 
・環境質の重大な劣化を含むこと。 
・個別には影響は限定されているが、累積することにより環境に重大な影響をもたらす、ま

たはより大規模な活動を含むこと。 
・希少な、絶滅の恐れのある種またはその生息地に対する重大な影響 
・大気、水質、音に対する重大な影響 
・氾濫原、崩落しやすい地域、地質的に有害な土地、河口、ラグーン、リーフ、マングロー

ブ湿地、淡水、沿岸水域等環境的に脆弱な地域に影響をもたらすこと。 
 

事業者は、EQPB が認定した資格を有する第三者のコンサルタントに依頼して環境影響評価

書案を作成し、EQPB に提出する。事業者は環境影響評価書案についてパブリックコメント手

続きを行い、パブリックコメントを踏まえてコンサルタントが最終環境影響評価書を作成して

EQPB に提出する。EQPB はこの最終環境影響評価書について再度パブリックコメント手続き

を行い、その結果を踏まえて事業を認めるか否かの判断を行い、環境許可を発行する。環境影

響評価書に記載すべき主要な内容は次のとおりである。 
・一般情報 
・詳細な周辺環境の情報 
・予想される環境への影響 
・詳細な環境影響緩和策の提案 
・代替案の検討 
・土地利用計画及び政策との整合性 
・技術的情報及び潜在的な環境影響を判断するために必要な情報 
EIA の手続きの流れを図６－１に示す。 
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図６－１ EIA の手続き 

 
 

６－２ 本プロジェクトの環境社会配慮手続きと実施状況 

６－２－１ 必要な環境社会配慮手続き 
PPUC は、EQPB に本プロジェクトに関する環境許可を申請しなければならない。EQPB が環

境アセスメント書の提出が必要と判断した場合には、PPUC は JICA 環境社会ガイドラインの

IEE に相当する環境アセスメント書を作成し、EQPB に提出しなければならない。EQPB が環境

に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして環境影響評価書の作成を要求した場合には、PPUC は

EQPB が認定した資格を有する第三者のコンサルタントに依頼して環境影響評価書案を作成し

て EQPB に提出しなければならない。 
 
６－２－２ 環境社会配慮実施体制と進捗状況 

PPUC は EIA の担当者として同分野の経験を有する土木エンジニアを指名している。本要請

案件の EIA の対象となるか否かについて CEO/GM と土木エンジニアが EQPB と事前協議を開

始している。なお、現在建設中のマラカル発電所の本要請案件と同規模のディーゼル発電所増

設について、EQPB は EA の提出を要求せずに環境許可を発行している。我が国からの無償資

金協力でマラカル発電所構内に建設したディーゼル発電所（1999 年運転開始）についても EQPB
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は環境影響評価書の提出を要求していない。 
 
また、本要請に先立ち我が国の協力で実施した「電力供給改善マスタープラン調査」におい

て、アイメリーク発電所の隣接地に 30MW のディーゼル発電所を建設する計画のプレ F/S 調査

の一環として環境社会影響調査が行われており、その結果では周辺の環境に深刻な影響をもた

らす恐れはないと評価されている。 
 
本調査において、調査団が PPUC の CEO/GM 及び EIA 担当の土木技術者とともに EQPB を

訪問し、本要請案件に係る環境許可所得に係る手続について予備的な協議を行った。この結果、

EQPB は、本要請案件は既設の発電所構内における発電機の増設であり、環境に追加的な影響

を及ぼす恐れが少ないため、環境影響評価書を作成する必要はないと思われるが、現在の発電

所の騒音等について地元住民から苦情が出ているため、環境影響については審査が必要であり、

環境アセスメント書（IEE）は提出する必要があるとの見解であった。 
 

６－３ IEE レベルの環境社会配慮実施調査結果 

６－３－１ 社会環境 
既設のアイメリーク発電所の整地済みの土地での増設工事であり、新規の用地買収、住戸の

移転はないため、社会環境への影響は皆無である。工事にあたっては、ディーゼル発電機等の

重量物は船舶により発電所の専用埠頭に輸送する計画であり、工事車両による陸上交通への影

響も最小限になる計画となっている。 
 

６－３－２ 自然環境及び公害 
既設のアイメリーク発電所の整地済みの土地での増設工事であり、自然環境への影響はない。

発電所の運転に伴い硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじんの排出、騒音等が生じるが、発電所の

規模が 10MW と小規模であること、発電所周辺の人家との距離が離れていることから周辺の生

活環境に深刻な環境影響を生じさせることはないと考えられる。 
 

６－４ 環境社会配慮調査のスクリーニング（案）及びスコーピング結果 

６－４－１ スクリーニング結果とその理由 
要請段階では、暫定的にカテゴリ B と位置づけられていたため、本調査結果に基づきスクリ

ーニングを行い、カテゴリを再検討した。 
 
本要請内容は、以下のとおりである。 

（１）アイメリーク発電所構内に 5MW のディーゼル発電機 2 基（合計出力 10MW）を新設す

る。 
 
（２）5 MW のディーゼル発電機 2 基を収容する発電所建屋を建設する。 
 
（３）既設の発電所専用埠頭から発電所建屋までの資機材搬入道路をディーゼル発電機等の重

量物の搬入に支障がないように路面整備を行う。 
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この要請内容に係る環境影響については、発電機の新設は既設のアイメリーク発電所構内で

行われるため、新規の用地取得がないために住民移転の発生がないこと、大気汚染、騒音振動

等の汚染対策についても発電機の規模が 5 MW 発電機 2 基と小規模であり、適切な対策を講じ

ることにより周辺環境に大きな影響を与える恐れが小さいと考えられることから、スクリーニ

ング結果は、カテゴリ B に分類する。 
 

６－４－２ スコーピング結果 
本調査の結果を踏まえたスコーピング結果を表６－１に示す。なお、要請案件の発電所建屋

の位置については 3 案があるが、このうち経済性、運転開始後の運転・維持管理、環境保全の

面からみて実現可能性が高いと考えられる候補地― 1 及び候補地― 2（いずれも既設アイメリ

ーク発電所構内）を対象にスコーピングを行った。候補地―３の環境社会影響については、マ

スタープラン調査のプレ F/S において評価検討が行われている。 
 

表６－１ スコーピング・チェックリスト 

  環境項目 評定 影響の内容及び程度 
1 非自発的住民移転等

人口移動 
D 既設発電所構内に建設する計画であり、新規の土地取得、住

民移転はない。 
2 雇用や生計手段等の

地域経済 
E 発電所の工事段階では雇用の創出という正の影響が見込ま

れる。 
3 土地利用や地域資源

利用 
D 既設発電所構内に建設する計画であり、土地利用、地域資源

利用への影響はない。 
4 社会関係資本や地域

の意思決定機関等社

会組織 

E 本プロジェクトは、安定した電力供給に貢献することから、

社会や地域に対して正の影響をもたらす。 

5 既存の社会インフラ

や社会サービス 
E 本プロジェクトは、保健施設、行政施設、学校に対する安定

した電力供給に貢献することから、社会サービスに対して正

の影響をもたらす。 
6 貧困層や先住民族な

ど社会的に脆弱なグ

ループ 

D 既設発電所構内に建設する計画であり、社会的に脆弱なグル

ープに影響を及ぼすことはない。 

7 被害と便益の分配や

開発プロセスにおけ

る公平性 

E 本プロジェクトは、安定した電力供給に貢献することから、

すべての電力利用者に正の影響をもたらす。 

8 ジェンダー E 電力供給の安定化により、女性の家事労働の負担軽減が予想

される。 
9 子どもの権利 E 電力供給の安定化により、教育環境に正の影響をもたらす。

10 文化遺産 D 本プロジェクトの対象地域に文化遺産は存在しない。 
11 地域における利害の

対立 
D プロジェクトによる利益は、地域全体にもたらされるもので

あるため、利害の偏在による対立を生むことはない。 
12 公衆衛生 E 保健施設や行政施設に対する電力供給の安定化は、医療や衛

生への正の影響をもたらす。 
13 HIV/AIDS 等の感染

症 
E 保健施設や行政施設に対する電力供給の安定化は、感染症の

拡大防止に正の影響をもたらす。 

社
会
環
境 

14 水利用・水利権 D プロジェクトエリアには、主要な河川や水域はなく、水利用

に与える影響は想定されない。 
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15 事故の増加 E 電力供給の安定化により、街路灯等の照明の改善等事故の防

止に正の影響をもたらす。 
16 地球温暖化 E 既設のアイメリーク発電所の発電機と比較して発電効率が

高いため、発電電力量当たりの二酸化炭素排出量は減少す

る。 
17 生態系及び生物相 D 既設発電所構内に建設する計画であり、生態系及び生物相に

与える影響は皆無である。 
18 特徴的な地形・地質 D 既設発電所構内に建設する計画であり、地形、地質に与える

影響は皆無である。 
19 土壌流亡 D 工事に伴い土壌流出の可能性があるが、適切な対策を講じる

ことにより流出を防止することが可能である。 
20 地下水 D 地下水の取水は計画しておらず、工事においても、深い場所

の掘削等地下水に影響を及ぼすような活動はない。 
21 水文状況 D 既設発電所構内に建設する計画であり、周辺の水文に与える

影響は皆無である。 
22 沿岸水域（マングロ

ーブ林等） 
D 既設発電所構内に建設する計画であり、沿岸水域に与える影

響は皆無である。工事中の土砂流出防止対策を行うことによ

り、工事中の影響も回避可能である。 
23 気象 D 既設発電所構内に建設する計画であり、大規模な地形改変や

森林伐採を含まないため、気象に与える影響は想定されな

い。 

自
然
環
境 

24 景観 D 既設発電所構内に建設する計画であり、景観に与える影響は

皆無である。 
25 大気汚染 B 硫黄酸化物、窒素酸化物等の排出量は増加するが、発電所の

規模が 10MW と小規模であるため、周辺の大気環境に与え

る影響は小さい。 
26 水質汚染 D 新規の燃料施設の建設はないこと、発電所の運転にあたって

は油流出防止対策を講じるため、周辺水域の水質汚染に与え

る恐れは小さい。 
27 

 
土壌汚染 D 新規の燃料施設の建設はないこと、発電所の運転にあたって

は油流出防止対策を講じるため、土壌汚染を生じる恐れは小

さい。 
28 廃棄物 D 発電所の運転に伴う廃油は発電所構内にある廃油タンクに

貯蔵され、外部への持ち出しはない。 
29 騒音・振動 B 発電機冷却設備等から騒音・振動が発生する。発電機建屋の

場所選定等にあたり、周辺住民への騒音・振動の影響に配慮

することにより、影響を小さくすることができる。 
30 地盤沈下 D 地盤沈下を引き起こすような活動は想定されない。 
31 悪臭 D 悪臭を発生させるような活動は想定されない 

公
害 

32 河川・湖沼・海洋の

底質 
D 運転開始後は河川・湖沼・海洋の底質に影響を与えるような

活動は想定されない。工事中の土砂流出対策を行うことによ

り、工事中の海洋の低質への影響も回避可能である。 
評価：A（重大な望ましくない影響が想定される）、B（A と比較して小さい影響が想定される）C（影響の程度は現時点では

不明）、D（望ましくない影響はほとんどないと想定される）、E（プロジェクトによる望ましい影響が想定される） 
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第７章 結論と提言 
 
７－１ 結 論 

７－１－１ 本プロジェクトの妥当性・必要性及び緊急性 
PPUC の発電機の供給力は老朽化が進んでおり、現在は本来スタンバイ電源として利用する高

速機も常用電源として利用している。今後、5 ヵ年程度を見通すと、常用電源として利用可能な

電源は三菱重工製の 2 台（合計実効出力：5.27MW）のみであり（スタンバイ電源として利用可

能な電源は Caterpillar 2 台及び Wartsila1 号機（合計実効出力 4MW））、常用電源の補充が必要不

可欠な状況である。このような脆弱な供給力を改善するため、現在、新潟原動機製の中古発電機

（5MW、2 台）を調達済みであり、遅くとも 2011 年夏ごろまでにはマラカル発電所構内で運転

開始するものと見込まれる。この結果、常用電源は三菱重工製発電機を含めて 15MW 程度に回

復するが、定期点検及び需要の回復傾向を考慮すると需要に対して供給力は依然として不足した

状態にあり、我が国に要請があった 10MW の電源の増設は電力の安定供給のために必要不可欠

である。 
 
７－１－２ 協力規模の妥当性 
（１）PPUC の最大電力需要は最大で 16.5MW に達したが、石油価格の上昇に伴う電気料金の

高騰などで一時大幅に低下した。しかし現在やや回復傾向にあり、12MW 程度となってい

る。今後電力需要は徐々に増加し、PPUC の最大電力需要は過去最高の 16MW 程度には回

復する可能性が高いものと考えられる。 
 
マラカル発電所では三菱 12、13 号機だけが常用発電機として稼動しており、常用電力

供給能力は約 5MW。アイメリーク発電所では老朽化した Pielstick 2、3、4、5 号機の 4 基

の発電機を順次修理し、調整しながら交互に運転しており、現在の常用電力供給能力は

6MW 程度である。 
 
PPUC は電力の供給力不足を補うため、本来非常用発電機として使用されるべき

Caterpillar 1、2 号機を常用機としておおむね常時運転し、辛うじて現在の約 12MW 電力需

要に応えているが、想定外の故障による発電機停止に対してはほとんど対応できない。 
 
PPUC は常用発電機の電力供給能力を確保するために自助努力により資金を調達し、急

遽新潟原動機製中古発電機の 2 基を購入し、マラカル発電所に据え付けている。しかし、

主力常用発電機であるアイメリーク発電所の Pielstick 型 4 基の発電機は運転開始からすで

に 25 年を経過したことで老朽化が進み、故障が頻発している。燃料経済性が悪く、しか

も数日ごとに故障停止するため修理工事に追われている。そのうえオーバーホール費用が

急増しているため、アイメリーク発電所の Pielstick 型 4 基の発電機は、経済性に優れた新

型の発電機に早急に更新すべき状態にある。 
 

したがって、PPUC はアイメリーク発電所にディーゼル油焚き中速ディーゼル発電設備

を設置し、その協力の規模は 5 MW×2 基とすることが妥当と考える。 
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（２）新発電所には 5 MW ディーゼル発電機を 2 基設置するのみで今後の電力需給面からみて

設備の増設は必要ないことから、新発電所の発電所建屋としては、建設コストを低減さ

せるうえから、5 MW ディーゼル発電機 2 基とその関連補機を設置できるだけの最小限

の施設とすること、及びアイメリーク発電所全体の運用管理面からみて、既設設備と新

設設備の運転制御室を近接させることが妥当である。 
 
７－１－３ 結 論 

PPUCアイメリーク発電所に 5 MW×2基のディーゼル油焚き中速ディーゼル発電設備及び関

連設備機材を設置し、ディーゼル発電建屋を建設することに協力することは妥当と考えられる。

その理由は以下のとおりである。 
 

（１）PPUC の最大電力需要は、現在は 12MW 程度であるが今後電力需要は徐々に増加し、PPUC
の最大電力需要は過去最高の 16MW 程度には回復する見込みである。 

 
（２）PPUC の常用発電機はマラカル発電所の三菱 12、13 号機及びアイメリーク発電所の

Pielstick 2、3、4、5 号機の 4 基のみであり、電力の供給力不足を補うため本来非常用発電

機として使用されるべき Caterpillar 1、2 号機を常用機として運転しているが、想定外の故

障による発電機停止に対してはほとんど対応できない。 
 
（３）PPUC は、資金を調達して急遽新潟原動機製中古発電機の 2 基を購入し、マラカル発電

所に据え付ける努力をしている。主力常用発電機のアイメリーク発電所の Pielstick 型 4 基

の発電機は老朽化が進み、故障が頻発している。経済性に優れた新型の発電機に早急に更

新すべき状態ある。 
 
（４）新発電所は 5 MW ディーゼル発電機を 2 基設置するのみで、今後の電力需給面からみて

設備の増設は必要ない。新発電所の建屋として、建設コストを低減させるうえから、5 MW
ディーゼル発電機 2 基とその関連補機を設置できるだけの最小限の施設とする。 

 
７－２ 提 言 

７－２－１ 案件の実施に関する留意事項 
（１）パラオは明らかに電力供給力不足である。主力発電所のアイメリーク発電所の Pielstick

発電機が老朽化し、故障が頻発している状況にある。燃料経済性も悪化しているため早急

に更新すべき状態にある。可及的速やかに 5 MW×2 基ディーゼル油焚き中速ディーゼル

発電設備設置の協力を実現すべきである。 
 
（２）新アイメリーク発電所の運用維持管理においては、発電機の運転中に故障すれば修理作

業を行うという従来の手法から、いわゆる予防保全を行うことが今後の課題となる。 
予防保全実施のために運転維持管理の諸計画を立て、状況判断、決定、実施の指示、確

認を正しく行う知識、経験、判断、指導能力を備えた運転維持管理技術者を確保する必要

がある。 
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（３）極めて複雑な発電所のシステム運用・管理にあたっては、エンジニアだけではなく管理

者も含めできるだけ多くの要員が系統だった技術的知識をもち、ある程度理論を理解して

おくことが重要である。したがって管理者、エンジニア、テクニシャン、運転員を対象に、

一定期間の座学講義を行うソフトコンポーネントは効果的であると考えられる。 
 

７－３ 基本設計調査に関して考慮すべき事項等 

７－３－１ 電力計画 
PPUC は現在、アイライ発電所に新潟原動機製の 5 MW ディーゼル発電機 2 基を建設中であ

る。このディーゼル発電機工事の進捗状況（運転状況を含む）を確認し、その結果を本件要請

案件の基本設計調査に反映することが望ましい。 
 
７－３－２ 電力施設計画 
（１）アイメリーク発電所内に建設する新アイメリーク発電所の建設地として、候補地－ 1 ま

たは候補地― 2 について、基本設計段階でより詳細な調査及び概略設計を行い、経済性、

環境、運転維持管理等全体を評価し最適地を選定する。 
 
（２）新アイメリーク発電所に据え付けるディーゼルエンジン、発電機、ラジエーターなどの

大型重量物はパラオ港でバージに積み替えられ、アイメリーク発電所の既設の揚油埠頭に

陸揚げされ、サイトまで陸送道路を使用する。基本設計調査において水深調査、バージの

輸送法など輸送業務専門家による詳細調査を行い、陸送道路の地盤強度及び道路補修方法

などについて専門家による詳細調査を行う必要がある。 
 
（３）新発電設備建設候補地につき、地盤強度、地下水位、排水路等の調査が必要である。 
 
（４）新発電所として既設発電棟を延長改造する候補地― 2 を採用する場合は、以下の検討を

行う。 
①既設発電棟の改造、資材搬入路、作業スペース 
②既設 Pielstick 発電機基礎の改造 
③既設天井走行クレーンが新発電設備用に使用できる走行ガーダーの延長 
④既設の燃料油ドレンの再処理装置とディーゼル油タンクの撤去と移設 

 
（５）パラオ所掌の陸送道路の補修工事実施フォローが必要である。場合によってはパラオ側

から修理費の支援を求められる可能性もあり、予算措置が必要と考えられる。 
 
（６）輸入税関手続き、乙中業者、大物輸送方法の確認が必要である。 
 
（７）現地下請け業者、監督、作業者の実力の見極めが必要である。 
 
（８）大型建設機械、重量物輸送車の調査が必要である。 
 



－ 67 － 

（９）現地調達品の有無、価格、納期などの調査が必要である。 
 
（10）新設発電機を既設発電所構内の 13.8kV 母線と開閉設備を構成する配電盤へ接続するため

の主回路、及び開閉設備の増設の調査が必要である。特に必要とされる設備仕様条件のほか、

新発電機設置場所及び既設の開閉設備・発電機を将来撤去することも考慮した、適切な開閉

設備位置・接続方法や主回路の種類・敷設ルートの調査が必要である。 
 

７－３－３ 環境社会配慮 
新設発電所はアイメリーク発電所の敷地内に建設される計画であり、燃料施設及び送変電設

備の新増設はない。このため環境影響は小さいものと予想されるが、現在のアイメリーク発電

所について長年にわたり地元住民から騒音等について苦情が出されている。発電所の建設に伴

う騒音・振動の発生については十分な予測評価を行い、EQPB と協議のうえ必要に応じて地元

住民に対して説明を行うことが必要と考えられる。新発電所の発電所建屋の位置について 3 つ

の候補地があることから、候補地の比較検討にあたっては建設コスト等に加えて環境影響を軽

減する観点からも比較検討を行う必要がある。発電所周辺はマングローブ林となっており、周

辺の海域にはサンゴが生息することから、工事中の土砂等流出防止対策についても万全を期す

る必要がある。 
 

７－３－４ 基本設計調査団の構成案 
基本設計調査団の団員としては、次のような構成が適切と考えられる。 

①発電設備計画（ディーゼル発電） 
②発電電気設備計画 
③建築計画／自然条件調査（地形測量・地質調査） 
④環境社会配慮 
⑤資機材輸送計画 
⑥施工・調達計画／積算 
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１．JICA パラオ支所 

（1）日時：平成 22 年 10 月 18 日（月）9 時～ 9 時 45 分 

（2）場所：JICA パラオ支所 

（3）面談者：JICA 臼井パラオ支所長 

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員 

（5）内容 
①PPUC の Uyehara 社長はあと 1 年で退任する意向である。（家業に専念したい意向） 
②米国との間で COMPACT 協定の延長が決まった。2023 年までに 250 百万ドルの財政支援

が行われる。今回の延長では、米国は単年度の予算執行について合同監視委員会を設け

てチェックを行うことにしている。 
③駐パラオ日本国大使は、今回の無償要請について、マスタープラン調査との関係（なぜ

マスタープラン通りでないか）を気にしている。 
④パラオ支所の案件は、さんご礁プロジェクトフェーズ 2（2012 年終了予定。その後、科

学技術協力を予定）、廃棄物処理プロジェクト（11 月ごろに R/D 予定。太平洋の 14 ヵ国

が対象で広域型技プロを予定。サモア中心）、インフラ協力（現在、大矢専門家を派遣

して人材育成を実施中。フォローアップで三菱重工製の発電機のオーバーホール用スペ

アパーツを供給。2 週間前に大統領と大使が出席して引き渡し式を実施）の 3 分野であ

る。 
（6）入手資料 

・新聞記事「New PPUC Generator」TIA BELAU, 2010.10.18 
・新聞記事「Japan donates spare parts for M13 power generator」Island times, 2010.10.8 
・新聞記事「Power plants handed over to PPUC to help repair generators」Palau Horizon, 

2010.10.8 
 
２．PPUC・CEO/GM 

（1）日時：平成 22 年 10 月 18 日（月）10:00～11:00、15：00～16：00 

（2）場所：PPUC Uyehara 氏執務室 

（3）面談者：PPUC CEO 兼 GM Mr. Kenneth Uyehara、 
JICA 大矢専門家 

（4）調査団：湯本、松村、杉原（記）、JICA 臼井支所長 

（5）内容 
JICA 調査団は、2008 年に実施された「パラオ共和国電力供給改善マスタープラン」の

内容に対する PPUC からの要請内容の確認、PPUC の現状等について以下のとおり聴取し

た。 
①マスタープラン（以下 M/P）作成以降の状況の変化 

PPUC は 2009 年 6 ～ 7 月頃に JICA 産業開発部上石氏、寺崎氏と面談した際、本 M/P
による無償資金援助プロジェクトの進捗状況についての情報を得た。そこで、PPUC は

当該プロジェクトがパラオの喫緊の供給力不足の対応として間に合わないと判断し、自

社資金で新潟原動機製の中古の発電機（ 5 MW×2）を購入することとした。その設置場

所としては、系統内需要の 8 割を占めるコロール州内に設置することが送電ロス低減の

２．詳細協議議事録 
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観点から有効であるので、マラカル PS 構内とした。契約では年内引き渡し予定である

が、PPUC は来年 2 月頃に遅延する予定と考えている（実際にはそれも困難で、来年夏

頃になるものと見られる）。 
②パラオのエネルギー政策 

新大統領就任後発表されたエネルギー政策では、電力供給の 20％を再生可能エネルギ

ーによるものとする目標が掲げられた。それに対応し、現在は 3 地点の水力電源開発

（2 MW、1MW×2 個所）および太陽光発電開発を検討している。また、ディーゼルエ

ンジン用燃料として、ジャトロファ種子を原料とするバイオ燃料の導入も検討中であ

る。社内に再生可能エネルギー担当部署を設置し 5 名を配員した。現在は主に太陽電池

関連の業務を行っている。 
③発電機設置要請内容について 

以上より、当初 M/P に検討された新アイメリーク PS の 2013～2014 年に運転開始を予

定していた 4 台のうち、2 台は既述の中古発電機で代替し、5MW×2 台については、老

朽化が進んでいる既存のアイメリーク PS の 4 台の発電機の取替えが必要と考え、以前

のとおり、引き続き日本へ要請する。その後の 2 台（2019 年運転開始予定）については、

再生可能エネルギー発電導入等の政策にかんがみ、当面は必要ないと判断している。 
また、バベルダオブ島には、現在北端と新首都あたりにホテルの新設が計画され、需

要の増加が見込まれており、アイメリーク PS へのこの電源新設が有効と考えられてい

る。 
M/P では C 重油型エンジンを提案していたが、5MW×2 台しか新設しないとすると、

大掛かりな燃料調達や付帯設備のスケールメリットがないこと、また、既存の燃料設備

が流用できることからディーゼルエンジンを指向している。 
また、アイメリーク PS の既設建屋は修繕を繰り返してきたが、もはや使用には限界

と考えられる。発電機 2 台分の建屋新設が望まれる。新設用地は現在政府所有の土地で

あり、既に譲渡依頼を申請している。今年中に譲渡されると考えている。 
④老朽送変電設備の取替えについて 

老朽化した送変電設備の取替えについては既に計画し、ケーブル接続点の開閉器の取

替えを進めている。現在は、バベルダオブ島西海岸 COMPACT 道路沿いの送変電設備の

老朽による取替えを PPUC の自社資金にて進めている。基本的に設備仕様は既存と同じ

ものとしており、M/P 作成時点の系統からの変更点はない。 
また、COMPACT 援助資金 900 万ドルで、バベルダオブ島東海岸送変電設備整備（East 

coast backbone system）を進めることにしている。コクサイ SS から新首都までの配電線

昇圧も計画している。これらは、前述の 2 件のホテル新設計画への対応からも必要と考

えている。これら老朽による取替えは不可避なものと考えているがその資金準備も必要

であり、持続的な運営のためには、後述のロス低減対策等の発電コスト抑制戦略によっ

て捻出する計画である。 
⑤送変電設備の増強について 

アイメリーク PS からコロール SS に向けての供給信頼度向上のための 2 回線化につい

て、M/P では、経済面、環境影響面を考慮し、海底ケーブル案ではなく、既存送電線と

一部並走するルートの架空送電線を提案していたが、並走ルート周辺での火事等による

2 回線同時停電が心配されるので、PPUC としては海底ケーブル案を指向している。将

来、自社資金等で実施する予定である。 
⑥需要予測について 
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需要電力量予測については、大統領政策との整合性のある予測を行うことが困難なた

め、M/P 以降更新していない。しかし、内部では、「今後 5 年間の伸び率は 0％、20 年間

の伸び率は 1％／年、20 年後までに 20％の増加」と予測している。その理由の 1 つとし

ては、近年は人口、観光客、経済のいずれも増加していないこと、2 つめは、現在省エ

ネ推進目標（2020 年までに 30％の省エネを実現）により後の伸びが抑制されるためで

ある。 
⑦CO2 排出削減対策 

CO2 排出削減対策としては、送電ロス低減、発電機燃費改善等を検討、実施している。

現在 12％ある送電ロスの改善は CO2 排出削減面からも経営面からも重要である。送電

ロス低減対策としては、キャパシター設置による力率改善、配電線の送電線への昇圧な

どを考えている。また、これによって浮かした燃料費を輸送設備取替え、予備品購入等

に当てることもできる。 
発電機燃費改善については、古くて効率の悪いエンジンを取り替えて、効率を改善す

ることが有効である。現在の三菱重工製発電機は 14kWh/gallon 程度であるが、この度導

入する新潟原動機製の発電機は 16kWh/gallon を期待している。 
⑧省エネルギー対策 

M/P にて推奨した内容その他を、PPUC は実施している。 
家庭用屋根屋上への太陽電池設置については、自己消費範囲内に限定して電力買取り

（ネットメータリング）を実施している。太陽熱給湯設備設置については、50％を補助

し、残りの 50％分のソフトローンが用意されている（イタリアからの資金援助を National 
Development Bank が実施）。 

省エネタイプへの蛍光灯への取替えに補助金を出している。既に大規模ホテル等で適

用済みである。 
⑨経営状態について 

現在、電気代は燃料費により 3 ヵ月ごとに見直すシステムとしているが、最近は燃料

費が下がり、運営資金に余裕ができている。以前は 5～7 百万ドル／年の赤字であった

が、今年 9 月までの１年間の経営実績の速報では、全社で 20 万ドルの赤字（そのうち

90 万ドルの赤字が独立系統の 3 島（カヤンケル島、ペリリュー島、アウンガル島）によ

るもの）となり、収益状態は改善している。ただし、Uyehara 氏は、さらに費用を回収

できる電気料金への改定を現在役員会へ申請している。 
⑩人材育成について 

発電部門については、パラオ人の機械技術者はおらず、フィリピン人機械技術者を 1
名雇用していたが最近退職した。また、パラオ人土木技術者が 2 名いる。当面はフィリ

ピンから 2 名の機械技術者を雇用する予定でいる。将来的にはパラオ人の技術者を養成

するため、スカラシップ制度を設け、現在 1 名が台湾にて勉強中である。また、もう 1
名も米国へ送る予定である。送変電部門技術者については問題ない状態である。 

⑪系統連系ガイドラインについて 
系統連系ガイドラインについては、米国の National Energy Committee (NEC)による米

国の管理基準の適用を検討中である。 
⑫停電頻度について 

最近の停電は昨年に 1 回、2 ヵ月前に 1 回あった。2 ヵ月前のものは、開閉器の故障

によるもので、復旧に 7 時間を要した。 
⑬Emergency status について 
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現在の発電能力は約 20MW のところ、最大需要が 16MW であり、4MW の余裕がある

（現在は１台が点検中で 2MW の予備力）。このため、Emergency status の発令はしてい

ない。 
⑭今後の調査予定について 

Uyehara 氏に調査希望を伝え、以下のとおり日程を調整した。 
10/19（火） 8:30 発電部門 Lorenzo Mamis, Manager, Power generation division 
         発電設備状況及びマラカル PS 設備調査 

午後 送変電部門 James Mengeolt, Manager, Power division  
10/20（水） 8:30 財務部門  Jacqueline Alexander, Chief financial officer 

午後 アイメリーク PS 設備調査 
（6）入手資料 

・Status/Questionnaire Report – 2008-2010  JICA Study Team (PPUC) 
・Hydropower potential assessment Babeldaob Main Island 
（Nov. 2005, PPUC: JICA 支所経由） 

 
３．PPUC マラカル発電所調査結果 

（1）日時：平成 22 年 10 月 19 日（火）8：20～11：00 

（2）場所：PPUC マラカル発電所 

（3）面談者： 
PPUC: Power generation Division: Manager, Mr. Lorenzo B. Mamis 
      Malakal Power Plant: Superintendent, Mr. Jack Ngiraked 
      JICA 大矢専門家 

（4）JICA 調査団：湯本、杉原、松村（記） 

（5）調査結果 
①三菱 12 号機及び 13 号機の状況 

ア）12 号機はクランクピン削成工事を 2010 年 2 月に実施した。工事業者はシンガポー

ルの Golten 社で No.3 クランクピンを 2mm、No.4 クランクピンを 12mm 削成した。

また、13号機も 2009年 9月にクランクピン削成工事を Golten社とフィリピンの Meclon
社が実施しており、No.5 クランクピンを 4mm、No.6 クランクピンを 8mm 削成して

いる。また、12 及び 13 号機両機の老朽化したラジエーターは新品に交換されている。

イ）これらの工事後両機は約 80％出力で当面安定して運転されてきたが、このほど JICA
フォローアップ協力によりスペアパーツが供給されたことにより、2010 年 10 月 11 日

から、7,500 時間経過時の定期オーバーホール工事が開始された。工事期間は 1 ヵ月

を予定している。 
ウ）現在、全シリンダのシリンダカバー開放検査、吸排気弁開放手入れ、燃料弁抜き出

し手入れ、ピストン抜き、クランクピン軸受け開放検査、ピュリファイヤー開放手入

れ等、工事の最中である。 
②Wartsila 1、2、3 号機の状況 

ア）3 台のうち運転可能なものは、1 号機だけであり 2、3 号機はいずれもクランクケー

スの足出しの大事故により運転不能となっている。 
イ）1 号機は定格出力 2MW、常用出力 1.7MW であるが、出力を 1MW に押さえスタン

バイとして運用している。 



 

－ 89 － 

ウ）2 号機の足出し事故は 2006 年 5 月に発生し、3 号機は 2010 年 3 月に発生した。3 号

機は 2006 年にクランク軸を交換している。 
エ）PPUC は 2 号機、3 号機の再生を諦め撤去することにしている。 

③Caterpillar 1、2 号機の状況 
ア）現在 2 号機は冷却水ポンプ故障で交換部品待ちのため停止しており、1 号機だけが

運転中である。 
イ）定格出力は 1.83MW であるが、常用出力の 1.6MW 程度で連続運転している。 

④Alco 9 号機の状況 
ア）老朽化しているが Blackout Start 用として使用している。定格出力は 1.25MW である

が、現在の可能出力は 500～600kW 程度である。 
⑤新設の中古新潟発電機（5MW×2 基）の状況 

ア）発電機の形式は 16V28HLX 型、16 シリンダである。日本企業の工場で約 1,700 時間

運転しただけの中古発電機である。工事契約では 2010 年 10 月末コミッショニングと

なっている。 
イ）据付場所は、既設発電建屋内で Alco 9 号機の隣のスペースである。補機類の設置場

所のため建屋を一部増築する。 
ウ）現在、地盤を掘り込み、コンクリート基礎設置工事を待っているところである。し

かし地盤掘り込み後、地下水が出てきたため基礎工事は停止したままとなっている。

工事再開時期は不明である。コミッショニング見込みの時期も“No idea”であった。 
エ）補機類、冷却塔、変圧器、盤類はすでにマラカル発電所構内に搬入されている。重

量の大きい主機エンジン（約 60 トン）と発電機は現在別船で運送中であり、10 月末

にコロール港着予定である、 
オ）主機エンジンと発電機は基礎上にバネで支えられる共通台板で結合する形式ではな

く、それぞれを基礎に直接固定的に結合する形式である。 
カ）冷却水冷却方式はラジエーターではなく冷却塔方式で新品が搬入されている。 
キ）変圧器は台湾製 13kW、13.8kV/6.6kV の新品である。 

⑥PPUC Power Generation Division（発電部）の組織は Manager が Mr. Lorenzo B. Mamis で
マラカル発電所とアイメリーク発電所を統括しており、マラカル発電所の運転とメンテ

ナンスは Superintendent の Mr. Jack Ngiraked が実質的な責任者である。発電部門のエン

ジニアは現在のところ空席で、PPUC はフィリピンのエンジニアを募集中である。 
⑦運転監視員は 3 シフト制で、１チーム 2 名が 8 時間勤務である。シフト要員は Shift 

Supervisor 2 名を含め 10 名である。メンテナンスチームの Power Plant Mechanics は

Supervisor 1 名を含め 4 名、Power Plant Electrician は 1 名である。フィリピン人は 1 名だ

けであとは全員パラオ人である。 
⑧ディーゼル発電機の燃料は、石油会社のターミナルからタンクローリーで毎日 3 ～ 4 回

輸送している。石油会社にはパイプラインの設置を要請している。 
⑨離島の発電所の燃料は、ペリリュー島には、45 日に 1 回、アンガウル島は 75 日に 1 回、

カヤンゲル島には 6 ヵ月に 1 回のペースで輸送している。 
⑩離島のディーゼル発電機を小型のものにリプレースするときは、マラカルから遠隔監視

制御できるシステムを導入してコストダウンを図る予定である。 
（5）入手資料 

①Personnel Classification of Power generation Division (Malakal) 
②Operation Shift Schedule Year 2010, Malakal Power Plant 
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③Installation Drawings of Niigata 16V28HLX (2×5MW) 
④Malakal power plant daily load report (10/15/10, 10/17/10) 
⑤Malakal power plant annual report for FY2007~FY2009 

 
４．PPUC 送変電部門 

（1）日時：平成 22 年 10 月 19 日（火）13：30～16：00 

（2）場所：PPUC マラカル発電所内会議室 

（3）面談者：PPUC 
（送変電設備主管）Mr. James Mengeolt, Manager, Power distribution 
（系統運用、接続）Mr. Reynante T. Bitas, REE, Manager, System Control Division 
（系統設計）Mr. Tito Cabunagan, Electrical engineer, Engineering Design & Planning （フィリ

ピンの NPC 発電部門等にて 28 年間勤務した経験有。1 年前に PPUC に就職）

（4）調査団：湯本、松村、杉原（記） 

（5）内容 
①送電系統将来計画及びバベルダオブ島東岸送変電設備整備 

COMPACT 道路に沿った東海岸の送電線を約 60km に亘り整備する（すでにアイメリ

ーク PS につながっているアイライ SS から新メレケオク SS をつなぎ、島の北端の

Ngaraard SS まで）。予算は 700 万ドルと見積もられている。 
現在、バベルダオブ島西海岸にコクサイ SS があり、新首都メレケオクまで配電線で

供給しているが、東海岸に新メレケオク SS を設置、コクサイ SS を撤去し、コクサイ

SS の地域には新メレケオク SS からの配電線で供給する計画である。なお、前回の JICA
報告書にあったコクサイ SS～新メレケオク SS 間の配電線を昇圧する案は実施しない。

②新コロール SS 新設とアイメリーク PS～新コロール SS 海底ケーブルルート 
アイメリーク PS からコロール島への送電ルートについては、需要の 8 割が存在する

コロール島への供給信頼度向上のため 2 回線化を計画している。既存のアイメリーク PS
～アイライ SS 間の送電線は倒木等で停止する可能性があるためである。そのルートは

既存送電線と並走するルートを避けて、海底ケーブルルートを指向している。その予算

が 150 百万ドルと見積もっているが、自社資金では無理と考えられるので、ドナーを探

している。 
海底ケーブルのコロール側受電端として新コロール SS 新設を計画している。この新

コロール SS には、現在 2 つの PS で行っている全土の電力系統の監視制御が行える系統

制御所を設置したいと考えている。 
（前回 JICA 報告書では新コロール変電所はアイメリーク PS、マラカル PS、アイライ

SS の 3 箇所と接続する提案としていたが、本 PPUC 案はアイメリーク PS からのみの 1
回線受電の案としている） 

③バベルダオブ島西岸送変電設備整備 
バベルダオブ島西海岸の送電線をCOMPACT道路に沿った位置に移設する工事を進め

ている。現在の旧道沿いにある送電線では、保守作業のアクセスが困難であったり、使

用している鋼管電柱が低いことで成長する草木による事故が危惧されたりするため、信

頼性向上のためには背の高いコンクリート柱で新道沿いへ移設することが必要と考え

ている。西海岸送電線整備区間は 50km になる。始めたばかりで、アサヒ SS 周辺の電柱

5 本分の区間がもうすぐ移設を完了するのが最初となる。次にその北側のガラスマオ SS
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への送電線の 17 本分の区間の移設が計画されている。 
この西海岸送電線整備の予算は全体でいくらになるか積算していないが、先に言及し

た送電線 17 本分の区間の移設程度の予算が毎年得られる程度である。 
④予備品整備 

予備品については、どの部品をどの数量確保すべきと取り決めた社内規程があり、そ

れに従って調達、保管している。予算も付けられており問題ない。メーカーが存続して

いない機器の部品が必要になることもあるが、新しい部品からあわせることで問題なく

対応できた。 
⑤送電ロス低減 

現在の総合送電損失率は 18～21％程度である。そのうち 5％が発電所所内ロスとして、

残りの部分には送電ロス、変電所以降のロス、ノンテクニカルロスが含まれるが、具体

的な内訳はここではわからない。特にノンテクニカルロスについては、明日訪問する財

務担当部署に聞いてもらいたい。送電ロスが具体的にいくらであるかここでは明確に返

答できないが、昨日の話に出た 12％であるとしても妥当と考えられる。 
送電ロス低減に効果的と考えられる対策の 1 つは、大きすぎる変電所変圧器の容量を

妥当なものとし、負荷率を高めることである。例えば、現在コクサイ SS には 5MVA の

変圧器があるが需要は 1MVA に満たない。その取り替え作業はすでに開始しているが、

必要な取り替え作業全体でいくらの予算がかかるについては把握していない。 
配電線にキャパシタを設置して力率を改善し、送電ロスを低減する対策については、

バベルダオブ島内系統については完了した。コロール州内系統で一部残件がある。 
⑥停電実績 

停電の頻度は 6 ヵ月に 1 回ぐらい。通常のケースは、倒木や電柱への車の衝突などが

原因で、2～3 フィーダが影響を受けるが、数分で復旧するものである。この 8 月頃には

大きな停電があった。マラカル PS の送電端の開閉器の故障が原因で、マラカル、アイ

メリーク両 PS が停止し、通常利用するマラカル PS の非常用発電機が当該開閉器の故障

のため利用できず、アイメリーク PS 側にある非常用発電機にて復旧した。しかし、そ

の発電機は起動に時間がかかるものであったため、7 時間を要した。 
⑦電力系統監視制御方法 

現在、電力系統の監視制御を行うための SCADA システム（PC 画面での監視操作卓）

は、マラカル PS、アイメリーク PS の 2 箇所に設置している（PC 画面で監視操作するも

の）。通常の有人電気所はマラカル PS かアイメリーク PS であり、常にどちらかが操作

権を持ち監視制御している。遠方操作できるものは、送電線の遮断器（マラカル PS か

アイメリーク PS の送電端にしかない）、及び変電所のフィーダ遮断器である。本日は、

一部通信故障が発生し、バベルダオブ島北部の負荷情報が伝送できない状態であった。

⑧接続ガイドライン 
再生可能エネルギー発電設備の系統接続についての自社内での規程はない。しかし、

現在すでに National Development Bank of Palau などが実施している太陽光発電設備推進

プロェクトがあるので、そこでは何らかの標準的な推奨ガイダンスを参考に行っている

はずである。また、新しく設置された Renewable energy 部門（マラカル PS 内）がそう

したガイダンスについて検討していると思われる。 
⑨運転保守技術レベル 

機器内部の修繕が必要なレベルでない限り、送変電設備の事故復旧は社内の技術者で

行っている。また、点検についても OCB の分界点検程度は自社内技術者で対応できる。
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しかし 2008 年に実施した変圧器のオーバーホールなどの場合は納入メーカーの愛知電

機から専門技術者を手配した。 
⑩人材育成方法 

PPUC 送変電部門（Power distribution）部門では、年に 1 回技術者のトレーニングを行

っている。内容は運転、点検、トラブルシューティング、復旧対応等全般である。基本

的に社内で教育を行っているが、外部組織の American Public Power Association（APPA）

や、Pacific Linemen Training（米国オレゴン本拠地）等の教育カリキュラムを利用するこ

ともある。そうした人材育成プログラムについては PPUC 組織内の Auxiliary Service／
HR 部署が担当している（PPUC 組織図左端）。現在基本的な教育体系は整っていると考

えているが、もし更なる教育カリキュラムを提供してもらえるとすれば、実務経験を積

むことのできる研修を整備したい。 
⑪送変電部門組織 

PPUC 組織内の分担として、Engineering Design & Planning が系統計画、Power 
distribution が送変電設備の運転保守、System Control Division は接続対応、料金回収、違

法接続対応等の業務を分担している。それぞれの部門の Manager 以下は実務を行う技術

者である。 
⑫地中ケーブル運用実績 

PPUC ではアンガウル島等と空港周辺で地中ケーブルを使っているが、空港周辺でも

34.5kV 送電用 200m など短いものである。 
（6）入手資料 

・Palau Public Utilities Corporation Single Line Diagram （現状及び計画） 
 
５．PPUC・CFO（Chief Financial Officer） 

（1）日時：平成 22 年 10 月 20 日 8 時 30 分～9 時 30 分 

（2）場所：PPUC 本社 

（3）面談者：Ms. Jacqueline Alexander, Chief Financial Officer  

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①2008 年度（2007 年 10 月～2008 年 9 月）決算は、営業損失（4.0 百万ドル）に加え、地

元銀行の倒産に伴う特別損失（0.86 百万ドル）及び燃料会社との係争案件の裁判所での

敗訴に伴う特別損失（1.68 百万ドル）等があり、7.2 百万ドルの純損失を計上した。2009
年度は燃料費の低減に伴い営業損失は 3.0 百万ドルに減少し、純損失も 2.7 百万ドルに

減少した。2010 年度については現在集計途中であるが、純損失は 50 万ドル以下に減少

する見込みである。外島での営業損失が 70～80 万ドルあるため、これを考慮するとコ

ロール等本島部の収支はほぼ均衡状態になっている。2010 年度の決算が大幅に改善した

のは、燃料費の低下に加え、燃料費低減に伴う電気料金引き下げを遅らせる等の措置を

講じたためである。なお、燃料費調整は以前は 3 ヵ月ごとであったが、2008 年 7 月から

は 1 ヵ月ごとに調整を行うようにルール変更を行っている。 
②維持管理費については必要な経費は予算計上しているが、キャッシュフロー上の制約か

ら本来適正な水準と比べると低い水準にとどまっている。2010 年度予算の第 3 四半期ま

での執行状況をみると維持管理費は当初予算の 31％しか執行されていない。各担当部署

から上げられている要請、特に恒常的な維持管理項目に対する費用は、年度末に向けて



 

－ 93 － 

役員会で承認される。しかしながら、送電線移設等の特別工事については、本予算枠か

供出する前に何らかの資金援助を探す方向にある。 
③電気料金については、2008 年度は石油価格高騰に伴い 5 回の値上げを行い、前年度比

19％引き上げた。これに対して、2009 年度は 8 回、2010 年度は 2 回の料金改定を行っ

ており、料金水準は石油価格の低減に伴い低下している。電気料金の見直しについては、

2009 年 10～11 月に見直し、調査を実施した。電気料金引き上げに伴う需要減少等によ

りカスタマーベースが 20％縮小していることを考慮して、住宅用電気料金に対する特別

低減料金（内部補助による原価よりも安く設定している電気料金）の適用範囲を 500kWh/
月以下から 50kWh/月以下の需要家に限定することを本年 3 月、9 月の役員会に提案した

がまだ承認されていない。この電気料金改定が認められると、維持管理費について十分

な水準を確保できるようになる。 
④テクニカルロスとノンテクニカルロスの合計は 20％程度である。このうち、発電所の所

内ロスが 6％と見込まれる。ノンテクニカルロスは 8％程度であり、主として街路灯、

違法接続が原因である。街路灯の電気代を支払っているのはコロール州のみである。送

配電ロスを低減するためにキャパシタを設置している。 
⑤政府の未払い電気料金は 5 百万ドルに達している。主要な未払い部門は水道･下水道部

門、空港、病院、政府ビルである。 
⑥COMPACT に基づく米国からの財政支援に関しては、バベルダオブ島の東部機関送電線

整備は対象事業の要件を満たしており、USDA（農務省）に対して同省の地方電化事業

の一部として予算要求している。予算が認められると、プロジェクト完了後に資金が一

括支払われる仕組みとなっている。 
⑦ホテルの建設計画については、Foreign Investment Board に確認すると情報が得られるで

あろう。現在、コロール島とマラカル島の間の小さな島でもホテルを建設中である。ま

た、現在、自家発で電力供給している Palau Pacific Resort（PPR）が PPUC に電力供給を

申し込んできている。また、Palau Royal Resort（PRR、日航ホテル系列）も PPUC から

の電力供給への切り替えを希望している。 
（6）入手資料： 

All PPUC Combined statement of revenues, expenses, and changes in net assets (unaudited) for 
the period ended July 31, 2010 

 
６．PPUC アイメリーク発電所調査結果 

（1）日時：平成 22 年 10 月 20 日（水）14：20～16：30 

（2）場所：PPUC アイメリーク発電所 

（3）面談者：  
PPUC: Power generation Division: Manager, Mr. Lorenzo B. Mamis 
Aimeliik Power Plant: Superintendent, Mr. Antipas Raymond 
JICA 大矢専門家 

（4）JICA 調査団：湯本、杉原（記）、松村（記） 

（5）調査結果 
①Pielstick 2、3、4、5 号機の状況 

ア）Pielstick2～5 号機の 4 基の発電機は 1986 年に設置された。定格出力は各 3.27kW で

あるが、老朽化が進み現状はそれぞれ 2MW 程度以下で運転されている。燃料経済性
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も低下しており、燃料効率は据え付け当時の 13.8 kWh/gal から 11～13kWh/gal 程度に

悪化している。 
イ）各号機についてそれぞれ 4～5 年ごとに実施される定期的オーバーホールの費用が

年を追うごとに増加している。1991～1995 年では平均 100,000 ドル、1995～2002 年で

は平均 120,000 ドル、2004～2007 年は 500,000 ドル以上に急増している。 
ウ）修理記録をみると、各発電機とも故障が頻発しており、数日ごとにどれかの発電機

を停止して修理作業を実施している。現に本調査時においても、第 5 号機 L 側 No.4
シリンダにピストン焼き付き事故が発生したため、急遽発電機を停止しピストン抜き

工事を実施していた。 
エ）Pielstick2～5 号機は老朽化が進み、それぞれ出力を 60％以下に押さえながら慎重に

運転をしているが、燃料経済性が悪くしかも数日ごとに故障停止するため修理工事に

追われ、その上オーバーホール費用が急増している現状である。 
Pielstick2～5 号機は経済性に優れた新型の発電機（5MW×2 基）に更新すべき時期

にきたといえる。 
オ）実際にこれだけの老朽化した発電機を、とにもかくにも動かし続けることは並大抵

ではない。運転記録、補修記録の管理、整理の状況から見ても運転維持管理はかなり

きちんとしている。上記 5 号機のピストン焼き付き事故に対する保守要員の動きはか

なりの熟練度に見て取れた。しかし、新設発電機導入時には管理者及び運転保守要員

に対して、系統だったエンジン基礎理論と新設発電機の維持管理上の特性についてし

っかり指導する必要がある。 
②新設発電設備（5MW×2 基）設置場所の調査 

ア）マスタープランでは新設発電設備をアイメリーク発電所燃料タンクの上側の C 地区

を想定したが、新設発電設備は 5MW×2 基のみであり、設置場所の広さは 20m×60m
（発電棟及びラジエーターなど室外機器用スペース）と想定できるので、上記 C 地区

以外に経済性と利便性に優れたさらに効果的な設置場所を選定すべく調査した。 
イ）候補地－１：燃料タンク下側（マスタープランの A 地区） 

緩やかな斜面を切り土で整地して、発電棟を新設する。設置場所広さの 20m×60m
を確保でき、既設道路に接しており、地盤整地工事も容易であることから経済的であ

り最適と考えられる。 
ウ）候補地－２：既設発電棟の Pielstick２号機に隣接して設置。 

発電棟の一部を増改築して現在使用されていない Pielstick1 号機用のスペースとそ

れに隣接するメンテナンススペースを使用する。 
エ）候補地－３：燃料タンク上側（マスタープランの C 地区） 

土地広さは十分であるため、将来発電を拡張する場合を想定すればこれが最適であ

る。しかし斜面は大きく、切り土の工事量が多く取り付け道路工事も必要である。設

備拡張がない場合は不経済である。 
③新設発電設備（5MW×2 基）輸送方法の調査 

ア）約 60 トンの発電機を陸揚げできるのはコロール港のみであるが、コロール港から

アイメリーク発電所に陸送する場合、途中マラカル橋を渡ることになり、事実上陸送

は不可能である。 
イ）アイメリーク発電所の既設 Pielstick エンジンの据え付け時は、コロール港で発電機

を輸送船からバージに乗せたトレーラー上に降ろし、バージを曳航してアイメリーク

発電所の燃料陸揚げジェッティに接岸させ、そのままトレーラーを陸揚げしてサイト
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に陸送した。バージ輸送はフィリピン業者が実施したとのこと。 
ウ）今回上記アイメリーク発電所の燃料陸揚げジェッティと陸送道路を調査したが、ジ

ェッティにはバージからトレーラーを陸揚げできる斜面もあり、また陸送道路は傾斜

も少なく上記方式を踏襲することは可能と判断できる。ただし実施に当たっては水深

調査、バージの輸送法など詳細調査を行う。 
④新設発電設備（5MW×2 基）についての PPUC 運転維持管理体制 

ア）PPUC2009 年度財務分析によれば、2007 年には台湾のソフトローン 7 百万ドルによ

り、2 基の Caterpillar 発電機（合計出力 4MW）を購入しており、2009 年度にはアイメ

リーク発電所の Pielstick 発電機 2 基のリハビリテーション及びマラカル発電所の三菱

発電機のラジェーター更新に 2.4MW ドルを支出している。このように PPUC は発電

設備の増強やリハビリテーションのためにソフトローンや自己資金支出など、それな

りに自ら資金確保努力を続けている。 
イ）運転維持管理の技術面についてみれば、アイメリーク発電所及びマラカル発電所の

メンテナンス要員は、長年に亘り三菱、Pielstick、Wartsila、Caterpillar など多種エンジ

ンの実務経験を積んでおり、自己流ながらもかなりの熟練した技能を有している。 
ウ）新設発電機導入時には管理者及び運転保守要員に対して、系統だったエンジン基礎

理論と新設発電機の維持管理上の特性についてきちんと指導することにより、新型発

電機について正しい維持管理が実施されると期待される。 
エ）運転維持管理技術者については、当面はフィリピン人機械技術者を雇用することで

凌いでいるが、将来に向けてパラオ人の技術者を養成することにしており、スカラシ

ップ制度を設け、現在 1 名が台湾にて勉強中である。また、もう 1 名も米国へ送る予

定である。 
⑤電力系統監視制御方法 

SCADA で遠方操作できるものは、送電線の遮断器（マラカル PS かアイメリーク PS
の送電端にしかない）、及び変電所のフィーダ遮断器である。操作できる電力設備はマ

ラカル PS、アイメリーク PS、アイライ SS、コクサイ SS（リクローザ）、アサヒ SS（リ

クローザ）までで、それ以遠の SS については、電話と無線を用いながらの有人操作と

なる（後日の現地調査でガラドマウ SS にもリクローザがあることを確認した）。 
⑥アイメリーク PS 構内変電所での最近の設備事故 

1～2 年前に発生した事故がある。主要変圧器の高圧側とそれが接続された遮断器のブ

ッシングが表面リークにより欠けたため新品と取り替えている。その原因はブッシング

ひだの下面に付着したコケと考えられる（変電所の保守実施内容の詳細は  Power 
distribution 部門の James 氏に確認する予定）。また、そのほかの故障事例として主要変

圧器のタップが自動で動かなくなり、手動で行ったことがあった。 
⑦アイメリーク PS 構内変電所 

設備は 1986 年製で、変圧器は愛知電機製、油遮断器、PT は井上電機製作所製など。

機器自体の状態は悪いものではなく、まだ使用可能な年数である。いくらかの碍子のひ

だの下面周囲にコケが付着しているものがあるので、設備停止点検を計画的に実施し、

十分に手入れすることが望まれる。 
（6）入手資料 

①Employee Listing-Aimeliik Power Plant 
②Shift Schedule Oct 17th –Oct 23rd, Year 2010,Aimeliik Power Plant 
③Daily Production Report 
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④APP Daily Maintenance Report, Monthly Mechanical and Electrical Report 
⑤Pielstick Engine Overhauls History 

 
７．FIB（Foreign Investment Board） 

（1）日時：平成 22 年 10 月 21 日(木)9 時 00 分～9 時 30 分 

（2）場所：FIB 

（3）面談者：Ms. Encely L. Ngiraiwet 

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①FIB は外国からの投資について審査を行い、許可を発行する機関である。大統領により

任命された 7 人の役員で構成されており、役員の任期は 3 年である。 
②ホテルについては 19 件の外国資本による投資に許可を発行している。うち、9 件は現在

営業中のホテルであり、日系の PPR 及び PRR も含まれる。残りの 10 件のうち、建設中

のホテルはコロールからマラカル島に行く途中にある中国資本のホテル 1 つである。バ

ベルダオブ島のホテル建設については、イタリアと英国資本によるバベルダオブリゾー

トに許可を出している。新首都周辺のホテル計画（台湾資本）については、許可申請は

まだ出されていない。PRR の近くにインドネシア資本の高級ホテルチェーンのアマンホ

テルを建設する計画がある。日本資本がホテルを建設し、アマンが経営する計画である。

このホテル計画は FIB の許可は取得しているが、環境許可をまだ取得していない。また、

FIB に申請は出されていないが、英国資本がペリリュー及びアウンガル島にカジノ等を

含む総合リゾートを建設する計画がある。 
③ホテル以外には外国資本が投資する案件はない。 
④バベルダオブ島にフリートレードゾーンを建設する計画は昔から検討されているが、具

体化はしていない。 
⑤パラオでは憲法により外国人は土地を取得することができないが、99 年までのリース契

約で土地を利用することができる。 

 
８．PPUC 送変電部門 

（1）日時：平成 22 年 10 月 21 日（木）10：00～10：15、15：00～16：45 

（2）場所：PPUC マラカル発電所内執務室、変電所ヤード 

（3）面談者：PPUC 
（輸送設備主管）Mr. James Mengeolt, Manager, Power distribution 
（系統運用､接続）Mr. Reynante T. Bitas, REE, Manager, System Control Division 
（系統設計）Mr. Tito Cabunagan, Electrical engineer,  

Engineering Design & Planning 
（4）調査団：杉原（記） 

（5）内容 
（系統設計）Mr. Tito Cabunagan 10:00～10:15、16:00～16:30 

①単線結線図 
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変電所・発電所別構内構成図等の単線結線図を入手した。バベルダオブ島北部の小変

電所については、送電系統に合わせて記載した簡単なものしかない。 
②マラカル PS 構内変電所 

主な設備は 1994 年製で、また 2000 年製のものもあり、比較的新しく状態は悪くない

（変圧器の防油堤内に水が溜まっていた点は整備したほうがよい）。変圧器は愛知電機

製、ガス遮断器は三菱電機など。 
8 月の全土停電時の様相と、故障設備状況を調査した。原因は非常用 ALCO 発電機の

遮断器 52S2 の発電機側 CT の絶縁抵抗不良により地絡が発生し、保護遮断すべき当該遮

断器がトリップできなかった。その後、マラカル PS～アイメリーク PS 連系送電線へ接

続した昇圧変圧器の送電線側遮断機 52P にて遮断した。アイメリーク PS も全停となっ

たが、マラカル PS 母線が使えないため、非常用 ALCO 発電機も使えず、早期復旧が困

難となった。 
現在 52S2 遮断器は代替品にて仮復旧し、故障品は倉庫にて修理中である。完了すれ

ば、元に戻す。 
 
（系統運用､接続）Mr. Reynante T. Bitas 15:00～16:00 

③アイメリーク PS～マラカル PS 間の送電線送電容量 
アイメリーク PS～マラカル PS 間の送電線の状態、線種、送電容量等を確認した。線

種は 336.4 MCM ACSR。定常最大電流容量は 530A であり、31.67MVA の送電が可能であ

る。今後の電源配置計画は、マラカル PS、アイメリーク PS それぞれに 5MW×2 台が分

散して設置されるため、当該送電線への常時の潮流は十分低い。万一マラカル PS が全

停し、全土の 8 割の需要（最大 16×0.8＝12.8MW 程度）が分布するコロール島へアイメ

リーク PS から供給するとしても、十分送電可能である。 
なお、マラカル PS の運転記録にある“Export”はマラカル PS→アイライ SS→アイメ

リーク PS 間の送電線へ向いて送出する電力のことで、アイライ SS 供給用に送電してい

る。また、マラカル PS～アイライ SS 間の配電線もループ系統となっているが、通常マ

ラカル PS 出口遮断器を開放している。マラカル PS→アイライ SS→アイメリーク PS 間

の送電線、配電線 CAD データを入手した。 
④変電所需要実績 

各変電所の平日、休日の平均的なものと最大の需要実績データの提供を依頼した。後

日受領する予定。 
 
（輸送設備主管）Mr. James Mengeolt 16:30～16:45 

⑤情報提供依頼 
巡視点検実施状況、予備品管理状況、維持管理費用予算、技術研修実施状況等につい

ての情報提供を依頼した。後日受領する予定。 
（6）入手資料 

・単線結線図（変電所・発電所別構内構成図、アイライ周辺配電線、マラカル所内 DC、
アイメリーク所内 AC） 

・詳細単線結線図電子データ（2 枚分） 
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９．MOS 及び MPIIC 大臣 

（1）日時：平成 22 年 10 月 22 日（金）9 時～9 時 30 分 

（2）面談場所：国務省（MOS） 

（3）面談者： 
Victor M. Yano, Minister, Ministry of State 
Jackson R. Ngiraingas, Minister, Ministry of Public Infrastructure, Industries and Commerce 
Gustav N. Aitaro, Director, Bureau of International Trade and Technical Assistance, MOS 

（4）調査団：前田団長、高田、松村、杉原、湯本（記）、JICA 臼井支所長 

（5）内容 
①M/D の署名については、国務大臣、MPIIC 大臣及び PPUC 役員会議長の 3 名が行う。 
②発電所の建設が決まったら、政府は PPUC の要求に応じて政府の土地を PPUC に譲渡す

る。 
③環境影響に関してはパラオ側が責任を持って対処する。 
④2020 年までに再生可能エネルギー20％、省エネルギー30％を目指すエネルギー政策に大

統領が署名した。この目標を実現するためには、既存の電力システムを更新することは

必須の条件である。また、発電効率を高めることも大統領の省エネルギー目標の一部で

ある。再生可能エネルギーは初期投資が高いので、時間をかけて開発を進めることにし

ている。 
⑤現在も PPR 及び PRR は自家発電を使用している。適正な予備力が必要であり、要請し

ている発電機は必要である。マラカル発電所では多様なメーカーの発電機が使用されて

いるが、スペアパーツの確保の観点等からできるだけ機種を揃えたいと考えている。 
 

10．在パラオ日本国大使館 

（1）日時：平成 22 年 10 月 22 日（金）10 時 30 分～11 時 

（2）場所：在パラオ日本国大使館 

（3）面談者：高島 正幸 参事官、辻 修次 専門調査員 

（4）調査団：前田団長、高田、松村、杉原、湯本団員（記）、JICA 臼井支所長 

（5）内容 
①調査団から調査内容、スケジュール等について説明。今後のスケジュールについては、

今回の調査の結果で外務省等の了解が得られれば、2011 年度に基本設計調査を実施予

定。無償資金協力の予算が 3 割カットされ、アフリカ案件を優先するため、事業開始時

期が 2012 年からになり、発電所の運転開始は 2014～2015 年になる旨を説明。 
②調査団からは、パラオ国務大臣、経済基盤・産業・商業大臣と電力供給の問題点とその

改善策について次のような認識の共有を行った旨を報告。PPUC によると 20 年間の見込

みとしては、人口、産業、観光も大幅増大は見込まれないと予測しているため、現在の

平均電力需要が 12MW である現状と、老朽化している発電機の状況を考えると、定期点

検を安定的に実施する予備力も含めて、今後 20MW の増設が必要不可欠であると考えら

れるため、新潟原動機製の 10MW と、無償 10MW のニーズは高いと現在判断している。

③大使館から以下の指摘があった。 
・パラオでは土地問題がよく問題となる。 
・政府内部の連絡調整が悪い。 
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・先日、アイメリーク州で日本からの機材の贈呈式があったが、州知事は本件発電所計画

を知らなかった。 
・COMPACT は予算規模が縮小したため、電力需要予測の計量モデルは見直しが必要では

ないか。 
・電気料金調査は昨年秋に海外のコンサルタントにより実施された。 
・環境影響評価は第 3 者のコンサルタントが行うことになっているが、パラオには環境ア

セスメントを実施する能力のあるコンサルタントはいない。 
 

11．Palau Energy Office (MPIIC) 

（1）日時：平成 22 年 10 月 22 日（金）13 時 30 分～14 時 30 分 

（2）場所：Palau Energy Office 

（3）面談者：Greg Decherong、Director, Palau Energy Office、NYK Kloulubak、Energy Planner、
省エネルギー専門家 Tony Polak（EU 派遣） 

（4）調査団：前田団長、高田、松村、杉原、湯本団員（記）、臼井 JICA 支所長 

（5）内容 
①2020 年を目標とする Energy Policy は、本年 9 月に大統領が署名し、議会が承認した。こ

の政策は、Green Energy Micronesia（GEM）共通目標である、2020 年までに再生可能エ

ネルギー比率 20％、30％の省エネルギーを目標としている。 
②このように再生可能エネルギー開発に取り組むことにしているが、パラオでは 2 年前に

電力危機があり、ディーゼル発電機の増強は必要である。 
③政府内のエネルギー政策の分担は、Palau Energy Office が再生可能エネルギー及び省エネ

ルギーに責任を有しており、Environmental Response and Coordination（OERC）は気候変

動問題を担当している。大統領の特別顧問は、エネルギーワーキンググループのメンバ

ーとなっているが、技術的な専門家ではない。太陽光発電の系統連系技術基準について

は PPUC が担当している。 
④水力発電についてはダム建設に伴う環境問題がある。ジャトロファについては PPUC の

GM は熱心であるが、更なる研究が必要である。農務省が 9,000 本のココナッツ植樹を

開始している。太陽光発電については、台湾の援助による 150kW システム（病院）、EU
の援助による首都の 100kW システム、日本の援助による 180kW（空港）、台湾の援助に

よる 60kW（教育省）等が設置されている。太陽熱温水器についてはイタリアの援助に

より National Development Bank（NDBP）が補助金と融資を組み合わせて融資を行ってい

る。ネットメータリングについては PPUC と NDBP の間で MOU が締結されており、現

在、国会に法案が提出されている。 
⑤1988 年に USDOE が設置した SHS は蓄電池交換の問題が生じているが、今でも 5～6 軒

の家は SHS と系統電力を併用している。蓄電池交換はこれまでに 5～6 回実施している

が、チャージコントローラについては一度も交換せずに現在も動いている（他国の事例

と比較して非常に長寿命）。これらの SHS は DC システムであるが、照明については DC
バラストを用いて、蛍光灯本体は市販の蛍光灯を利用できるようにしている。SHS のメ

ーカーはシーメンスである。（シーメンスは PV パネル生産から撤退済み） 
⑥省エネルギーについては、PPUC は当初は電力需要が減少することを懸念していたが、

現在は積極的に取り組んでいる。2009 年 4 月に 20,000 個の CFL を無償で白熱電球と交

換した。このうち一般家庭については一軒につき 3 個、合計で 16,000 個を交換した。エ
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ネルギースター表示制度の導入も進んでいる。省エネルギーの普及啓蒙活動に取り組ん

でいる。エネルギー効率の悪い中古品の輸入を規制する法律を制定予定である。 
⑦佐賀大学の上原先生の海洋温度差発電については規模を縮小し、発電用ではなく水産養

殖や副製品利用に焦点を当てつつある。 
⑧再生可能エネルギー･省エネルギー分野の援助機関の協力としては、日本以外に EU が

EDF10 でパラオに対して 3 年間で 3 百万ドルの支援を行う計画である。また、台湾の援

助もある。また、EU の North Pacific Renewable Energy and Energy Efficiency Project（パラ

オ、マーシャル、ミクロネシアへの専門家派遣及びチームリーダーの 4 人）の一環とし

て、10 月 22 日から Energy Office にオーストラリア人の省エネルギー専門家が派遣され

ている。（派遣期間は 3 年間） 
 

12．PPUC アンガウル島発電所調査 

（1）日時：平成 22 年 10 月 23 日（土）11：00～12：30 

（2）場所：PPUC アンガウル島発電所 

（3）調査団：JICA 調査団：前田団長、高田団員、湯本団員、杉原団員、松村団員（記） 

JICA 臼井支所長、JICA 大矢専門家 
（4）調査結果 

①アンガウル島発電所に現在までに設置された発電機を表に示す。 
 

発電機 仕様 状況 
デンヨー150 型 定格出力 150KVA（120kW）

440V, 60Hz 
デンヨー400SP 型（1 号機）

の足出し事故発生後、急遽他

所から持ち込まれデンヨー

400SP 型（1 号機）の場所に

設置されている。 
現在 37～45kW（30～38％）

の低負荷で運転中。 
デンヨー400SP 型（1 号機） 定格出力 313KVA（250kW）

440V, 60Hz 
起動時に過回転となり足出

し事故を発生し、運転不能。

建屋外に搬出されている。 
デンヨー400SP 型（2 号機） 定格出力 313KVA（250kW）

440V, 60Hz 
足出し事故を発生し、運転不

能。 
建屋内にそのまま設置され

ている。 
CaterpillarSP-4 型（1 号機） 定格出力 208kW,1200rpm 故障し運転不能状態。（詳細

不明） 
建屋外に搬出されている。 

CaterpillarSP-4 型（2 号機） 定 格 出 力 190kW, 238kVA, 
1200rpm 

カム軸駆動装置とガバナー

が取り外されている。 
 

②PPUC アンガウル島発電所では、現在デンヨー150 型発電機だけが稼動している。 
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③デンヨー400SP 型（1 号機）、デンヨー400SP 型（2 号機）および CaterpillarSP-4 型（1 号

機）は運転不能状態である。 
④CaterpillarSP-4 型（2 号機）はカム軸駆動装置とガバナーの部品を取り付ければ、当面使

用可能と思われる。 
⑤ペリリュー島発電所の責任者の話では、PPUC は現在 100kW 発電機 2 台を購入し来年

早々、アンガウル島発電所建屋内に設置する予定であり、その際デンヨー400SP型（2 号

機）、CaterpillarSP-4 型（2 号機）を撤去するが、デンヨー150 型はそのまま置いておく

予定である。 
⑥アンガウル島発電所の従業員は全部で 6 名、運転員は 4 名の 3 シフト制で通常運転要員

1 名が運転監視している。 
⑦アンガウル島の人口は現在 189 人である。 
⑧発電機の出力は運転室配電盤内に設置された遮断器を経由し、建屋外に設置された昇圧

変圧器に接続されている。変圧器負荷側の断路器を経由して島内配電線へ接続されてい

る。島内配電は 13.8kV の地中ケーブルによっている。 
 

13．PPUC ペリリュー島発電所調査結果 

（1）日時：平成 22 年 10 月 24 日（日）10：30～12：30 

（2）場所：PPUC ペリリュー島発電所 

（3）調査者：JICA 調査団：前田団長、高田団員、湯本団員、杉原団員、松村団員（記） 
JICA 臼井支所長、JICA 大矢専門家、JICA 海外青年協力隊：市橋隊員 

（4）調査結果 
①アンガウル島発電所に設置されている発電機を表に示す。 

 
発電機 仕様 状況 

ヤンマー型 1 号機 6 シリンダー型 
定格出力 937.5kVA（750kW） 
720rpm,60Hz 

運転可能ただし調査当日は、

運転スケジュールにより、運

転停止中 
ヤンマー型 2 号機 6 シリンダー型 

定格出力 937.5kVA（750kW） 
720rpm,60Hz 

115～200ｋW（15～27％）の

低負荷にて運転中 

デンヨー500SP 500kVA（力率 80％） 潤滑油に燃料が混入する不

具合あるため、運転停止中 
 

②PPUC ペリリュー島発電所では、現在ヤンマー型 1 号機及び 2 号機が稼動しておりデン

ヨー500SP 型は不具合のため停止している。 
③調査時にはヤンマー型 1 号機は 145kW（20％）の低負荷（そのうち 20～30kW が所内負

荷）で運転しており、エンジンのシリンダー出口排気温度が 190～245℃、ターボチャー

ジャー入り口温度が 245～285℃の低温であった。 
④発電機の負荷が通常 15～27％程度の低負荷であるため、カーボン固着を防ぐため、8 時

間ごとに発電機が 50％負荷で運転するように 1時間のダミーロードを負荷させることに

している。 
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⑤低負荷運転によるターボチャージャーの汚れを洗浄するため、8 時間ごとにブロア側を

ケミカル洗浄、タービン側を水洗浄している。 
⑥ペリリュー島発電所は 2000 年 6 月から 2010 年 9 月までの 10 年間で稼働時間 85,520 時

間、合計停止時間はわずかに 28 時間 30 分という非常に安定した運転を行っている。海

外青年協力隊員の話によれば、ペリリュー島では今までほとんど停電はなかったとのこ

とである。 
⑦ただし今までのペリリュー島発電所の最大出力は 2006 年 12 月 27 日の 260kW（35％）

であるから、出力に余裕のある 2 台のエンジンを低負荷でそろそろと運転してきたため、

大きな事故を起こさずにこられたということになる。しかし、その反面非常に贅沢な不

経済な設備であるといえる。 
⑧ペリリュー島発電所の職員は全部で 13 名、経験年数は 1～19 年である。 
⑨電所内部の整理整頓、清掃は行き届いており管理状態は非常に良好である。 
⑩ヤンマー型 1 号機、2 号機はそれぞれ建屋外の昇圧変圧器（1000kVA、440V/13.8kV）と

直結し、変圧器負荷側遮断器にて配電線への接続を切り替える。それらの変圧器、遮断

器等の設備は 2000 年に設置されたもので状態は良い。コロールの PPUC の本部からメ

ンテナンスに来ているとのこと。また、デンヨー500SP は運転室配電盤内に設置された

遮断器にて、No.1 変圧器あるいは No.2 変圧器の電源側でヤンマー型 1 号機、2 号機それ

ぞれの端子と合流して接続され、どちらの変圧器からでも配電線へ接続可能な回路構成

としている。島内への配電は 13.8kV の架空配電線によっている。 
 

14．Ngeriel dam 調査 

（1）日時：平成 22 年 10 月 25 日（月）10 時 30 分～11 時 

（2）場所：パラオ水道・Ngeriel dam 

（3）調査団：前田団長、高田団員、松村団員、湯本団員（記） 

（4）現地調査結果 
①パラオの水道用の主貯水池であるが、取水設備は維持管理が全く行われておらず、さび

による配管、バルブ、メータ等の腐食が進んでいる。ダムはコンクリート重力式ダムで、

ダム上端から水が越流する構造。 
②本年 3 月から 5 月の 3 ヵ月間渇水で水位が低下し、貯水量はほとんどゼロとなった。 
③下流に浄水施設があり、ダムの取水口と処理施設の落差を利用して小規模な発電は可能

と思われる。ただし、既述のように渇水期には貯水量が皆無になる模様であり、通年で

の安定した発電を期待することは困難と思われる。 
 

15．PPUC バベルダオブ島送変電設備調査 

（1）日時：平成 22 年 10 月 25 日（月）15：00～17：00 

（2）場所：PPUC バベルダオブ島内 34.5kV 送電線、イボバング SS、コクサイ SS 他 

（3）調査団：前田団長､高田団員､湯本団員､松村団員､杉原団員（記）、JICA 臼井支所長 

（4）調査記録 
①コクサイ SS 

ア）設備構成 
変圧器：34.5/13.8kV、5000kVA１台（Westing House 製 32175V/13800V、5000kVA）。
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アイメリーク PS からバベルダオブ島北部へ伸びる 34.5kV 送電線に T 字分岐する形

で連系している。降圧した電力は 13.8kV 配電線にて首都メレケオク方面へ送電され

る。 
34.5kV 送電線の T 字分岐点の線路側、変圧器引込み側共に回転式断路器が設置され

ている。変圧器は地面に設置し、周囲に保安柵を設置している。変圧器 2 次側（首都

向き配電線接続点）には、ヒューズ断路器と並列にリクローザ（事故検出時一旦開路

し、事故消滅後、再閉路し送電再開する装置）が設置されており、調査時アース断路

器は開路していた。1995 年に日本から無償供与された看板が防護フェンスに掲示され

ている。 
イ）設備状況 

経過 15 年の設備であり、電線接続端子や断路器操作機構のリンク部分等の状態に

大きな問題はない。調査時下草をきちんと刈り込んであった。基本的な保守業務は行

っていると見受けられる。しかし、変圧器タンクの鋼板の縁の赤錆や、引留め碍子の

ひだの下端の湿気と共に固着した塵埃が見られる。これらは環境条件が不利な海岸近

くに設置されていることによって助長される面もあるが、必要な清掃、補修塗装を周

期的に実施することで改善できるものと考えられる。 
 

コクサイ SS 全景 回転式断路器操作機構 
（コクサイ SS） 

 
②イボバング SS 

ア）設備構成 
変圧器：34.5/13.8kV、25kVA 1 台。 
アイメリーク PS からバベルダオブ島北部へ伸びる 34.5kV 送電線に T 字分岐する形

で連系している。変圧器は単相 3 台構成で、4 本のコンクリート柱と鋼材で構成され

た架台上に設置されている。降圧した電力は、分岐点から西（海岸方面）へ伸びる

13.8kV 配電線にて送電されている。34.5kV 送電線 T 字分岐の変圧器引込み側に回転

式断路器が設置されている。変圧器 2 次側（配電線側)には、ヒューズ断路器のみが設

置されている。変電所名板等は設置されていない様子であったが、当該設備は 1995
年に日本から無償供与された設備である。 
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イ）設備状況 
調査時は下草をきちんと刈り取られて設備の絶縁や保守作業に良好な状態であっ

た。しかし、いくつか設備の状態の悪い部分が見受けられた。（1）移転断路器の操作

機構がひどく錆びており確実な操作が可能か疑わしい。（2）引留め碍子のひだの下端

の湿気と共に固着した塵埃がある。また、（3）変圧器 2 次側ブッシングの 1 本に欠け

がある（その欠片らしきものが地面に落ちていた）。 
 

 
イボバングSS全景 錆びた回転式断路器操作機構

（イボバングSS） 
 

変圧器低圧側ブッシング欠け 
（右のブッシング2番目のひだ） 

塵埃のついた碍子 

 
③34.5kV 送電線 

バベルダオブ島西岸の COMPACT 道路に沿った 34.5kV 送電線の状況を確認した。 
COMPACT 道路沿いにコンクリートの高い柱に張られた送電線は、巡視、保守作業が

比較的容易であるが、一部 COMPACT 道路（旧道沿いに）周辺の藪に入り込んだ低い鋼

柱に張られた送電線がある。そうした区間では下草等の成長により離隔距離が縮まって

いるものも見受けられる。また、碍子のひだの下端に湿気と共に固着した塵埃が見られ

るものがある。これらの絶縁設計の裕度を確認し、清掃等の保守作業について、さらに

頻度の再考が望ましく思われる。 
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成長した木の枝がかかりそうな送電線 支線に葛が巻き上がっている送電線柱  

 

16．PPUC の CEO/GM 

（1）日時：平成 22 年 10 月 26 日（火）9 時～10 時 30 分 

（2）場所：PPUC 本社 

（3）面談者：PPUC GM Mr. Kenneth Uyehara 

（4）調査団：前田団長、高田、松村、杉原、湯本（記）、臼井 JICA 支所長 

（5）内容 
①サイト選定については既存の発電所建屋の延長案が一番良いと思う。アイメリークにあ

る廃油処理施設についてはマラカル発電所の廃油も処理しているので拡張したいと考

えている。 
②発電機の搬入道路の整備費用を日本側で負担してほしい。搬入道路は 25 年間使用され

ていないため、再舗装が必要である。発電機の搬送には RO-RO 船が必要である。現在、

建設中の新潟原動機製の発電機では、パラオには 60 トンのクレーンがないため、エン

ジンと発電機を分離して輸送するため、工程が 2 ヵ月遅れた。ロジスティクスの問題は

重要である。 
③環境影響評価については、発電所サイトを燃料タンク脇にする内容で EQPB に環境許可

の申請を行うことにしたい。（申請しないと環境影響評価が必要か否かの判断が示され

ないため） 
④人材育成については高卒の社員を海外の大学に留学させて帰国後最低 6 年間は PPUC で

働くことを義務付ける奨学金制度を設けた、現在、台湾に留学させる候補者を選定して

おり、台湾に 2 年間留学後に米国に 2 年間留学させる予定である。さらに今後 2 名留学

させたい。 
⑤GM の任期は来年 4 月までである。後任への引継ぎを円滑に行うためにも大矢専門家の

任期延長をお願いしたい。 
⑥パラオには超大型台風が 25 年に 1 回程度の頻度で襲来する。発電所建屋についてはこ
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の台風に耐えられる構造にしてほしい。 
⑦マラカル発電所の燃料は 2 年ごとに入札で業者選定をしている。現在、供給しているグ

アムの Blue Bay 社との契約は来年 2 月で満了する。その後の燃料供給については、契約

期間を 5 年間に延長し、パイプラインで輸送することを条件に入札を行う予定である。

モービル、シェルともにこの条件で応札する見込みである。アイメリーク発電所の燃料

はシェルから購入している。シェルはシンガポールからコースタルタンカーでアイメリ

ーク発電所に 3 ヵ月ごとに燃料を輸送している。燃料価格は、マラカル発電所が陸上輸

送費及び関税込みで 2.5043 ドル／ガロン、アイメリーク発電所が免税で 2.51 ドル／ガ

ロンである。3 つの外島にはアイメリーク発電所から PPUC の費用で燃料を輸送してい

る。アンガウル及びカヤンゲル島にはフェリーに設けたタンクを利用して輸送してお

り、ペリリュー島には小型のタンカーで毎週輸送している。 
 

17．PPUC との M/M 協議 

（1）日時：平成 22 年 10 月 27 日（水）13 時～14 時 

（2）場所：PPUC 本社 

（3）面談者：Mr. Kenneth Uyehara, CEO, PPUC、JICA 大矢専門家 

（4）調査団：前田団長、高田、松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①M/D の内容については了解した。 
②新発電所の場所については、既存の発電所建屋を延長する案が好ましい。理由は、既存

の燃料関係の設備が使えること、オペレータールームが 1 つで済むため運転･管理が容

易になることである。このため、発電所建屋を別の場所に建設するよりも、建設費も運

転開始後の経費も安くなる。マラカル発電所はオペレータールームが分かれており使い

にくい。 
③発電機等を港から搬入する構内道路については、発電機等の搬入が可能なように整備が

行われればよい。舗装にはこだわらない。 
④発電所隣接地を政府から PPUC に譲渡するように要求したレターは現在の大統領が

PPUC の顧問弁護士だったときに作成したが、現在の弁護士に写しが残されていない。

いずれにしても隣接地は民有地ではなく、政府の土地である。 
⑤マラカル発電所に新潟原動機製の発電機を増設する際には、EQPB から環境影響評価の

実施を要求されなかった。今回の新アイメリーク発電所も既存の建屋を延長する形であ

れば、マラカル発電所の増設と同じ形になるため、環境影響評価は不要であろう。 
 

18．PPUC 送変電部門 

（1）日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）9:00～11:45 
（送変電設備主管には平成 22 年 10 月 22 日（金）15:15～16:00 にも一部聴取） 

（2）場所：PPUC マラカル発電所内執務室 

（3）面談者：PPUC 
（送変電設備主管）Mr. James Mengeolt, Manager, Power distribution 
（系統運用､接続）Mr. Reynante T. Bitas, REE, Manager, System Control Division 
（系統設計）Mr. Tito Cabunagan, Electrical engineer, Engineering Design & Planning 
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（4）調査団：杉原（記） 

（5）内容 
①送変電設備主管 

ア）巡視、点検頻度について 
巡視は全変電所を毎月末に実施している。下草刈りも行っている。ただし、毎回の

記録は残していない。点検の実施周期は定めていない。系統設計部門（Mr. Tito）の判

断による。 
2008 年 3 月頃には、アイライ SS、アイメリーク PS の No.1、No.2 の変圧器 3 台の

細密点検を、製作者愛知電機より技術者を発注して実施したが、恐らく 1986 年に据

付け後最初の点検である。予備品購入も含めて 63,000 ドルかかった費用は PPUC 自社

予算から支出した。 
1995 年据付けのマラカル PS の変圧器の細密点検はまだ実施していない。 
バベルダオブ島北部へ伸びる送電線とそれから分岐する変電所等の点検は断路器

が破損するなどの事故発生時にしか行っていない。1 回／年程度の頻度で事故が発生

している。碍子が汚損したり、錆びた部材があるなど、点検、清掃等が必要と理解し

ているが、そのあたりはすべて 1 回線で供給しており、計画的な設備停止による設備

点検が困難である。 
OCB の分解点検は PPUC の技術者自らが行える技術力を持っており、自分たちで実

施している（1 回／3 年程度の頻度で実施していると聞いたが、具体的設備名を聞い

ていない。PS 構内 13.8kV 母線用 OCB のことか。他の聴取内容から 2 回線化されてい

ない回線の CB には実施困難）。 
イ）設備老朽化状況について 

アイライ SS、アイメリーク PS については、2 年前に点検や部品交換を実施してお

り、現在は問題ない状態である。調査団がイボバン SS の断路器操作機構の錆びつき

を検出したが、操作は可能であるとのことである。 
ウ）予備品購入、特別工事予算について 

予備品管理は Ware House が担当している。管理表を作成し、上記の送電線破損事故

等の対応に部品を消耗したら、Accounting & Finance 部へ補充購入を年度ごとに申請

している。そうした恒常的な費用については、問題なく予算を付けてもらっている。

送電線移設等の特別工事の申請については、まず、Mr. Reynante が調査検討し、工

事設計した後、Accounting & Finance 部が積算し、申請する。 
エ）変電所設備について１：カットアウト 

架空式 3 相母線それぞれに１相ずつ設置した断路器のこと。操作棒でそれぞれを手

動で開路・閉路する。導電する白い棒の部分がヒューズとなっており、過電流を検出

すると断路器は自動的に開路して保護する。ヒューズを交換し、操作棒で人力で押し

上げ、閉路し復旧する。 
オ）変電所設備について２：リクローザ 

配電線送出端に上記カットアウトの代わりに設置する。配電線に雷、樹木の枝葉や

鳥の接触が発生した際、自動的に開路する。運転員が SCADA にてその動作を知り、

一旦は遠方制御にて手動で閉路を試みる。事故が継続していると再度自動的に開路し

てしまうので、その際は保守員が現地に赴き対応する。リクローザの横に 1 相のみ取

り付けられている変圧器は、そのリクローザ／SCADA の電源のための 13.8kV/110V
の変圧器である。 
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カットアウト リクローザ 
 

カ）技術研修の実績、要望について 
米国 Pacific Linemen Training （PLT）にて実施の研修は、2003 年より各回 2 週間程

度の内容を実施しているが、カリキュラム内容は先方に任せており前回資料は残して

いない。実施予算は Accounting & Finance 部が担当している。 
もし、日本に技術研修の提供をお願いできるなら、PPUC の変電設備が日本メーカー

製であるので、機器の点検方法等について、日本メーカー技術者に教えてもらいたい。

 
（以下は、10月 29日 16:15～16:30 PPUC本社 Ms. Jacqueline Alexander, Chief Financial 

Officer より 湯本、杉原にて聴取した内容） 
米国 Pacific Linemen Training（PLT）の研修は、米国内務省（the Department of the Interior : 

DOI）が大洋州のいくつかの国へ提供しているもので、PPUC 受講者の国内旅費を PPUC
が負担しているほかは、講師料やその旅費等すべて PLT が費用負担している。2003 年よ

り 2～3 回／年受講している。 
②系統設計 

ア）点検頻度について 
設備点検が必要と考えられるため、設備主管部門へは、特に重要な電気所であるア

イメリーク PS、マラカル PS、アイライ SS の毎年度の点検を実施する提案をすでに提

出している。が、設備主管部門としては、停電を伴ってまでの点検をなかなか実施す

ることができない現状である。 
イ）アイメリーク PS 新規電源設置後の送電容量について 

将来アイメリーク PS に 5MW 発電機 2 台を設置した場合の送電可能容量を検討した。

2 系列ある昇圧変圧器 13.8kV 電源側の送電可能容量は、変圧器電源側へのケーブル

電流容量が 600A であることから片側 14MW 程度まで可能である。しかし、10MVA の

変圧器は、力率が 80％である場合 8MW までしか送れないので、最大送出容量は合計

16MW 程度と見込まれる。 
今後、マラカル PS に新潟原動機の 5MW×2 台が据え付けられるため電源が分散さ

れ、常時はアイメリーク PS からコロール向けに多くの電力を送電する必要はないが、

万一、マラカル PS の電源が全部使えなくなった場合でも、アイメリーク PS から現時

点での国内系統全体の需要程度の電力を送電することができる。しかし、その際さら

にマラカル PS の母線に接続する開閉器等、なんらかの故障で母線が使えない状態と

なると、マラカル PS からの配電線への供給が不可能となり、アイライ SS からの配電

線だけではカバーできない範囲が発生する。 
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ウ）アイメリーク PS 新規電源設置時の構内母線への接続方法について 
アイメリーク PS に 2 台の 5MW の発電機を新規に置くとすれば、現在、構内に設置

されている 13.8kV 母線と開閉器を構成するキュービクルに、2 台分の発電機接続用遮

断器を新規に接続しなければならない。現状の設置区画横にはまだ、設置する空間の

余裕があると考えられる。ただし、現在と同じメーカーの同じ型番の機械はもう入手

できないであろうし、早晩撤去されるものであるから、違う型式のキュービクルを別

に設置して接続することとなるであろう。 
③系統運用 

ア）変電所関連情報の提供について 
最近の金曜日～日曜日の主要変電所、送電電の供給実績データ（電流値）、及び各

変電所変圧器の仕様一覧表を得た。 
供給実績データの各集計単位の過去の最大値実績は記録として残していないとの

ことである。近年は大きな変化がないため集計が必要がないと考えている。 
（6）入手資料（電子データ） 

[Mr. Reynante T. Bitas]より 
・全連系変電所の負荷実績（電流値）(10/14～17 分)  
・詳細単線結線図電子データ（2 種、dxf 変換データ） 
・発電所、変電所（含 3 離島）の変圧器等の仕様一覧表 

[Mr. Tito Cabunagan]より 
・回路構成図エクセルデータ（発電所、変電所（含 3 離島）） 
・送電線系統（含将来構想案）、アイライ SS 配電線系統図 

 

19．PPUC（環境社会配慮関係） 

（1）日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）13 時～13 時 30 分 

（2）場所：PPUC 本社 

（3）面談者：Mr. Kenneth Uyehara, CEO, PPUC, Pons Mohor, Civil Engineer, PPUC  

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①環境影響評価については、Pons Mohor（Civil Engineer）を担当者に指名した。 
②Kenneth Uyehara と Pons Mohor が来週早々に EQPB に事前相談に行く。事前相談の際に

は、発電所建屋の位置について 2 案を説明して EQPB の意見を求めることとする。 
（調査団も同行予定） 
③EQPB は土地改変、埋立て、海辺での工事等については環境影響を厳しく審査するが、

既存の敷地内で土地改変が少ない場合には環境影響評価を要求することはない。 
④マラカル発電所の新潟原動機製発電機の増設では、環境許可を申請して 30 ワーキング

ディ（約 2 ヵ月）で環境許可を取得した。（IEE に相当する EA の提出も求められなかっ

た） 
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20．PPUC・再生可能エネルギー部 

（1）日時：平成 22 年 10 月 29 日（金）14 時～15 時 

（2）場所：PPUC マラカル発電所 

（3） 面談者：Mr. Ken Sugiyama, Manager, Renewable Energy, PPUC 

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①PPUC の再生可能エネルギー部は 2009 年 12 月に新設された。スタッフは 4 人である。

②住宅用の太陽光発電（PV）及び太陽熱温水器については、National Development Bank Palau
（NDBP）がイタリアの援助資金を用いて、50％補助及び 50％を融資する制度を 9 月か

ら開始している。PV についてはすでに 30 件強の申請があり、2 軒が設置済みである（1
軒は 1.7kWp）。住宅用の PV には売電と買電の 2 つのメーターを設置している。ネット

メータリングについては、現在、国会で法案を審議中であり、その成立を待って導入す

る。住宅 PV の系統連系についての技術基準作成を UNDP 及び Energy Office から求めら

れており、技術基準を作成する必要がある。本件について EU（ドイツ）がミクロネシ

ア諸国に協力を申し出ており、マーシャルに対する協力はすでに始まっているが、パラ

オについてはまだ決まっていない。現在ルーフトップ PV には、スイッチを設けて配電

線工事の際には手動で接続を切るようにしている。PV の設置の 1 週間の教育訓練を来

週、米国内務省、E8、Pacific Power Association（PPA）が共同で実施する予定である。 
③EU により 2008 年 12 月に新首都駐車場に設置された 100kW PV 発電所は現在、PPUC に

移管され PPUC が運転･管理している。系統に対する容量も十分に小さいため、現在、

特に問題は生じていない。台湾の援助で 2008 年 11 月に国立病院駐車場に設置された PV
（150kW）は、技術的な問題が残っており、台湾人技術者が引き続き調整中である。こ

のため、PPUC には移管されていないが、技術的問題が解決すれば PPUC に移管される

予定である。台湾の援助で教育省に設置される PV（60kW）は系統に連系せずに自家用

発電設備として利用する計画である。 
④水力発電については以前にフィリピンのコンサルタントが行った調査レポートがある。

水力発電の開発については CEO/GM が援助先を探しているところである。 
⑤ジャトロファ（バイオディーゼル油）についてはまだ提案段階であり、今後調査が必要

である。将来、アイメリーク発電所をバイオディーゼル発電所に転換することを考えて

いる。現在、ジャトロファ計画については、CEO/GM が ADB に援助を要請している。

⑤風力発電については調査が必要である。 
⑥パラオでは法律により PPUC が独占的に電力供給することになっており、再生可能エネ

ルギーIPP を認めるためには法律改正が必要である。この法律改正についてはまだ具体

的な議論は行われていない。このため、フィードインタリフの検討も行われていない。

⑦再生可能エネルギー部は省エネルギー対策も担当している。商業用ビルを対象にエネル

ギー監査を無料で実施中である。これまでに 7 つのビルの監査を実施。監査は 1 日で計

測を済ませ（簡易監査）、省エネルギー提案を含めた報告書をビル所有者に報告する。

その後、対策の実施状況についてフォローアップを行っている。 
なお、PPUC の紹介で 11 月 3 日（水）13 時に NDBP を訪問して PV 等に対する融資制

度についてヒヤリング予定。 
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21．PPUC 変電所・海底ケーブル登録調査録 

（1）日時：平成 22 年 11 月 1 日（月）7：45～16：00 

（2）場所：PPUC バベルダオブ島全変電所、海底ケーブル 

（3）同行者：PPUC（送変電設備主管）Mr. Robert Patris, Power distribution  
（Guam での勤務経験有り。1981 年より PPUC 勤務） 

（4）調査団：湯本団員、松村団員、杉原団員（記） 

（5）調査結果[概要] 
各変電所の系統上の配置、回路構成、変圧器仕様は添付の系統図のとおり。 
以下には、各変電所での特記すべき調査事項を記載する。なお、パラオには蛇がいない

とのことで、防蛇装置は不要と見られる。 
①Airai SS 

1986 年建設。変圧器愛知電機、油遮断器井上電機（系統図の“真空”遮断器は誤り）。

当時の制御装置（日本製）は屋外型 Cub であったが故障し、1992 年に建設した建屋内に

米国製制御盤を設置した。通常は SCADA により、発電所から制御する。現場で操作す

る場合は、発電所から電話で操作指令を受けて操作する。 
（制御盤上の模擬母線表示では、違う回線の遮断器のデバイス No.に同一の番号を使

っていたり、2 次側から採番を始めたり、母線上に変圧器の記号がなかったりと、誤解

を招き勝ちである。操作指令は回線名で行っているとのこと。） 
制御盤の操作電源は送電線用計測用変圧器（19,919/110/√3）から得ているとのこと。

2008 年 3 月頃に変圧器分解点検を実施した際に、油遮断器は PPUC 内で分解点検を実

施した。ブッシング等も磨いたとのことであったが､その後 2 年余りが経ち、すでに多

くの碍管ひだには黒い汚れが付着している。 
変圧器本体とタップ室の間で油が漏れているらしく、タップ室コンサベータ配管を本

体コンサベータの高さまで引き上げて運転している。 
外柵は施錠されてあった。送電線用計測用変圧器は地面と同じ高さに置かれており、

以前草刈り作業者が充電部で感電事故を起こしたため外柵を設置しているが、今回は扉

が開放状態であった。接地端側等周囲の下草刈りは行われている。 
 

  



 

－ 112 － 

 
②Aimeliik No.2 SS 

1 相の変圧器が故障中で、変圧器の 1 次、2 次端子を切り離し、カットアウト（フュ

ーズ付断路器）を開放している。 
送電線引込部の回転式断路器の操作機構が故障し現在その部材が撤去されている。 
碍子下部には黒い汚れが付着している。 

 

 
 

③Nekkeng SS 
小さな変圧器が取り付けられているのは、隣の農場へ単相（7.97kV/240V/120V）にて

供給しているもの。 
送電線引込部の回転式断路器の操作機構の操作ロッドは取り付けたままで、施錠はさ

れていない。 
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④Aimeliik No.1 SS 
単相だが 300kVA の変圧器を地上の基礎に外柵と共に設置している。容量が大きな理

由は、ラジオ放送局へ供給しているため。2000 年頃のリプレイスまでは柱上に設置して

いたとのこと。 
 

 
 

⑤Kokusai SS 
1995 年に建設されたが、2003 年頃に変圧器がリプレイスされたとのこと（現在

Westinghouse 製、中古と見られる）。SCADA システムを設置している。 
 

 
 

⑥旧道沿いに布設された送電線の状況 
送電線は当時開通していた道路沿いに設置されているが、その後 COMPACT 道路が敷

設されると、その道路が使われなくなり、草が茂り、ぬかるみや破損があっても手入れ

されなくなっている。そのことが送電線保守作業、緊急故障対応の支障となってきてい

る。COMPACT 道路沿いへの移設が検討されているが、現在実施している工事は道路補

修作業に伴い、移設の必要が発生した 5 区間のみとのことである。 
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⑦Ibobang SS 
変圧器の 2 次側ブッシングのひだに欠けがあり、地面に欠片が落ちていた。子供たち

が物を投げて遊んだりすることがあるらしい。修理には変圧器を分解し、内部のリード

線接続からやり直さないといけないが、古いタイプなので部品がないかもしれないとの

ことである。 
回転式断路器の操作機構の連結部がひどく錆びており、操作はかなり重いとのことで

ある。無理をすると破損する恐れがある。地上部の操作ロッドは取り外してある。 
 

 
 

⑧Asahi SS 
送電線引込部の遮断器は以前故障して回路を短絡していたが、このたびは遮断器も撤

去している（系統図修正未対応）。配電線引き出し側にリクローザを設置している。 
回転式断路器の操作機構の操作ロッドには鎖を巻いて施錠してある。 
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⑨Ngardmau SS 
1999 年に日本の ODA にて設置され、その後問題なく運転している。リクローザを設

置している。 
 

 
 

⑩Ngaraard No.2 SS 
1999 年に日本の ODA にて設置され、その後問題なく運転している。 
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⑪Ngaraard No.1 SS 
1999 年に日本の ODA にて設置され、その後問題なく運転している。 
小さな変圧器が取り付けられているのは、隣の民家へ単相（7.97kV/240V/120V）にて

供給しているもの（240V/120V 共に供給している）。その先の民家へは配電線に送電した

後、供給している。いずれも徴収する 
電気代はコロールの街中と同一料金である。 

 

 
 

⑫Airai～Koror 間の送電線、配電線海底ケーブルの現状 
当該区間には、34.5kV 送電線と 13.8kV 配電線の海底ケーブルが 1 回線ずつ布設され

ている。以前の橋の崩落により、不要となった地中ケーブル、架空線等が両端に現場放

棄されている。次回作業の機会に撤去することが望ましい。 
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Airai 側架空線 地中ケーブル      海底ケーブル    地中ケーブル Koror 側架空線

 
34.5kV 送電線 
 
 
13.8kV 配電線１ 
 
13.8kV 配電線２ 
 
 
 
 
 
 
 
［添付資料］PPUC バベルダオブ島送配電系統図 

 
 

配電柱、足元で管

路と共に切断して

現場放棄されてい

る。 

配電線海底ケーブ

ルは１本しか布設

されていない。 

海岸向きに架空線

が残っているが、

橋崩落後は不要の

もの。現場放棄さ

れている。 

電流容量増強

のため、２本

並列して使用

している。 

２本コロール側の柱に橋崩落以降撤

去されないで現場放棄されている 
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22．PPUC 予備品管理調査 

（1）日時：平成 22 年 11 月１日（月）16：00～16：45 

（2）場所：PPUC マラカル発電所内執務室 

（3）面談者：PPUC 
（予備品管理）Mr. Sylvester S. Nester, Supervisor, PDD Warehouse 

(PDD: Power Distribution Division) 
（送変電設備主管）Mr. Robert Patris, Power distribution  
（4）調査団：杉原（記） 

（5）内容 
予備品は Warehouse が保管及び数量管理している。設備主管部門は、点検や不具合等で

必要になった部品をここから入手する。 
各予備品には必要保管個数を決めており、毎年事故対応等に使用して減った予備品の補

充購入申請の時期が毎年１回ある。10 月 1 日時点の保有個数をもとに、各部門は新規必要

購入数を申請する。 
手配が決定されたら調達部門は購入手配を行うが、通常は手配が完了するのに 6 ヵ月程

度かかる。（25,000 ドル以下で 3 者以上の競争見積もり、25,000 ドル以上で公開入札を行

う） 
緊急手配の場合は 2 週間程度で調達する場合もあるとのことである。 

（6）入手資料 
・予備品管理、購入申請表（抜粋、配電柱金具、変圧器の例） 

 

23．PRR（パラオロイヤルリゾート）自家用発電設備調査 

（1）日時：平成 22 年 11 月 2 日 14：00～14：30 

（2）場所：PRR 

（3）面談者： 
荒川 信一、宿泊部長、パラオロイヤルリゾート 
Amado F. Fulgencio Jr., Chief Engineer 
（フィリピン人エンジニアでホテル開業時から勤務） 

（4）調査団：松村、杉原、湯本（記） 

（5）内容 
①2005 年に開業した当初は、電力を PPUC から購入し、停電時に備えてスタンバイのディ

ーゼル発電機を有していた。当時は 34.5kV で受電していた。2008 年からスタンバイ発

電機で自家発電を開始した。PPUC と非常用供給契約を結ぶと毎月 12,000 ドルを支払う

必要があり、かつ、事前に供給依頼を行う必要があるため、現在は PPUC と非常用供給

契約も結んでいない。PPUC は、PPUC からの電力供給は 34.5kV ではなく 13.8kV の配電

電圧でしか供給できないといっており、PPUC の主張を受け入れると PRR は新規に変圧

器を購入しなければならない。また、PRR の発電原価は PPUC から購入するよりも 10
セント/kWh 程度安い（発電設備は非常用発電機として所有しているため、運転費のみを

考慮しているものと考えられる）。PPUC の電力供給は不安定であり、十分な維持管理が

行われていないため、PRR は今後とも PPUC と連系せずに独立発電システムとして自家

発電を続けていくことにしている。このため、3 台目のディーゼル発電機を購入したと
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ころである。電力供給を安定的に行うためには、発電機 1 台が定期点検中にもう 1 台の

予備機を有することが必要であり、このために発電機は 3 台必要である。 
②PRR の発電機は、各 1MW のディーゼル発電機 3 台（Catepillar 1 台、Stanford（三菱製エ

ンジン）2 台）である。発電機の冷却水から熱回収（78℃）を行い客室の温水供給（50
～56℃）に利用している。また、来年には発電機の排ガスから廃熱回収を行い、ランド

リー用蒸気（現在はボイラーで供給）を供給するように改造予定である。冷却水からの

温水供給には 178 千ドルを投資し、燃料費を 42,000 ドル/年節約できた。蒸気回収には

廃熱ボイラーを設置する必要があり、251,000 ドルの投資が必要であるが、78,000 ドル/
年の燃料費が節約されるため、3.5 年で投資回収が可能である。発電機の効率が 37％で、

冷却水の熱回収による温水供給で 16％、排ガスからの熱回収による蒸気供給で 30％以

上の熱回収ができるため、総合熱効率は 86％を達成できる。太陽熱温水器は利用してい

ない。 
③燃料供給については発電機室となりの敷地内に 8,000 ガロンのタンクがある。このタン

クはシェルが所有し、PRR がタンクの液面を計測してディーゼル油消費量を計測してい

る。毎月のディーゼル油購入量は 22,000～23,000 ガロンである。 
④PRR の電力需要は 10 月の実績で、ピークが 18 時で 570kW、最低負荷が 2 時で 300kW

程度である。日負荷曲線をみると 9 時～22 時は 450～600kW 程度の水準となっている。

⑤PRR のユーティリティー部門は 15 人のスタッフがおり、発電、冷房（チラー）、温水供

給、蒸気供給、厨房用 LPG、水道、エレベーター等すべてのユーティリティーを担当し

ている。ホテル内の照明については CFL への切り替えを行っており、残っている白熱照

明についてもすべて CFL に切り替える予定である。なお、PRR は台湾人の投資家が所有

し、日航ホテルインターナショナルが運営している。 
 

24．EQPB 面談録 

（1）日時：平成 22 年 11 月 3 日 9：00～10：00 

（2）場所：EQBP 

（3）面談者：Ms.Portia K. Franz, Executive officer, EQPB 
Mr. Donald Dengokl, Assistant executive officer, EQPB 
Mr. Kenneth T. Uyehara, CEO/GM, PPUC 
Mr. Pons Mohor, Civil Engineer, PPUC 

（4）調査団：松村、杉原、湯本（記） 

（5）内容 
①PPUC から本件プロジェクト概要を説明。発電所サイトについてはタンク横に設置する

案と既設の発電所建屋を延長する 2 案があることを説明。本プロジェクトの 2 台が運転

開始すると、既存のアイメリーク発電所の 4 基は運転を停止するので環境影響は低減す

る見込みと説明。 
②EQPB から既存のアイメリーク発電所は騒音、振動について地元から長年苦情が出てお

り、発電所の建設に当たっては、追加的な環境影響がないことを説明する必要がある旨

の指摘があった。 
③EQPB としては、本件プロジェクトが既存の発電所内の建設で追加的な環境影響がほと

んどないので、フルスケールの環境影響評価は必要ないと考える。公共用地の利用、公

共資金の利用に係るプロジェクトであるので環境許可の手続きは必要であり、EA（IEE
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レベル）の評価は必要になると思われる。したがって、JICA の基本設計調査には環境社

会配慮の専門家を加えてほしいとの指摘が EQPB からあった。許認可に必要な期間は申

請から 1 ヵ月程度である。 
④発電所を廃止する場合には、廃止計画についても評価する必要がある。土壌汚染等の調

査が必要になる（調査団から日本では老朽化した発電所もすぐには廃止せずに緊急時に

備えて休止状態で待機させており、アイメリーク発電所についても当分の間は存続させ

ることになるものと説明）。 
⑤PPUC はアイメリーク発電所の燃料タンクに貯蔵している廃油の処理の入札手続き中で

ある。廃油を貯蔵しているタンクは重要用で底面にヒーターが設置されている。廃油処

理が完了したら、ヒーターを撤去して燃料タンクのリハビリをしたいと考えている。世

界銀行から燃料タンクのリハビリ、燃料オペレーションの合理化検討のオファーがあ

る。 
 

25．National Development Bank of Palau 

（1）日時：平成 22 年 11 月 3 日 13：00～14：00 

（2）場所：National Development Bank of Palau (NDBP) 

（3）面談者：Mr. Kaleb Udui, Jr. President, NDBP 
Ms. Karla T. West, Commercial loan officer, NDBP 

（4）調査団：松村、杉原、湯本団員（記） 

（5）内容 
①NDBP は 1982 年に政府により設立された銀行で、住宅金融及び商業、農業、漁業等産業

開発に対する融資業務のみを行っている銀行である。 
②IUCN の支援で省エネルギー融資を再生可能エネルギーに先行して始めた。この融資は

住宅ローンの貸付にあたり、一定の省エネルギー性能の確保を義務付ける融資制度で成

功しており、IUCN はパラオモデルを太平洋諸国に普及させようとしている。欧州開発

銀行の資金を利用して金利 6％の低利融資を行っている。すべての条件を満足すると住

宅ローンから 6 万ドルを返済免除する仕組みにしている。最近、IUCN から追加的な資

金援助を行うとの話がきている。JBIC の人にも話をしたが、パラオは所得水準が高すぎ

ると指摘された。欧州開発銀行等は太平洋諸国全体を一つのグループとして融資を行っ

ている。 
③再生可能エネルギーについては住宅用及び業務用 PV と太陽熱温水器を対象として助成

と融資を行う。太陽熱温水器についてはペイバック期間が 5 年と短いので、割高な PV
に対する融資制度を先行して準備している。当初は、NDBP は資金支援のみを行えばよ

いと考えていたが、パラオには設置業者や販売業者がいないこと、技術的な能力もない

ことから NDBP 自身が UNDP/GEF の資金でコンサルタントを雇い、標準 PV キットの開

発、機材の調達、設置業者の能力強化等の準備を進めてきた。市場調査等各種の調査も

実施してきた。現在のコンサルタントの契約（UNDP の資金で契約）が年明けに切れる

ため、引き続き技術支援を要請中である。 
④PV については、UNDP/GEF の資金援助（40 万ドル）を受けている。PV 設置に対する補

助金は案件ごとに審査して 10～60％を助成するようにしている。このような助成を継続

的に実施するため、NDBP、PPUC、政府がそれぞれ 5 万ドルずつ毎年提供する必要があ

る。系統連系 PV については 1.7kWp のシステム（PV モジュール、SMA 社のインバータ
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ー（サニーボーイ）、データボックス、屋内配線）を標準モデルとして 9,900 ドルで提供

している。配電網から 300m 以上離れた住宅が PPUC の配電線に接続するためには、

10,000 ドルを請求される。バベルダオブ島の東海岸にはこのような住宅があるため、SHS
についても標準キット化している。標準キットは 1.3kW で蓄電池、チャージコントロー

ラー、インバーター、5 個の直流の CFL がセットになっており、価格は 4,000 ドルであ

る。PV 設備の維持管理については 5 年間の維持管理サービスを提供しており、その後

も希望すればサービスを延長できる。 
⑤PV の設置についてはパイロット段階として抽選で住宅 4 戸と商業施設 2 軒を抽選で選

定し、この 12 月に設置工事を行う。これらのパイロット案件については 3 ヵ月間の利

息を無料にしている。このため、9 月に 2 週間の設置業者を対象にトレーニングを実施

し、12 月にもトレーニングを予定している。パラオで PV の設置能力を有する業者は 4
社であるが、全ての業務を自社で実施できる業者は 1 社のみである。PV 機器の小売業

者は 2～3 社である。機器の供給会社は自ら調達する能力がないため、NDBP が機器を購

入し、その在庫を小売業者に移管することにしている。 
⑥ネットメータリングについては現在、国会で法案を審議中である。系統連系 PV のパイ

ロット案件の実施については NDBP と PPUC が MOU を締結している。系統連系 PV に

は売電と買電の 2 つのメーターを設置するが、PPUC は 1 つのメーターにつき検針料金

として 10 ドルを請求するため、2 台のメーターを設置すると 22 ドルを検針料として支

払わなければならない。 
（6）収集資料 

・Final inception report for preparation phase consultancy for establishment of renewable energy 
fund window (REFW) at the National Development Bank of Palau (NDBP), October 2, 2009 

・Report on the renewable energy fund window (REFW) at the NDBP, October 15, 2009 
・Capacity assessment and development program preparatory phase consultancy for establishment 

of renewable energy fund window (REFW) at the NDBP, November 6, 2009 
・Draft report REFW operating procedure from fund application through analysis and selection of 

projects for consultancy for supplementary activities for the establishment of renewable energy 
fund window (REFW) at the NDBP, October 2010 

 

26．PPUC の CEO/GM との面談録 

（1）日時：平成 22 年 11 月 3 日 15：00～16：00 

（2）場所：PPUC 本社 

（3）面談者：Mr. Kenneth T. Uyehara, CEO/GM, PPUC 

（4）調査団：松村、杉原、湯本（記） 

（5）内容 
①日本が拠出した PIF の基金については、Capital improvement project office がペリリュー島

の海水淡水化装置を要請している。この費用が決まるまでは他のプロジェクトの申請は

できない。このため、この費用が決まるのを見守っているところである（資金に余裕が

あれば PPUC としてもこの資金の利用を検討したい）。 
②3 つの外島のディーゼル発電機の小型化（カヤンゲル 2 台、ペリリュー1 台、アンガウ

ル 1 台）については 2009 年 8 月に入札を行い、ニュージーランドの会社が一番札をと

ったが倒産状態となり、その後、二番札、三番札の会社と交渉したが不調であった。2009



 

－ 122 － 

年 8 月に EU のエンジニアが 3 外島について PV ディーゼルハイブリッド化を提案し、

PPUC が EU に申請を出した。2 週間前に EU から最終的な検討結果をもらった。これに

よれば、EU の援助は PPUC が発電機を購入することが条件であった。役員会で検討を

行い、ディーゼル発電機の購入費用が 16 万ドルであるのに対し、小型化による費用削

減効果は年間 70 万ドルになるため、PPUC の費用で早期に発電機を買うことを決定し、

再入札を行うこととした。将来、この発電機が不要になった場合には、スタンバイ発電

機を有していないカレッジ、高校、警察等に移設して有効に利用する予定である。 
③再生可能エネルギーの系統連系技術基準については、米国の NEC の基準を購入し勉強

中である。PV の導入量が供給力の 10％以内であればディーゼル発電機で出力変動に対

応できる。長期的に大量の PV を導入するためには、出力調整が短時間にできる（貯水

池式）水力発電が必要であり、4MW の水力開発を検討中である。今後数年間は PPUC
社員の再生可能エネルギーについての能力強化に取り組みたいと考えている。機会を捉

えてトレーニング等に参加させる。先日サイパンで行われた米国の EDIN（Energy 
Development in island nations）の PV ハイブリッドシステムの研修に参加したが大変有益

であった。日本がこのような研修を行ってくれると大変有益である。 
 

27．PPUC 送変電部門 

（1）日時：平成 22 年 11 月 3 日（水）16：00～16：15 

（2）場所：パラオ国電力公社 PPUC マラカル発電所内執務室 

（3）面談者：PPUC 
（系統運用､接続）Mr. Reynante T. Bitas, REE, Manager, System Control Division 

（系統設計）Mr. Tito Cabunagan, Electrical engineer, Engineering Design & Planning 
（4）調査団 杉原（記） 

（5）内容 
①離島の配電線について 

カヤンゲル島の配電線は地中ケーブルによって布設されている。 
②巡視、点検頻度について 

配電線の送電効率を改善するため、コンデンサを設置し力率を改善する対策を本年 9
月最終週から行っている。400kV のコンデンサを、バベルダオブ島にはすでに 2 台設置

した。コロール島には 4 台設置する計画であるが 11 月 7 日に完了する。本対策は、PPUC
が独自に計画し、実施しているものである。 

 

28．在パラオ日本国大使館 

（1）日時：平成 22 年 11 月 4 日（木）11：00～12：00 

（2）場所：在パラオ日本国大使館 

（3）面談者：日本国大使館 貞岡 義幸 特命全権大使 

辻  修次 専門調査員 
（4）調査団 湯本団員、松村団員 杉原団員（記）、臼井パラオ支所長 

（5）内容 
①調査団湯本団員から、現地報告資料に基づき、今回の調査報告を実施した。主な説明内
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容は以下のとおり。 
PPUC と協議を行った結果、要請内容がアイメリーク PS への発電機 2 台、発電機 2

台分の建屋増設、輸送用道路補修であることを確認した。輸送用道路補修については、

無償援助に含ませることができるか JICA 本部で検討を行う。建設候補地には２案ある

が、具体的な検討、設計は次の基本設計にて行う。 
現在の PPUC の保有する発電機の状態は、1 台の点検中に次の 1 台が故障すると供給

が不足するかもしれない綱渡り状態である。新潟原動機から 2 台購入しているが、基礎

建設が遅れてすぐには据え付けられない。今後、予防保全のためにメーカー推奨の定期

点検周期を守れるようにすること、及び、大統領政策により出力変動の多い太陽光発電

電源を増加させることを考慮すると、このたび要請された発電機 2 台が設置されてやっ

と必要な発電機容量を満たすことになる。 
需要については、今年中盤まで観光客の伸び止まり、燃料高騰による節電傾向等によ

り停滞していたが、最近は増加傾向がみられる。 
PPUC 側でも以下のような経営状態改善努力を行っていることがうかがえる。 

・発電機のラジエータの交換を自費で実施。 
・パラオ人の人材育成のための奨学金制度実施。 
・電気料金による収益改善のため、500kWh/月までであった低額料金適用範囲を 50kWh/月

まで縮小して、内部持出しを低減する施策を申請中。 
今後、11 月 10 日に各省会議で帰国報告を行い、承認されれば、次の基本設計の段階

に進むこととなる。 
②大使○から以下の質問、指導があった。（回答ほか■） 

○：PPUC の技術員について、自己流ながらも懸命に業務に従事している旨の説明に対

し、以前それほどまめに従事していないようにも見受けられたが、実際はどうか。

■：恐らくモニター前で監視任務に当たっている運転員の様子と思われる。保守員は問

題が発生していないと巡視しているだけであるが、ひとたび不具合が発生すると直

ちに対応する。たまたまアイメリーク PS を訪問した 2 回とも発電機が故障したが、

彼らは手際よく修繕作業を行っていた。 
○：フィリピン人を雇用していると聞いたが。 
■：先の現場熟練工についてはパラオ人が構成しているが、予防保全計画など統括的に

運営を計画管理する役目のエンジニアがパラオ人に定着していない。現在、PPUC
はこの人材を育成しようと、奨学金制度等を実施している。 

○：その奨学生は日本に招けないものか。日本が設備を提供しているのに人材育成を他

国へ任せるのも残念な話だ。 
■：エンジニア育成となると学士資格取得するコースが必要であるが、パラオから日本

の大学等へ留学するには数学などのパラオ人の学力の問題がある。 
○：人材育成は国の発展にも重要である。日本側からも活動をおこすべきである。 
■：PPR、PRR が自家発を採用している理由は何か。 
○：自家発電を行うには、需要に対応する発電機を 3 台も設備する必要がある。それで

も彼らが接続を申し込まないのは、それ以上に不経済性、不便さがあるからである。

例えば、PRR は以前の受電のために 34.5kV 受電設備を所有しているが、PPUC は今

後 13.8kV でしか給電しないとのことで、そのための設備投資が別途必要となる。

また stand by charge に 12,000 ドル/月を支払わねばならない。PPUC はもう少し顧客

の都合も考慮したサービスを提供すべきである。例えば、ルーフトップ太陽光発電
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設備を系統連系するためにはもう 1 台のメーターが必要であるが、11 ドル/月・メ

ーターの基本料金を 2 倍支払う必要がある。 
○：大統領が「2020 年までに電源の 20％を再生可能エネルギーとする」と声明を出し

ていることなどに絡んで、今後の日本からの ODA の可能性はないか。 
■：短期的には環境問題も少ない太陽光発電が期待される。その出力変動対応として水

力電源を開発することが有効である。フィリピン業者の調査によって、2MW 1 箇所、

1MW2 箇所の候補地点が報告されている。ただし、環境問題への対応が必要である。

太陽光発電にしても、現在空港駐車場屋根への設置が計画されているように、やは

り、山林等を開墾して設置することは環境問題を問われるので、建物屋上が適当で

あるし、まだ余裕があると考えられる。 
■：その他にこの国で検討されている再生可能エネルギーとして、ジャトロファのバイ

オ燃料がある。しかし、品種選定など、まだ研究段階である。日本の ODA でのジ

ャトロファ支援案件はない。 
■：パラオでは外資による IPP を導入していないが、豪国のバイオガス、米国の風力の

IPP の案件が起こっている。ADB、WB などからもそうした再生可能エネルギーIPP
の導入を求められているようである。日本企業にもそうした活動の可能性がある。

○：1 点この国と日本との関係で認識しておいてもらいたいことがある。パラオは日本

の沖ノ鳥島から 1,400km しか離れておらず、また、九州と同じ海嶺でつながってお

り、韓国、中国、ロシアと同様に重要な隣国である。今後の ODA を考える際にも

その点を十分に評価してもらいたいと思っている。 
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1 
Status/ Questionnaire Report – 2002 -2010 
JICA Study Team 

図書 コピー PPUC 2010 

2 Airai SS/ Malakal SS/ Aimeliik SS Maintenace 図書 コピー PPUC 2010 

3 HW ORDER Pole Line Hardware Wires etc. 図書 コピー PPUC 2010 

4 
Hydropower Potential Assessment Babeldaob Main 
Island 

図書 コピー 

VERGE
L3 

CONSU
LT 

2005 

5 
All PPUC Combined Statement of Revenues, 
Expenses and Changes in Net Assets (Unaudited) 
for the Period Ended July 31 2010. 

図書 コピー PPUC 2010 

6 
Power Generation Weekly Power Outlook Report 
for the period Oct.13 to Oct. 19 

図書 コピー PPUC 2010 

7 
PGD Power Pants Monthly Statistic Report for 
September 2009, Aimeliik Power Plant 

図書 コピー 
PPUC 

2009 

8 
PGD Power Pants Monthly Statistic Report for 
September 2009, Malakal Power Plant 

図書 コピー 
PPUC 

2009 

9 
PGD Power Pants Monthly Statistic Report for 
September 2009, Peleliu Power Systems 

図書 コピー PPUC 2009 

10 
PGD Power Pants Monthly Statistic Report for 
September 2009, Angaur Power Systems 

図書 コピー PPUC 2009 

11 
PGD Power Pants Monthly Statistic Report for 
September 2009, Kayangel Power Systems 

図書 コピー PPUC 2009 

12 
PPUC Total Fuel, Oil Purchased in month of Sept. 
30 2010/11/09, Fuel Oil and Oil consumption per 
unit. 

図書 コピー PPUC 2010 

13 
Power Generation Division (Malakal) Personnel 
Classification 

図書 コピー PPUC 2010 

14 
Power Generation Division (Malakal) Operation 
Shift Schedule Year 2010. 

図書 コピー PPUC 2010 

15 Malakal Power Plant Stand By Schedule 図書 コピー PPUC 2010 

16 Employee Listing-Aimeliik Power Plant 図書 コピー PPUC 2010 

３．収集資料リスト 
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17 
Aimeliik Power Plant Shift Schedule for the Month 
of Oct.17, to Oct. 23,2010 

図書 コピー PPUC 2010 

18 Malakal Power Plant Annual Report for FY 2007 図書 コピー PPUC 2007 

19 Malakal Power Plant Annual Report for FY 2008 図書 コピー PPUC 2008 

20 Malakal Power Plant Annual Report for FY 2009 図書 コピー PPUC 2009 

21 
Malakal Power Plant Daily Report for 
2010/10/15.10/17 

図書 コピー PPUC 2010 

22 Aimeliik Power Plant Annual Report for FY 2007 図書 コピー PPUC 2007 

23 Aimeliik Power Plant Annual Report for FY 2008 図書 コピー PPUC 2008 

24 Aimeliik Power Plant Annual Report for FY 2009 図書 コピー PPUC 2009 

25 Aimeliik Power Plant Annual Report for FY 2010 図書 コピー PPUC 2010 

26 
Aimeliik Power Plant Daily Maintenance Report, 
Monthly Mechanical and Electrical Report 

図書 コピー PPUC 2010 

27 
Aimeliik Power Plant Weekly Maintenance Report 
May 11,to May 24,2010/11/09 

図書 コピー PPUC 2010 

28 Pielstick Engine Overhauls History 図書 コピー PPUC 2010 

29 Aimeliik Power Plant Daily Production Report 図書 コピー PPUC 2010 

30 新潟原動機 16V28HLX(5MW)配置図 図書 コピー PPUC 2010 

31 Babeldaob Island Single Line 電子データ コピー PPUC 2010 

32 Koror Line 電子データ コピー PPUC 2010 

33 SUBSTATIONS DATA 電子データ コピー PPUC 2010 

34 EXISTING ONE LINE DIAGRAM.xls 電子データ コピー  PPUC 2010 

35 BABELDAUB 34.5 KV TRANS. LINE 電子データ コピー PPUC 2010 

36 
AIMELIIK  POWER PLANT SINGLE LINE 
DIAGRAM 

電子データ コピー PPUC 2010 

37 
MALAKAL POWER PLANT SINGLE LINE 
DIAGRAM 

電子データ コピー PPUC 2010 
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38 MALAKAL FEEDERS 電子データ コピー PPUC 2010 

39 
PELELIU POWER PLANT SINGLE LINE 
DIAGRAM 

電子データ コピー PPUC 2010 

40 KAYANGEL ONE LINE DIAGRAM 電子データ コピー PPUC 2010 

41 ANGAUR PLANT SINGLE LINE DIAGRAM 電子データ コピー PPUC 2010 

42 
13.8 KV AIRAI- KOROR SINGLE LINE 
DIAGRAM 

電子データ コピー PPUC 2010 

43 KOKUSAI SUBSTATION 電子データ コピー PPUC 2010 

44 DC SYSTEM OF MALAKAL POWER PLANT 電子データ コピー PPUC 2010 

45 
BLACKSTART - ALAKAL POWER PLANT 
SINGLE LINE DIAGRAM 

電子データ コピー PPUC 2010 

46 AIRAI SUBSTATION Modifications 電子データ コピー PPUC 2010 

47 PLAN OF DETAILED ONE LINE DIAGRAM 電子データ コピー PPUC 2010 

48 PLAN OF CAPITOL GENSET-SOURCE 電子データ コピー PPUC 2010 

49 PLAN OF 15MVA SUBSTATION 電子データ コピー PPUC 2010 

50 
FEEDER LOADING FORMS  
( OCT 14,2010) 

電子データ コピー PPUC 2010 

51 
FEEDER LOADING FORMS  
( OCT 15,2010) 

電子データ コピー PPUC 2010 

52 
FEEDER LOADING FORMS  
( OCT 16,2010) 

電子データ コピー PPUC 2010 

53 FEEDER LOADING FORMS ( OCT 17,2010) 電子データ コピー PPUC 2010 

54 PDD Maintenance result 2008-2010 電子データ コピー PPUC 2010 

55 
kWh GENERATION and CONSUMPTION BY 
CLASS 

電子データ コピー PPUC 2010 

56 Capacity Assessment and Development Program 電子データ コピー NDBP 2009 
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57 

Report on the Renewable Energy Technologies 
Appropriate for REFW 
Finance and the Market for those Technologies in 
Palau 

電子データ コピー NDBP 2009 

58 Final Inception Report 電子データ コピー NDBP 2009 

59 
Draft Report REFW Operating Procedures 
from Fund Application through Analysis and 
Selection of Projects 

電子データ コピー NDBP 2010 
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